
第４回 名寄市総合計画審議会顛末

日時：令和２年１月28日（火） １８時３０分～１９時10分

場所：駅前交流プラザ「よろーな」 大会議室

１ 開 会

石橋総合政策部長開会

２ 会 長 挨 拶

定木会長挨拶

３ 報 告 事 項

（１） 名寄市総合計画（第2次）中期実施計画について

[資料１]・[資料１－２]

事務局

★市長ローリング後の変更点、新規・拡充事業について報告

（２） 名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）について

[資料２]・[資料２－２]

事務局

★新旧対照表に沿って、主な変更点について説明

４ そ の 他

事務局

・名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略の今後の流れ、委員任期について報告

５ 閉 会

定木会長閉会

[会議資料]

資料１ 名寄市総合計画（第２次）中期実施計画の見直しについて

資料1-2 名寄市総合計画（第２次）中期実施計画台帳

資料2 名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）

資料2-2 名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略新旧対照表



資料１

名寄市総合計画（第2次）中期実施計画の見直しについて　～第1期（令和元年度）ローリング調整後～

１．経過

２．事業数

既搭載 新規 新規

中期当初 19 中期当初 0

Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ後 19 Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ後 0

中期当初 46 中期当初 0

Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ後 46 1 Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ後 2

中期当初 37 中期当初 0

Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ後 37 2 Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ後 0

中期当初 30 中期当初 0

Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ後 30 Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ後 2

中期当初 38

Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ後 38 2

中期当初 170

Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ後 170 5

３．中期実施計画期間の事業費

　◆中期計画期間（令和元年度～令和4年度）合計
中期当初(千円） Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ後(千円） 増減(千円） 中期当初(千円） 増減(千円）

基本目標Ⅰ 328,568 356,538 27,970
経済元気化
プロジェクト

3,529,133 ▲ 20,296

基本目標Ⅱ 4,092,062 4,780,896 688,834
安心子育て
プロジェクト

3,490,358 359,175

基本目標Ⅲ 9,121,815 9,257,607 135,792
冬季ＳＰ拠点化
プロジェクト

866,579 ▲ 63,745

基本目標Ⅳ 9,155,568 9,732,963 577,395 計 7,886,070 275,134

基本目標Ⅴ 2,394,756 2,468,123 73,367

計 25,092,769 26,596,127 1,503,358

　◆年度毎事業費

中期当初（千円） Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ後(千円） Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ後(千円） 中期当初（千円） 中期当初（千円） Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ後(千円）

基本目標Ⅰ 90,669 89,942 88,541 80,428 78,618 88,311

基本目標Ⅱ 1,040,536 1,155,172 1,249,797 995,604 1,010,781 1,172,122

基本目標Ⅲ 2,325,057 2,314,928 2,328,406 2,193,349 2,218,695 2,230,421

基本目標Ⅳ 2,051,151 2,188,382 2,421,025 1,761,931 3,494,383 3,477,884

基本目標Ⅴ 899,660 797,914 489,782 523,142 478,632 535,717

計 6,407,073 6,546,338 6,577,551 5,554,454 7,281,109 7,504,455

7月7日～8月20日 8月29日～11月15日 11月18日 11月26日

庁議において資料作成依
頼、部局長ﾛｰﾘﾝｸﾞ

市長ﾛｰﾘﾝｸﾞ 庁議 名寄市議会議員協議会

既搭載

18

18

29

29

9

9

56（内 重複6）

56（内 重複6）

Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ後(千円）

3,508,837

3,849,533

802,834

8,161,204

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

中期当初（千円） Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ後(千円）

78,853 89,744

1,045,141 1,203,805

2,384,714 2,383,852

1,848,103 1,645,672

493,322 644,710

5,850,133 5,967,783

基本目標Ⅰ
経済元気化
プロジェクト

基本目標Ⅱ
安心子育て
プロジェクト

基本目標Ⅲ
冬季ＳＰ拠点化

プロジェクト

基本目標Ⅳ 計

基本目標Ⅴ
第１期ローリング調整後
　搭載事業数　 　 　　 175
　重点プロジェクト事業　52（重複6事業）

計



４．新規追加事業一覧

基本目標
主要施策

実施期間 事業費（千円）

Ⅱ－３　子育
て支援の推
進

令和２年度～ -

Ⅲ－２　循環
型社会の形
成

令和２年度～ -

Ⅲ－13　地
域公共交通

令和元年度～ 2,326 

Ⅴー２　小中
学校教育の
充実

令和２年度～ -

Ⅴー２　小中
学校教育の
充実

令和元年度～ -

５．協議の結果、大幅な事業費・計画年次の変更があった事業

増減
中期当初 0
ローリング調整後 44,370

中期当初 1,343,781
ローリング調整後 1,530,876

中期当初 31,839

ローリング調整後 57,479

中期当初 95,605

ローリング調整後 170,040

中期当初 17,835

ローリング調整後 32,500

中期当初 55,040

ローリング調整後 1,688

中期当初 1,004,000
ローリング調整後 1,346,800

中期当初 0

ローリング調整後 476,000

事業名 事業内容

こどもの遊び場整備事業
（仮称）

子どもの遊び場の確保については、子ども子育て支援事
業計画の策定のためのアンケート結果においても未就学
児、小学生共に子育てしやすいまちになるための施策とし
て一番求めらている事業である。
冬季や雨の日においても子どもが安心して遊び、身体を動
かすことで、健全な成長を図ることが出来る屋内施設を整
備することが求められてきている。

ごみ出し支援サービス
ごみ出しが困難な方を対象とした、ごみ出し支援サービス
の構築。

宗谷本線維持存続に向け
た活動の推進

宗谷本線活性化推進協議会の活動はもとより、宗谷本線
の維持存続に向けて沿線自治体や関係機関と連携した
活動を行う。

学校における働き方改革
推進事業

学校教育職員の多忙化が解消されない中、全ての学校
で教職員が授業や授業準備などに集中し、健康でいきい
きとやりがいを持って、勤務しながら学校教育の質を高め
られる環境を構築することを目的とします。

小中学校情報機器整備事
業

児童生徒が高度情報機器を通じて情報活用能力の育成
を図る。
教職員が使用する校務用ＰＣ WIN7サポート終了に伴う機
器更新。

中期計画期間事業費（千円）基本目標
主要施策

事業名 事業内容

Ⅱ－３ 市立保育所整備事業 老朽化が著しい保育所を整備 44,370

Ⅱ－３
民間特定教育・保育施設

への運営支援
子ども・子育て支援法に伴う、民間特定教育・
保育施設への施設型給付費の給付

187,095

Ⅱ－５
しらかばハイツ等施設整備

事業

特別養護老人ホーム・デイサービスセンター
における各種施設設備について、老朽化によ
り更新が必要となるものについて更新

25,640

Ⅱ－５
清峰園等施設設備等更新

事業

特別養護老人ホーム・デイサービスセンター
における各種施設設備について、老朽化によ
り更新が必要となるものについて更新

74,435

Ⅱ－５
医療介護連携情報共有ＩＣ

Ｔ構築事業

医療データと介護事業所データを相互活用
し、医療・介護・福祉などの支援関係者が随
時連携できる情報共有システム、住民参加型
ポータル画面の２事業を組み合わせたＩＣＴ
ネットワークを構築する

14,665

Ⅱ－６
基幹相談支援センター事

業

地域における相談支援の中核的な役割を担
い、障がい者等の相談支援に関する業務を、
ワンストップで総合的・専門的に行なう取組

▲ 53,352

Ⅲ－11 公共下水道事業 管渠・下水処理場機器の整備、更新 342,800

Ⅳ－１ 畜産クラスター事業

①収益力・生産基盤の強化を図るため、省力
化機械の整備による規模拡大の推進
②作業効率の向上・高品質な自給飼料の利
用促進・購入飼料費削減を図るため、ＴＭＲ
センターの設立支援及び既存ＴＭＲセンター
の拡充
③哺育・育成作業の分業化による労働負担
軽減、規模拡大の推進、優良後継牛確保を
図るため、哺育・育成センターの設立
④粗飼料生産に係る作業の分業化による労
働負担軽減、草地更新率向上、高品質自給
飼料の確保を図るため、コントラクター組織の
構築検討

476,000



中期当初 90,000

ローリング調整後 120,000

中期当初 281,872

ローリング調整後 361,408

中期当初 472,564
ローリング調整後 582,203

中期当初 358,000
ローリング調整後 305,900

中期当初 163,510

ローリング調整後 128,043

Ⅳ－３
住宅改修等推進事業補助

金

住宅改修に対して助成を行い、市民の居住
空間の向上を推進するとともに技術者の人材
育成及び地域経済の活性化を図る

30,000

Ⅳ－６ スキー場事業

「名寄ピヤシリスキー場」の運営にあたり、リフト
設備などの修繕・更新、圧雪車によるゲレンデ
整備などを通じ、安心・安全に利用いただける
よう維持管理に努めるとともに、早期オープ
ン、集客増加に向けた取組みを進める

79,536

Ⅴ－１
民間特定教育・保育施設

への運営支援
子ども・子育て支援法に伴う、民間特定教育・
保育施設への施設型給付費の給付

109,639

Ⅴ－２ 市内小中学校改築事業
児童生徒が快適・安全な学習生活を送るた
め、老朽化した校舎・屋内体育館等を改築

▲ 52,100

Ⅴ－７ 冬季スポーツ拠点化事業 ジュニア育成・スポーツコミッション運営等 ▲ 35,467



90,669

78,853 80,428 78,618

89,942
88,541 89,744

88,311

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

基本目標Ⅰ　事業費推移（千円）

当初 Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ

1,040,536 1,045,141
995,604 1,010,781

1,155,172 1,249,797 1,203,805
1,172,122

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

基本目標Ⅱ　事業費推移（千円）

当初 Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ

2,325,057

2,384,714

2,193,349
2,218,695

2,314,928

2,328,406

2,383,852

2,230,421

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

基本目標Ⅲ　事業費推移（千円）

当初 Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ

2,051,151 1,848,103

1,761,931

3,494,383

2,188,382
2,421,025

1,645,672

3,477,884

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

基本目標Ⅳ　事業費推移（千円）

当初 Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ

899,660

493,322 523,142 478,632

797,914
489,782 644,710

535,717

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

基本目標Ⅴ　事業費推移（千円）

当初 Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ

6,407,073
5,850,133 5,554,454

7,281,109
6,546,338 6,577,551 5,967,783

7,504,455

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

事業費推移（全体）（千円）

当初 Ｒ元ﾛｰﾘﾝｸﾞ



　　　　　名寄市総合計画（第２次）中期実施計画台帳 資料1-2

通し
番号

基本
目標

主要施策 事業名（個別事業名） 重点
R1事業費
（千円）

R2事業費
（千円）

R3事業費
（千円）

R4事業費
（千円）

中期期事業費
（千円）

事業内容 担当部課

中期
当初 600 800 800 1,000 3,200 
R1 600 800 800 1,000 3,200 

中期
当初 0 0 0 0 0 
R1 0 0 0 0 0 

中期
当初 500 500 500 500 2,000 
R1 500 500 500 500 2,000 

中期
当初 1,382 1,730 1,730 1,830 6,672 
R1 1,382 1,730 1,730 1,830 6,672 

中期
当初 12,870 13,050 13,050 13,050 52,020 
R1 12,870 13,050 13,050 13,050 52,020 

中期
当初 21,438 19,400 19,400 19,400 79,638 
R1 21,438 22,819 22,639 22,639 89,535 

中期
当初 0 0 0 0 0 
R1 0 0 0 0 0 

中期
当初 604 405 405 405 1,819 
R1 604 604 604 604 2,416 

中期
当初 1,248 1,325 1,359 1,104 5,036 
R1 1,248 1,288 1,120 1,252 4,908 

中期
当初 4,548 3,134 3,134 3,134 13,950 
R1 4,548 3,114 3,114 3,114 13,890 

中期
当初 1,357 1,673 1,389 1,359 5,778 
R1 1,357 1,671 1,387 1,357 5,772 

中期
当初 3,768 549 571 549 5,437 
R1 3,768 549 571 549 5,437 

中期
当初 599 785 2,588 785 4,757 
R1 599 786 2,599 786 4,770 

中期
当初 4,082 5,567 5,567 5,567 20,783 
R1 4,082 4,082 4,082 4,082 16,328 

中期
当初 4,168 6,313 6,313 6,313 23,107 
R1 4,168 3,812 3,812 3,812 15,604 

中期
当初 275 329 329 329 1,262 
R1 275 275 275 275 1,100 

中期
当初 26,430 16,493 16,493 16,493 75,909 
R1 26,430 26,430 26,430 26,430 105,720 

中期
当初 6,800 6,800 6,800 6,800 27,200 
R1 6,073 7,031 7,031 7,031 27,166 

中期
当初 0 0 0 0 0 
R1 0 0 0 0 0 

1 まちづくり推進事業 継続
個人・団体が取り組む地域活性化に関する特産品の開発研究・イベント開催・
人材育成等の一部経費を助成

企画課

2
地域コミュニティのあり方の

検討
継続

町内会、地域連絡協議会など、地域コミュニティの活性化に向けた今後のあり
方について検討

企画課

3 町内会連合会補助事業 継続
構成町内会の連携強化や住民福祉の増進を図る「町内会連合会」に対する
支援

企画課

4
地域連絡協議会等活動支

援事業
継続

地域連絡協議会が行う町内会単位の枠を越えた取組等に対する支援（運営
費、活動費）

企画課

5
町内会自治活動交付金事

業
継続

市広報紙の配布などコミュニティづくりを促進する地域活動に対する、町内会
への支援（均等割、世帯割）

企画課

6
多様な媒体による広報の

推進
継続 多様な媒体による市政情報の積極的な発信等の検討 企画課

7 多様な広聴機会の創出 継続 出前トーク、市長室開放、その他懇談会の開催等 企画課

8
人権尊重と男女共同参画

社会の形成
男女共同参画推進事業 継続 男女共同参画先進企業や個人・団体への表彰等 企画課

9
名寄市・鶴岡市姉妹都市

交流事業
継続

「名寄・藤島交流友の会」への運営支援を行うことで、「友の会」間の相互訪
問、特産品の販売交流等を通じた友好交流を推進

交流推進課

10
名寄市・杉並区交流自治

体交流事業
継続

都市交流実行委員会を通じて行う、人・物・文化等の幅広い交流に取り組むこ
とで、友好交流を推進

交流推進課

11 ふるさと会交流事業 継続
ふるさと名寄市の応援団である、各ふるさと会の支援、様々な交流活動の円
滑な実施、市民との交流の推進等を図る

交流推進課

12
名寄市・リンゼイ姉妹都市

交流事業
継続

「名寄・リンゼイ姉妹都市友好委員会」への運営を支援し、高校生の相互派遣
等を通じた友好交流を推進

交流推進課

13
名寄市・ドーリンスク市友好

都市交流事業
継続

「名寄・ドーリンスク友好委員会」への運営を支援し、訪問団の相互派遣等を
通じた友好交流を推進

交流推進課

14 名寄市・台湾交流事業 継続
国内外の様々な分野で活躍できる人材の育成、交流人口拡大による地域の
活性化等を図るための、教育旅行受入事業等の取組

交流推進課

15 移住促進事業 経 継続
移住促進のための情報発信、受入体制の整備及び移住者向け「お試し移住
住宅」の整備、管理運営

総合政策課

16 広域行政の推進 定住自立圏推進事業 継続
圏域の人口定住、活性化に向けた広域連携を推進するため、定住自立圏共
生ビジョン懇談会を開催

総合政策課

17 健全な財政運営 ふるさと納税の推進 継続 名寄市の特色を活かしたふるさと納税事業や返礼のあり方等を検討 総務課

18

効率的な行政運営

研修事業 継続
人材育成方針に基づき、求められる人間像、持つべきスキルに応じた計画的
な研修開催等による人材育成

総務課

19 庁舎のあり方の検討 継続
行政の拠点である庁舎については老朽化が進んでいるため、災害時におけ
る機能確保や分散する庁舎の集約など、今後の庁舎のあり方を検討

総務課

Ⅰ

市民主体のまちづくりの
推進

交流活動の推進
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通し
番号

基本
目標

主要施策 事業名（個別事業名） 重点
R1事業費
（千円）

R2事業費
（千円）

R3事業費
（千円）

R4事業費
（千円）

中期期事業費
（千円）

事業内容 担当部課

中期
当初 2,495 2,471 2,471 2,471 9,908 

R1 2,495 2,356 2,356 2,356 9,563 
中期
当初 12,120 13,232 10,174 10,578 46,104 

R1 12,120 12,570 10,306 10,719 45,715 
中期
当初 31,369 32,917 32,917 32,917 130,120 

R1 31,369 32,145 32,145 32,145 127,804 
中期
当初 2,250 1,950 1,950 1,950 8,100 

R1 2,250 2,250 2,250 2,250 9,000 
中期
当初 34,715 34,637 34,637 34,637 138,626 

R1 34,715 34,747 34,725 34,747 138,934 
中期
当初 3,825 3,425 3,425 3,425 14,100 

R1 3,825 3,825 3,825 3,825 15,300 

中期
当初 62,280 62,639 62,639 62,639 250,197 

R1 67,260 63,954 61,199 58,551 250,964 
中期
当初 0 0 0 0 0 

R1 104,504 104,504 104,504 104,504 418,016 
中期
当初 1,620 2,333 2,333 2,333 8,619 

R1 2,657 2,657 2,657 2,657 10,628 
中期
当初 0 0 0 0 0 

R1 0 0 0 0 0 
中期
当初 45,000 42,724 42,724 42,724 173,172 

R1 45,000 45,000 45,000 45,000 180,000 
中期
当初 625 677 677 0 1,979 

R1 625 634 634 0 1,893 
中期
当初 0 0 0 40,000 40,000 

R1 0 0 0 40,000 40,000 
中期
当初 0 0 0 0 0 

R1 0 0 0 0 0 
中期
当初 0 0 0 0 0 

R1 0 44,370 0 0 44,370 
中期
当初 332,937 336,948 336,948 336,948 1,343,781 

R1 356,232 391,548 391,548 391,548 1,530,876 
中期
当初 8,480 8,120 7,720 6,320 30,640 

R1 8,480 6,020 6,180 5,930 26,610 
中期
当初 594 629 619 609 2,451 

R1 594 629 619 609 2,451 
中期
当初 58,055 56,400 56,400 56,400 227,255 

R1 58,055 56,400 56,400 56,400 227,255 

20 健康づくり運動推進事業 継続 チャレンジデー・健康まつり負担金、補助金、健康づくり地区組織活動の支援 保健センター

21
生活習慣病予防等活動事

業
継続 健康診査、健康相談、健康教室、健康マイレージ、機能訓練 保健センター

22 がん検診事業 継続 各種がん検診 保健センター

23 特定不妊治療費助成事業 安 継続 不妊治療（体外受精・顕微授精及び男性不妊治療）に要する費用の一部助成 保健センター

24
母子健康支援・親子教室

事業
安 継続

妊婦一般健康診査、こんにちは赤ちゃん事業、乳幼児健診、親子教室等を実
施

保健センター

25
産婦健康診査・産後ケア事

業
安 継続

【産婦健康診査事業】　産後２週間、１カ月などの産婦に対する健康診査にか
かる費用2回分までを助成
【産後ケア事業】　家族等からの十分な家事・育児などの援助が受けられず、
産後（4か月未満）の体調や育児に不安を感じている方などに対して、きめ細
かい支援を実施するため助産師（民間）が訪問し、その費用の一部を助成

保健センター

26 感染症対策事業 安 継続
高齢者へのインフルエンザ・肺炎球菌予防接種、乳幼児等への４種混合、MR
ワクチン等の予防接種

保健センター

27 地域医療支援事業の推進 継続
地域医療の充実のため、近隣医療機関に対し専門診療、夜勤、休日勤務等
の診療応援のための人員を派遣

市立病院

28
道北北部連携ネットワーク

の拡大
継続

ポラリスネットワークの対象病院の拡大・利用の推進を通じて、病院機能の分
化を補完するとともに、地域住民の救命率の向上を図る

市立病院

29
地域包括ケアシステムの

役割分担
継続

市立総合病院は救急を含む急性期、東病院は慢性期、国保診療所はかかり
つけ・在宅医療などの役割を担う

市立病院

30 医療スタッフの充実 継続
各施設に求められる医療の維持、充実を図るために、医師、看護師等の医療
スタッフの確保と充実を図る

市立病院

31
名寄市開業医誘致助成事

業
安 継続

市内に新たに診療所を開設しようとする者に対し、診療所の開設に要する経
費の一部を助成することにより、名寄市の地域医療体制の充実を図り、もって
住み慣れたこの地域で市民が安心して適切な医療を受け、健やかに暮らせる
ことに寄与する

保健センター

32
市立病院救命救急セン

ター施設整備
安 継続

専門医による重篤な患者への早期の適切な治療開始を目的とした機能・機材
を適宜整備

市立病院

33
新名寄市病院事業改革プ

ランの推進
継続

平成28年度(2016年度)に策定したプランを着実に実行し、各病院の機能分担
を明確化、経営効率化やネットワーク化等を推進

市立病院

34 市立保育所整備事業 安 継続 老朽化が著しい保育所を整備 こども未来課

35
民間特定教育・保育施設

への運営支援
安 継続

子ども・子育て支援法に伴う、民間特定教育・保育施設への施設型給付費の
給付

こども未来課

36
名寄市待機児童解消緊急

対策事業
安 継続

保育士並びに保育士資格を取得予定の学生への支援及び潜在保育士の就
職支援を行い、保育の担い手となる保育士を確保する

こども未来課

37
乳幼児紙おむつ用ごみ袋

支給事業
安 継続

乳幼児期の紙おむつ処理に要する有料ごみ袋を、月齢に応じて定めた枚数
分を無償で支給

こども未来課

38 乳幼児等医療給付事業 安 継続
小学生までの医療費助成
独自拡大により全額助成実施（小学生は入院のみ対象）

こども未来課

Ⅱ

健康の保持増進

地域医療の充実

子育て支援の推進
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通し
番号

基本
目標

主要施策 事業名（個別事業名） 重点
R1事業費
（千円）

R2事業費
（千円）

R3事業費
（千円）

R4事業費
（千円）

中期期事業費
（千円）

事業内容 担当部課

中期
当初 34,301 33,911 33,911 33,911 136,034 

R1 34,301 34,500 34,500 34,500 137,801 
中期
当初 400 400 400 400 1,600 

R1 400 400 400 400 1,600 
中期
当初 3,050 3,054 3,054 3,054 12,212 

R1 3,050 3,050 3,050 3,050 12,200 

中期
当初 5,984 7,320 7,320 7,320 27,944 

R1 5,984 5,984 5,984 5,984 23,936 

中期
当初 12,000 12,000 12,000 12,000 48,000 

R1 12,000 12,000 12,000 12,000 48,000 
中期
当初 12,299 13,200 13,200 13,200 51,899 

R1 12,299 12,239 12,239 12,239 49,016 
中期
当初 35,836 36,154 36,154 36,154 144,298 

R1 35,836 35,836 35,836 35,836 143,344 

中期
当初 0 0 0 0 0 

R1 0 0 0 0 0 

中期
当初 3,533 3,467 3,467 3,467 13,934 
R1 3,533 3,533 3,533 3,533 14,132 

中期
当初 40,670 41,315 41,315 41,315 164,615 

R1 40,670 41,315 41,315 41,315 164,615 
中期
当初 7,191 7,063 7,063 7,063 28,380 

R1 7,191 7,063 7,063 7,063 28,380 
中期
当初 1,875 2,585 2,585 2,585 9,630 

R1 1,875 1,875 1,875 1,875 7,500 
中期
当初 5,890 7,072 7,072 7,072 27,106 

R1 5,890 5,890 5,890 5,890 23,560 
中期
当初 1,537 1,175 1,175 1,175 5,062 

R1 1,537 1,537 1,537 1,537 6,148 
中期
当初 93,192 80,159 80,159 80,159 333,669 

R1 93,192 94,058 94,932 95,815 377,997 
中期
当初 54,238 61,069 0 0 115,307 

R1 57,460 0 0 0 57,460 
中期
当初 2,335 2,140 2,140 0 6,615 

R1 2,335 2,335 2,335 0 7,005 

39 地域子育て支援拠点事業 安 継続 子育て支援施設での就学前児童親子の子育て支援 こども未来課

40 子育て支援活動助成事業 安 継続

名寄市は転勤族が多く、親兄弟姉妹等の頼れる身内が近くにいない家庭も多
く、子育ての孤立化を防ぐために、行政の支援だけでなく保護者が自主的に
考え企画運営する共助による子育て支援への助成
　※事業費は「地域子育て支援拠点事業」の内数

こども未来課

41
ファミリー・サポート・セン

ター事業
安 継続 登録会員が有償ボランティアで実施する、サービス提供による子育て支援 こども未来課

42
子ども家庭総合支援拠点

事業
安 継続

・子ども家庭支援全般に係る業務　…　実情の把握、情報の提供、相談等へ
の対応、総合調整
・要支援児童及び要保護児童等への支援業務　…　危機判断とその対応、調
査、アセスメント、支援計画の作成、支援及び指導等、児童相談所の指導措
置委託を受けて市町村が行う指導
・関係機関との連絡調整
・その他の必要な支援　…　一時保護又は措置解除後の児童等が安定した生
活を継続していくための支援
　※「名寄市要保護児童地域対策協議会の運営」と「家庭児童相談事業」を統
合

こども未来課

43
ひとり親家庭等医療給付事

業
安 継続 ひとり親家庭等の母または父及び児童に係る医療費助成 こども未来課

44 相談支援事業 安 継続
発達に心配のある子どもに対して、保護者の意向に基づき、サービス等利用
計画を作成し、定期的にその計画の見直しを実施

社会福祉課

45 こども発達支援事業 安 継続
サービス等利用計画に基づき、個別の支援計画を作成し、その子にあった支
援を実施

こども未来課

46
こどもの遊び場整備事業

（仮称）
安 新規

子どもの遊び場の確保については、子ども子育て支援事業計画の策定のた
めのアンケート結果においても未就学児、小学生共に子育てしやすいまちに
なるための施策として一番求めらている事業である
冬季や雨の日においても子どもが安心して遊び、身体を動かすことで、健全な
成長を図ることが出来る屋内施設を整備することが求められてきている

こども未来課

47 町内会ネットワーク事業 継続
町内会、老人クラブ、民生委員児童委員等が連携してネットワークを構築し、
支援を必要とする方々を地域で支える仕組みづくりを行う、社会福祉協議会
の事業に対する補助金

社会福祉課

48
社会福祉協議会運営事業

費補助金
継続

地域福祉の推進を目的に各種事業を実施する社会福祉協議会に対する運営
補助金

社会福祉課

49 生活困窮者自立支援事業 継続
生活保護に至る前の生活に困窮している方からの多様で複雑化した相談を、
専門相談員が相談者の悩みに応じた助言や自立支援プランを作成すること
で、自立に向けて支援をおこなう

社会福祉課

50
低所得者の冬の生活支援
事業（福祉灯油支援事業・

冬の生活支援事業）
継続

冬期暖房燃料の購入が生活費に大きな影響を与える低所得の世帯に対し、
灯油券及び採暖用電気料の一部を支援

社会福祉課

51 一般介護予防事業 継続
介護予防の取組を強化するため、住民主体の通いの場を充実させ、リハビリ
専門職の派遣、介護予防に関する普及啓発などを実施

高齢者支援課・
地域包括支援センター

52 認知症総合支援事業 継続
今後増加する認知症の人やその家族を、地域や関係機関が支えていける施
策を講じる

地域包括支援センター

53
介護予防・生活支援サービ

ス事業
継続

要支援者等が要介護状態になることを予防するため、訪問型サービス、通所
型サービス、生活支援サービス等を実施

高齢者支援課・
地域包括支援センター

54
介護サービス提供基盤等

整備事業
継続

高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画に基づき、介護サービス提供
基盤の整備を促進

高齢者支援課

55
介護人材就労定着支援事

業
継続

①介護職員初任者等研修受講費用の助成
②資格保持者への就職支度金の助成
③介護職場説明会・事業者向け研修会の開催

高齢者支援課

Ⅱ

子育て支援の推進

地域福祉の推進

高齢者施策の推進
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通し
番号

基本
目標

主要施策 事業名（個別事業名） 重点
R1事業費
（千円）

R2事業費
（千円）

R3事業費
（千円）

R4事業費
（千円）

中期期事業費
（千円）

事業内容 担当部課

中期
当初 1,839 0 30,000 0 31,839 

R1 1,839 0 45,640 10,000 57,479 
中期
当初 26,605 30,000 15,000 24,000 95,605 

R1 20,916 75,340 52,634 21,150 170,040 
中期
当初 9,642 9,601 9,601 9,601 38,445 

R1 8,440 8,440 8,440 8,440 33,760 
中期
当初 15,735 700 700 700 17,835 
R1 0 24,526 3,987 3,987 32,500 

中期
当初 984 1,208 1,208 1,208 4,608 

R1 1,208 1,208 1,208 1,208 4,832 
中期
当初 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

R1 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 
中期
当初 6,073 6,097 6,097 6,097 24,364 

R1 6,073 6,097 6,097 6,097 24,364 
中期
当初 422 18,206 18,206 18,206 55,040 

R1 422 422 422 422 1,688 
中期
当初 40,705 40,109 40,109 40,109 161,032 

R1 40,705 40,705 40,705 40,705 162,820 
中期
当初 628 677 677 677 2,659 

R1 628 628 628 628 2,512 
中期
当初 22,607 22,757 22,757 22,757 90,878 

R1 22,607 22,607 22,607 22,607 90,428 
中期
当初 3,508 3,508 3,508 6,808 17,332 
R1 3,238 1,605 1,605 5,925 12,373 

中期
当初 19,423 19,423 19,423 19,423 77,692 

R1 20,310 21,060 20,310 20,310 81,990 
中期
当初 211 267 267 267 1,012 

R1 211 171 171 171 724 
中期
当初 2,200 2,300 2,300 2,300 9,100 

R1 2,200 2,200 2,200 2,200 8,800 
中期
当初 288,708 314,524 317,967 316,324 1,237,523 

R1 281,502 300,101 351,511 337,868 1,270,982 
中期
当初 0 0 0 0 0 
R1 0 0 0 0 0 

中期
当初 1,491 440 440 440 2,811 

R1 1,615 124 124 124 1,987 
中期
当初 0 0 0 0 0 
R1 0 0 0 0 0 

中期
当初 3,600 1,800 3,800 0 9,200 

R1 2,761 2,774 3,800 0 9,335 

56
しらかばハイツ等施設整備

事業
継続

特別養護老人ホーム・デイサービスセンターにおける各種施設設備につい
て、老朽化により更新が必要となるものについて更新

事業団担当(しらかばﾊｲ
ﾂ)

57
清峰園等施設設備等更新

事業
継続

特別養護老人ホーム・デイサービスセンターにおける各種施設設備につい
て、老朽化により更新が必要となるものについて更新

事業団担当(清峰園)

58 除雪サービス事業 継続
除雪困難な高齢者世帯等に対し除雪費用及び屋根雪下ろし費用の一部を助
成

高齢者支援課

59
医療介護連携情報共有ＩＣ

Ｔ構築事業
継続

医療データと介護事業所データを相互活用し、医療・介護・福祉などの支援関
係者が随時連携できる情報共有システム、住民参加型ポータル画面の２事業
を組み合わせたＩＣＴネットワークを構築する

地域包括支援センター

60
成年後見制度利用支援事

業
継続

成年後見制度の利用が有効と認められる障がいのある人に対し、成年後見
制度の利用を支援し障がいのある人の権利擁護を図る

社会福祉課

61
グループホームの設置促

進
継続 地域生活に移行する障がい者の居住支援として、グループホームを整備 社会福祉課

62
重度障害者ハイヤー料金
助成事業　/　重度視力障

害者電話料助成事業
継続

通院等のために、市内で利用するハイヤー料金の一部を助成することで、障
がい者等の福祉の増進を図る

社会福祉課

63
基幹相談支援センター事

業
継続

地域における相談支援の中核的な役割を担い、障がい者等の相談支援に関
する業務を、ワンストップで総合的・専門的に行なう取組

社会福祉課

64 地域生活支援事業 継続
障がい者等が自立した生活ができるよう、地域状況や利用者実態に応じた事
業を効果的に実施し、障がい者等の福祉の増進を図る

社会福祉課

65

国民健康保険

後発医薬品の使用促進 継続
差額通知書やジェネリック希望シールの送付、市内医療機関や調剤薬局に対
し使用促進の勧奨依頼を実施

市民課

66
データヘルス計画に基づく
特定健診・特定保健指導

継続
対象者へのダイレクトメール・電話・訪問による受診勧奨、健診結果により保
健指導を実施

市民課

67

環境との共生

温暖化対策啓発事業・公
害対策事業

継続
地球温暖化をはじめとする環境問題の改善に向けた啓発とともに、本市にお
ける公害対策として監視・指導を行う

環境生活課

68 火葬場整備事業 継続 定期的に点検等を行い、施設の維持に努めるとともに、計画的な整備の実施 環境生活課

69
エネルギーに関する講習
会等の開催による普及啓

発
継続 新エネルギー・省エネルギーなど普及啓発を促進するため、講演会等の実施 企画課

70
資源集団回収奨励金交付

事業
継続

資源の有効利用、廃棄物の減量化の意識向上による循環型社会の形成や最
終処分場の延命化などを目的に実施

環境生活課

71
炭化センター・衛生セン

ター・最終処分場維持管理
費負担事業

継続
名寄地区衛生施設事務組合で広域処理を行っている廃棄物の適正処理に係
る施設維持管理、廃棄物処理経費の負担

環境生活課

72
次期処理施設の整備の検

討
継続

名寄地区衛生施設事務組合で広域処理を行っている衛生センターや炭化セ
ンター、その他関連する次期処理施設の整備の検討

環境生活課

73 分別・資源化啓発事業 継続 一般家庭からの廃棄物の資源化と減量化に向けた分別・排出の啓発 環境生活課

74 ごみ出し支援サービス 新規 ごみ出しが困難な方を対象とした、ごみ出し支援サービスの構築。 環境生活課

75 防災対策の充実

まちごとまるごとハザード
マップ(避難所マークの設
置、公共施設等に浸水深

表示)

継続
避難所への案内板や、浸水レベル等の掲示板を地域に提示し、住民の避難
に対する理解や意識の高揚を図る

防災担当

Ⅱ

高齢者施策の推進

障がい者福祉の推進

Ⅲ

循環型社会の形成
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通し
番号

基本
目標

主要施策 事業名（個別事業名） 重点
R1事業費
（千円）

R2事業費
（千円）

R3事業費
（千円）

R4事業費
（千円）

中期期事業費
（千円）

事業内容 担当部課

中期
当初 6,596 6,596 6,596 6,596 26,384 

R1 7,391 7,391 7,391 7,391 29,564 
中期
当初 4,963 4,963 4,963 4,963 19,852 

R1 4,960 4,960 4,960 4,960 19,840 
中期
当初 213 213 213 213 852 

R1 198 198 198 198 792 
中期
当初 4,468 4,618 4,618 4,618 18,322 

R1 4,468 4,533 4,600 4,668 18,269 
中期
当初 522 598 598 598 2,316 

R1 522 522 522 522 2,088 
中期
当初 1,352 1,352 1,352 1,352 5,408 

R1 1,352 1,352 1,352 1,352 5,408 
中期
当初 0 0 0 11,500 11,500 
R1 0 0 0 0 0 

中期
当初 314,711 75,900 47,200 266,780 704,591 
R1 314,711 40,500 37,400 33,090 425,701 

中期
当初 97,500 123,680 124,680 163,880 509,740 
R1 97,500 67,200 212,200 244,000 620,900 

中期
当初 1,750 1,750 1,750 1,750 7,000 

R1 1,750 1,750 6,750 1,750 12,000 
中期
当初 9,000 0 0 0 9,000 

R1 9,000 0 0 0 9,000 
中期
当初 32,000 12,000 12,000 3,500 59,500 

R1 32,000 27,500 2,000 2,000 63,500 
中期
当初 26,730 156,400 156,400 0 339,530 

R1 26,730 156,400 156,400 0 339,530 
中期
当初 20,000 20,100 20,100 20,100 80,300 

R1 20,000 20,100 20,100 20,100 80,300 
中期
当初 0 0 0 0 0 

R1 0 0 0 0 0 
中期
当初 239,800 263,200 254,000 247,000 1,004,000 

R1 239,800 364,800 342,400 399,800 1,346,800 
中期
当初 4,000 15,000 0 0 19,000 
R1 4,000 15,000 0 0 19,000 

中期
当初 17,500 15,800 15,800 15,800 64,900 
R1 17,500 17,000 17,000 17,000 68,500 

中期
当初 188,000 245,000 230,000 181,000 844,000 
R1 188,000 245,000 230,000 181,000 844,000 

76

交通安全

地域性を踏まえた体系的な
交通安全教育の実施

継続

各関係機関・団体と連携し、幼児から高齢者まで、段階的体系的な交通安全
教育の推進
　※「体系的な交通安全教育の実施」と「冬期間の安全運転教育の実施」を統
合

環境生活課

77
官民一体で取り組む全市
民参加の交通安全運動の

実施
継続

期別の交通安全運動や交通安全教室、旗の波の取組
　※「全市民参加の交通安全運動の実施」と「官民一体の運動推進の体制強
化」を統合

環境生活課

78 生活安全 空家等対策計画推進事業 継続
空家等対策計画に基づいた適正管理の啓発活動、空地の有効活用の検討、
空家バンクに係る取組等

環境生活課

79

消費生活の安定

広域消費生活センター運
営事業

継続 相談員２名体制を維持し、相談業務の充実強化や相談員研修の機会を支援 消費生活センター

80
消費生活講演会等開催事

業
継続 出前講座、消費生活セミナーの開催 消費生活センター

81 消費者活動団体支援事業 継続 消費者団体へ補助金による支援 消費生活センター

82
名寄市住宅関連計画策定

業務
継続

各種計画との整合性を図りつつ、住宅事情や住宅ニーズ等に伴う課題を整理
し、住宅政策の将来目標や方向性を定める計画を策定

建築課

83 公営住宅整備事業 継続
公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化した公営住宅の建替えや住戸改
善等の整備の推進

建築課

84 公営住宅長寿命化等事業 継続
公営住宅等長寿命化計画に基づき、既存団地の改善・修繕・用途廃止により
公営住宅既存ストックの有効活用と長寿命化を図る

建築課

85 耐震改修促進事業 継続 民間住宅の耐震性向上のため耐震診断及び耐震改修の費用の一部を補助 建築課

86

都市環境の整備

名寄市都市計画マスタープ
ラン見直し・名寄市立地適
正化計画策定委託業務

継続
各種計画との整合性を図りつつ、まちづくりの基本理念である都市計画マス
タープランの中間見直しと、コンパクトシティ化を具現化する立地適正化計画
の策定を検討

都市整備課

87 公園長寿命化事業 安 継続 都市公園の遊具更新 都市整備課

88

上水道の整備

上水道第２期拡張事業（給
水区域拡張のための送水

管新設整備等）
継続 第２期拡張事業に伴う水道管新設整備 工務課

89
配水管網整備事業（給水
区域内の配水管新設整

備）
継続 水道管未整備地区の水道管新設整備 工務課

90
名寄市水道事業中期経営
計画（経営戦略）の推進

継続 中長期的な経営の基本計画「経営戦略」の策定、推進 業務課

91

下水道・個別排水の整備

公共下水道事業 継続 管渠・下水処理場機器の整備、更新 工務課

92 不明水対策事業 継続 不明水の基礎・詳細調査、対策工事 工務課

93
個別排水処理施設整備事

業
継続 合併浄化槽の整備 工務課

94 道路の整備 郊外幹線道路の整備　　　　 継続
市道の改良・舗装・舗装改築（事業費は「都市計画道路の整備」のものを含
む）

都市整備課

Ⅲ

住宅の整備
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通し
番号

基本
目標

主要施策 事業名（個別事業名） 重点
R1事業費
（千円）

R2事業費
（千円）

R3事業費
（千円）

R4事業費
（千円）

中期期事業費
（千円）

事業内容 担当部課

中期
当初 0 0 0 0 0 
R1 0 0 0 0 0 

中期
当初 366,020 259,000 259,000 259,000 1,143,020 
R1 366,020 259,000 259,000 259,000 1,143,020 

中期
当初 0 0 0 0 0 
R1 0 0 0 0 0 

中期
当初 0 0 0 0 0 
R1 0 0 0 0 0 

中期
当初 218,438 199,000 199,000 199,000 815,438 
R1 218,438 220,759 220,759 220,759 880,715 

中期
当初 282,729 281,000 281,000 281,000 1,125,729 

R1 282,729 286,991 286,991 286,991 1,143,702 

中期
当初 18,790 19,500 19,500 19,500 77,290 

R1 18,790 19,500 19,500 19,500 77,290 

中期
当初 95,000 280,990 146,300 119,150 641,440 

R1 95,000 183,000 114,770 95,570 488,340 
中期
当初 6,610 6,945 6,945 6,945 27,445 

R1 6,610 6,945 6,945 6,945 27,445 
中期
当初 49,224 48,847 53,629 58,888 210,588 
R1 44,499 48,847 52,853 57,187 203,386 

中期
当初 0 0 0 0 0 
R1 1,123 1,123 40 40 2,326 

中期
当初 0 25,000 0 0 25,000

R1 0 24,000 21,000 0 45,000
中期
当初 49,868 27,110 25,132 25,044 127,154
R1 49,868 45,182 31,252 28,044 154,346

中期
当初 104,100 85,000 74,000 70,000 333,100
R1 109,100 75,000 75,000 86,000 345,100

中期
当初 569,004 391,000 240,000 240,000 1,440,004

R1 751,315 437,000 140,000 200,000 1,528,315

中期
当初 325,864 320,775 320,775 320,775 1,288,189

R1 325,864 333,559 333,559 333,559 1,326,541

中期
当初 0 0 0 1,830,000 1,830,000
R1 0 0 0 1,900,000 1,900,000

中期
当初 0 6,500 4,000 4,000 14,500

R1 0 0 0 0 0

95 都市計画道路の整備 継続 市道の改良・舗装（事業費は「郊外幹線道路の整備」の事業費の内数） 都市整備課

96 市街地の道路整備 継続 市道の改良・舗装（事業費は郊外地の道路整備」のものを含む） 都市整備課

97 郊外地の道路整備 継続 市道の改良・舗装（事業費は市街地の道路整備」の事業費の内数） 都市整備課

98 除排雪のあり方の検討 継続
除排雪のあり方について、地域との協議、他自治体の例などを参考としながら
研究・検討

都市整備課

99 市道除雪事業 継続 除雪の実施 都市整備課

100 市道排雪事業 継続 排雪の実施 都市整備課

101

道路除排雪事業（排雪ダン
プ助成・市道及び私道除排
雪助成・風連市街地区国道

及び道道排雪助成）

継続 排雪ダンプ助成などによる各団体への支援 都市整備課

102 橋梁長寿命化整備事業 継続 橋梁修繕、橋梁点検 都市整備課

103

地域公共交通

デマンドバス運行委託事業 継続 デマンドバス運行委託 企画課

104 バス路線の維持・確保 継続 バス路線の維持・確保 企画課

105
宗谷本線維持存続に向け

た活動の推進
新規

宗谷本線活性化推進協議会の活動はもとより、宗谷本線の維持存続に向け
て沿線自治体や関係機関と連携した活動を行う

総合政策課

106 農道整備事業 継続 農村地域の交通の利便性の確保や農業生産物の流通、生産性の向上を図る 耕地林務課

107
国営造成施設管理体制整

備促進事業
継続 管理体制強化・施設の改修保全・啓蒙普及活動等 耕地林務課

108 道営水利施設整備事業 継続
１次整備から40年以上が経過し、経年劣化が進んでいる幹線用水路の補修
及び改修をし長寿命化対策を図る

耕地林務課

109 道営農地整備事業 継続
１次整備から30年以上が経過し、農業用機械の大型化に対応できる区画の
拡大や暗渠排水整備により、湿害対策を図る

耕地林務課

110
農地保全・多面的機能維

持対策事業
継続

・不耕作地を出さないための地域活動の推進や、各地域の農業用施設等の
管理及び維持補修により施設の長寿命化の取組を多面、中山間等の事業を
活用し取組む
・農地集積における将来図、農地維持の継続に関する問題点について、人・
農地プランの協議や多面などの地域活動組織及び青年部などの団体での協
議を通じて課題を明確にし、多面、中山間等の事業への反映を図る
・計画的な農地集積が図られるよう、人・農地プランにおける将来の出し手と
受け手の情報を農業委員会と共有し、農地あっせん協議などで活用を図る

農務課

111
国営機能保全事業　風連

地区
継続

国営事業で、施設の機能診断を行い、その後施設の補修や補強等の長寿命
化対策を実施することで施設機能の保全を図るとともに、ライフサイクルコスト
の低減を図る

耕地林務課

112 市営牧場整備事業 継続 市営牧場の機能維持・向上を図るため必要な施設整備 農務課

Ⅲ

道路の整備

Ⅳ 農業・農村の振興
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通し
番号

基本
目標

主要施策 事業名（個別事業名） 重点
R1事業費
（千円）

R2事業費
（千円）

R3事業費
（千円）

R4事業費
（千円）

中期期事業費
（千円）

事業内容 担当部課

中期
当初 0 0 0 0 0

R1 0 476,000 0 0 476,000

中期
当初 15,551 18,900 19,300 19,000 72,751

R1 15,482 16,097 16,097 16,097 63,773
中期
当初 800 1,000 1,000 1,000 3,800

R1 800 800 800 800 3,200
中期
当初 300 650 650 650 2,250

R1 300 300 300 300 1,200
中期
当初 20,000 30,000 30,000 30,000 110,000
R1 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000

中期
当初 666 666 666 666 2,664
R1 666 666 666 666 2,664

中期
当初 11,500 11,500 11,500 11,500 46,000
R1 11,500 11,500 11,500 11,500 46,000

中期
当初 1,103 5,684 12,895 8,411 28,093
R1 1,103 947 4,228 1,924 8,202

中期
当初 210 360 360 360 1,290
R1 210 210 210 210 840

中期
当初 18,704 21,350 16,350 16,350 72,754
R1 18,074 19,240 26,108 19,058 82,480

中期
当初 2,441 2,750 2,750 2,750 10,691

R1 2,500 2,600 2,600 2,600 10,300
中期
当初 498 610 610 610 2,328

R1 498 610 610 610 2,328
中期
当初 13,386 13,665 13,665 13,665 54,381
R1 13,386 13,672 13,672 13,672 54,402

中期
当初 58,678 95,983 113,688 115,472 383,821

R1 57,631 64,550 65,684 70,918 258,783

中期
当初 616,300 627,610 622,610 627,610 2,494,130

R1 616,300 627,610 622,610 627,610 2,494,130

中期
当初 30,000 20,000 20,000 20,000 90,000

R1 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000
中期
当初 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0

113 畜産クラスター事業 継続

①収益力・生産基盤の強化を図るため、省力化機械の整備による規模拡大
の推進
②作業効率の向上・高品質な自給飼料の利用促進・購入飼料費削減を図る
ため、ＴＭＲセンターの設立支援及び既存ＴＭＲセンターの拡充
③哺育・育成作業の分業化による労働負担軽減、規模拡大の推進、優良後
継牛確保を図るため、哺育・育成センターの設立
④粗飼料生産に係る作業の分業化による労働負担軽減、草地更新率向上、
高品質自給飼料の確保を図るため、コントラクター組織の構築検討

農務課

114 農業振興センター事業 継続
新たな栽培技術や農産物導入に向けた試験・研究により更なる農業所得の
向上、作業効率化に向けた技術普及
　※「土壌改良指導事業」を統合

農務課

115
高付加価値化と消費拡大

の推進
経 継続

農産物の加工等による付加価値向上に向けた研究等への支援及び名寄産
農畜産物の知名度向上等の取組による販路拡大とブランド化の推進
　※「ブランド化の推進と販売拡大事業」及び「高付加価値化と6次化の推進」
を統合

農務課

116 労働力確保対策事業 継続
農業労働力の不足を補うための雇用労働力確保に向けた制度の確立とコント
ラクター等の作業受託組織の育成

農務課

117 農業振興資金融資事業 継続 農業者の経営改善と育成、農業振興を図るための資金の融資 農務課

118 農業後継者対策事業 経 継続 農業後継者の婚活支援の推進 農務課

119 担い手育成支援事業 経 継続
農業後継者の経営面・栽培技術面でのスキルアップや、農業所得向上等の
取組に対する支援

農務課

120 新規就農者確保対策事業 経 継続
名寄市の特色を活かした新規参入による新規就農者の確保及び就農後の早
期安定に必要な支援

農務課

121 農村女性活動支援事業 経 継続 女性活動の支援 農務課

122 有害鳥獣駆除対策事業 継続 有害鳥獣農業被害防止対策協議会への補助 農務課

123 農業・農村交流促進事業 経 継続
都市と農村、市民と農業・地場農産物を結ぶ交流推進による農産物・加工品
等の消費拡大の取組に対する助成

農務課

124

森林保全と林業の振興

森林整備担い手対策事業
（森林作業員就業条件整

備事業）
経 継続 就労日数に応じた奨励金の支給 耕地林務課

125 民有林林業振興推進事業 継続 民有林を対象とした造林事業への補助 耕地林務課

126 市有林造林事業 継続 下刈、間伐、皆伐など造林事業 耕地林務課

127

商業の振興

中小企業振興事業
（商店街等活性化事業）

経 継続

①中心市街地の中核をなす商店街の自主性による人の導線構築、魅力的な
商店街形成に向けた調査事業等への助成とともに、商店街において新たに経
済活動を行う事業主等への支援により、商店街の活性化を目指す
②地域資源を活用した商品のブランド力の向上・市場競争力を生み出すた
め、新商品開発・販路拡大への支援を行う
③事業運営の基礎となる資金需要の円滑化を図るため、融資の斡旋及び信
用保証料並びに利子の補給を行う
　※名寄市中小企業振興条例に基づく各事業を統合・再編

産業振興課

128
住宅改修等推進事業補助

金
経 継続

住宅改修に対して助成を行い、市民の居住空間の向上を推進するとともに技
術者の人材育成及び地域経済の活性化を図る

産業振興課

129 創業支援・事業承継事業 経 継続

起業意欲ある者への経営相談・財政支援を行い、新規創業へ誘導するととも
に、後継者不足による廃業を避けるための支援体制を構築し、市内事業所数
の維持及び第二創業による発展を目指す
　※「創業支援事業」と「事業承継事業」を統合

産業振興課

Ⅳ

農業・農村の振興
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通し
番号

基本
目標

主要施策 事業名（個別事業名） 重点
R1事業費
（千円）

R2事業費
（千円）

R3事業費
（千円）

R4事業費
（千円）

中期期事業費
（千円）

事業内容 担当部課

中期
当初 11,614 12,078 21,828 15,828 61,348

R1 11,614 14,238 21,828 15,828 63,508

中期
当初 0 20,000 0 20,000 40,000

R1 0 20,000 0 0 20,000

中期
当初 20,892 20,972 20,972 20,972 83,808

R1 20,892 20,972 20,972 20,972 83,808

中期
当初 75,472 39,100 138,700 28,600 281,872
R1 75,472 118,636 138,700 28,600 361,408

中期
当初 55,000 0 0 0 55,000

R1 8,811 0 0 0 8,811

中期
当初 49,200 49,840 50,480 51,120 200,640

R1 46,996 47,636 48,276 48,916 191,824

中期
当初 132,553 113,337 113,337 113,337 472,564

R1 142,691 146,504 146,504 146,504 582,203
中期
当初 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0

中期
当初 2,100 2,100 2,100 2,100 8,400

R1 3,150 3,150 3,150 3,150 12,600
中期
当初 9,736 9,736 9,736 9,736 38,944
R1 9,350 9,180 9,180 9,180 36,890

中期
当初 0 0 0 0 0
R1 510 756 756 756 2,778

中期
当初 34,778 34,778 34,778 41,778 146,112
R1 34,901 34,901 41,901 34,901 146,604

中期
当初 0 15,800 0 7,000 22,800
R1 0 12,000 12,000 12,000 36,000

中期
当初 358,000 0 0 0 358,000

R1 305,900 0 0 0 305,900
中期
当初 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0

中期
当初 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0

中期
当初 500 500 500 500 2,000

R1 500 500 500 500 2,000

130

工業の振興

中小企業振興事業
（人材育成確保事業）

経 継続

中小企業振興を総合的に推進し、本市経済の発展及び市民生活の向上に寄
与する、また、市内中小企業が行う従業員の育成及び就職促進に係る宣伝
活動等の取組に対して支援を行うとともに、上川北部地域人材開発センター
の運営事業の振興を図ることにより、人材の育成、安定的な地域内労働者の
育成を図る
　※「既存企業の育成強化・各種助成制度の拡充」と「人材開発センター活用
促進事業」を統合

産業振興課

131 企業立地促進事業 経 継続

名寄市内に工場等又は旅館等を新設、移転又は増設する者に対し助成の措
置又は課税の免除を行うことにより、名寄市における工業の開発及び企業の
立地を促進し、名寄市の経済の発展と雇用機会の拡大を図る。また、企業誘
致に向けた情報収集及び本市情報の発信を行い、企業誘致の促進を図る
　※名寄市企業立地促進条例に基づく各事業を統合

産業振興課

132 雇用の安定
雇用促進事業及び勤労者

福祉推進事業
継続

企業等による積極的な求人募集事業の展開と、移住就労者の支援を行いミス
マッチの解消と雇用の促進を図るとともに、ハローワークや人材開発セン
ター、建設業協会といった関係機関・団体との連携及び情報交換を密にし、円
滑で効果的な雇用促進事業を実施する。また、労働者の福祉施策の充実に
より、勤労意欲や労働環境の向上及び雇用の安定化を図る
　※「雇用促進事業」、「退職金制度普及及び促進事業」、「事業所内福祉施
設支援事業」及び「中小企業勤労者福祉推進事業」を統合

産業振興課

133

観光の振興

スキー場事業 経，冬 継続
「名寄ピヤシリスキー場」の運営にあたり、リフト設備などの修繕・更新、圧雪
車によるゲレンデ整備などを通じ、安心・安全に利用いただけるよう維持管理
に努めるとともに、早期オープン、集客増加に向けた取組みを進める

産業振興課

134 なよろ温泉整備事業 経，冬 継続 なよろ温泉サンピラー施設改修 産業振興課

135 観光振興事業 経，冬 継続

魅力ある地域資源を活用し、各種観光振興事業の推進に民間の発想を取り
入れ、実行委員会等が中心となり観光協会など民間団体及び地域住民と共
にイベントを開催することによる市民の満足度向上、来訪者へのホスピタリ
ティの向上を促し、交流人口の拡大を図り、また、近隣市町村、上川管内及び
道内地域が連携して、一体的な観光商品開発・情報発信等を行うことにより、
圏域全体の観光振興に資することを目的とする
　※観光関係の各事業を統合

産業振興課

136 幼児教育の充実
民間特定教育・保育施設

への運営支援
安 継続

子ども・子育て支援法に伴う、民間特定教育施設への施設型給付費の給付
　※「幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行支援」事業の事業名変更

こども未来課

137
教育改善プロジェクト委員

会推進事業
安 継続

全小中学校の教諭等で組織する教育改善プロジェクト委員会の取組を通し
て、教育活動等の改善充実を図る

学校教育課

138 心の教室相談員配置事業 継続
中学校に心の教室相談員を配置し、生徒が悩み等を話せる環境を整え、不登
校やいじめ等の問題の早期発見・早期解消を図る

学校教育課

139
外国青年（外国語指導助

手）招致事業
継続 外国語指導助手を配置し、外国語を学び、コミュニケーションの方法を学ぶ 学校教育課

140
コミュニティ・スクールの導

入
継続

学校や地域の実態を踏まえて、コミュニティ・スクールを導入し、学校と保護
者・地域住民が連携・協働して取り組む学校づくりを推進

学校教育課

141 スクールバス運行事業 安 継続
学校統廃合による遠距離児童生徒の通学手段を確保するためスクールバス
を運行

学校教育課

142
小中学校施設補修・耐震

事業
継続 老朽化した学校施設の維持･補修 学校教育課

143 市内小中学校改築事業 継続
児童生徒が快適・安全な学習生活を送るため、老朽化した校舎・屋内体育館
等を改築

学校教育課

144
学校における働き方改革

推進事業
新規

学校教育職員の多忙化が解消されない中、全ての学校で教職員が授業や授
業準備などに集中し、健康でいきいきとやりがいを持って、勤務しながら学校
教育の質を高められる環境を構築することを目的とします

学校教育課

145
小中学校情報機器整備事

業
安 新規

児童生徒が高度情報機器を通じて情報活用能力の育成を図る
教職員が使用する校務用ＰＣ WIN7サポート終了に伴う機器更新

学校教育課

146 高等学校教育の充実
名寄市高校生資格取得支

援事業
継続 高校生が就職や進学に役立つ資格取得に対して、その受験料を助成 学校教育課

Ⅳ

Ⅴ 小中学校教育の充実
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通し
番号

基本
目標

主要施策 事業名（個別事業名） 重点
R1事業費
（千円）

R2事業費
（千円）

R3事業費
（千円）

R4事業費
（千円）

中期期事業費
（千円）

事業内容 担当部課

中期
当初 500 1,000 1,000 1,000 3,500

R1 500 500 500 500 2,000

中期
当初 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000

R1 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000

中期
当初 115,682 97,200 50,000 60,000 322,882
R1 115,682 90,200 114,000 60,000 379,882

中期
当初 0 36,000 0 0 36,000
R1 0 0 25,063 0 25,063

中期
当初 12,394 0 133,100 84,000 229,494

R1 12,394 16,000 133,100 84,000 245,494
中期
当初 2,800 3,000 3,000 3,000 11,800

R1 2,800 3,000 3,000 3,000 11,800
中期
当初 4,960 6,800 7,000 7,500 26,260

R1 4,960 5,200 7,000 7,500 24,660
中期
当初 3,380 3,380 3,380 3,380 13,520

R1 3,380 4,340 4,340 4,340 16,400
中期
当初 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0
中期
当初 897 933 933 933 3,696

R1 897 897 897 897 3,588
中期
当初 1,277 1,247 1,247 1,247 5,018

R1 1,277 1,277 1,277 1,277 5,108
中期
当初 514 419 419 419 1,771

R1 514 514 514 514 2,056
中期
当初 0 12,000 21,500 5,000 38,500
R1 0 15,885 1,000 33,500 50,385

中期
当初 57,597 20,000 3,500 3,500 84,597
R1 6,588 0 0 0 6,588

中期
当初 7,975 6,895 4,895 4,895 24,660
R1 7,975 8,000 8,000 8,000 31,975

中期
当初 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000

R1 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000
中期
当初 700 650 650 650 2,650
R1 650 650 650 650 2,600

中期
当初 57,210 33,890 37,410 35,000 163,510
R1 39,210 35,521 29,571 23,741 128,043

中期
当初 400 400 400 400 1,600
R1 400 400 400 400 1,600

中期
当初 800 800 800 800 3,200

R1 800 800 800 800 3,200

147 高等学校教育の充実
名寄産業高等学校入試受
験者交通費等支援事業

継続
産業高校の酪農科学科を存続し、人材育成・確保を継続するため定員確保の
一環として制度を新設する。また、道外から人を呼び込むことにより、名寄市
のPR・情報発信にも繋がる

学校教育課

148 海外短期留学等支援事業 継続

産業界、教職員、ふるさと納税及び一般財源等による名寄市立大学奨学金基
金の創設運営により、寄附者の意向を踏まえ、本学学生で海外における短期
の留学や語学研修に参加しようとする学生を支援することにより、海外におけ
る学習及び生活を通して、国際化社会に対応しうる豊かな人間性と高い知識
を持った優秀な人材の育成に寄与する

市立大学

149 既存校舎等改修事業 継続
校舎等施設の老朽化や学生、教職員の多様なニーズに対応するための、必
要な施設改修

市立大学

150
校舎バリアフリー化推進事

業
継続 大学校舎のバリアフリー化を推進 市立大学

151
情報及び実習環境整備事

業
継続

学生の学習環境、学務業務及び学校ＰＲ等の充実を図るための、各種システ
ム及びサーバ等情報システムの更新及び実習環境の整備

市立大学

152
コミュニティケア教育研究セ

ンター活動推進事業
安，冬 継続

地域経済、地域社会、文化の発展に寄与できる教育研究の蓄積に努め、地
域課題の調査研究など地域貢献に資する事業を推進

市立大学

153
名寄市立大学卒業生の地

元定着促進事業
安 継続 卒業後も学生が名寄市に定着するための取組を推進 市立大学

154 給付型奨学金等給付事業 継続

産業界・教職員等の寄付及びふるさと納税並びに一般財源等による名寄市
立大学奨学金基金の創設運営により、本学学生で経済的理由又は災害等に
より修学が困難な者に対して、給付型奨学金等を給付することにより、学修を
奨励し有用な人材の育成に資するとともに、安定的な学生確保を図る

市立大学

155 図書館本館の改築 継続
老朽化した図書館本館の改築につき、他施設との複合化や建設場所等を検
討

図書館

156 高齢者学級運営事業 継続
高齢者が自己の能力を開発し、生きがいのある人生観の確立を図るととも
に、地域のリーダーを養成するため、高齢者学級を設置

生涯学習課

157 公民館分館事業 継続
名寄市公民館、風連公民館、智恵文公民館の各分館に交付金を支出し、各
分館が自主的な活動を実施

生涯学習課

158 公民館市民講座 継続
趣味・文化からまちづくりまで幅広く市民の学びの場を創出し、生涯学習活動
の推進とまちづくりへの市民参加を推進

生涯学習課

159
名寄ピヤシリシャンツェ整

備事業
冬 継続 リフト設備等改修 スポーツ・合宿推進課

160 スポーツセンター改修事業 冬 継続 トレーニング備品の更新・受電設備等の改修 スポーツ・合宿推進課

161 各種大会開催事業 経，冬 継続 全道・全国規模大会の支援、及び誘致 スポーツ・合宿推進課

162 生涯スポーツ推進事業 冬 継続 ノルディックウォーク等の推進、及び障害者スポーツ スポーツ・合宿推進課

163
総合型地域スポーツクラブ

支援等事業
継続 スポーツクラブ支援及び上川北部ジュニア育成事業 スポーツ・合宿推進課

164 冬季スポーツ拠点化事業 経，冬 継続 ジュニア育成・スポーツコミッション運営等 スポーツ・合宿推進課

165

青少年の健全育成

子どもの体験学習事業 継続
自然体験・集団生活を通じ、自主性や社会性、協調性などを育てるため「へっ
ちゃLAND」を実施

生涯学習課

166 青少年活動事業の実施 継続
子ども会活動の促進事業、リーダー養成事業、育成者・指導者の研修、派遣
事業、顕彰事業、安全対策を実施

生涯学習課

Ⅴ

大学教育の充実

生涯学習社会の形成

生涯スポーツの振興
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通し
番号

基本
目標

主要施策 事業名（個別事業名） 重点
R1事業費
（千円）

R2事業費
（千円）

R3事業費
（千円）

R4事業費
（千円）

中期期事業費
（千円）

事業内容 担当部課

中期
当初 1,894 1,894 1,894 1,894 7,576
R1 1,852 1,852 1,852 1,852 7,408

中期
当初 10,245 10,245 10,245 10,245 40,980
R1 11,152 11,152 11,152 11,152 44,608

中期
当初 59,400 59,400 59,400 59,400 237,600
R1 65,013 64,201 64,201 64,201 257,616

中期
当初 2,296 2,718 2,718 2,718 10,450
R1 2,296 2,296 2,296 2,296 9,184

中期
当初 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0

中期
当初 1,000 0 1,000 0 2,000
R1 1,000 0 1,000 0 2,000

中期
当初 12,000 12,000 12,000 12,000 48,000
R1 12,000 12,000 12,000 12,000 48,000

中期
当初 3,610 3,200 3,200 3,200 13,210
R1 3,610 3,640 3,640 3,640 14,530

中期
当初 1,962 500 500 500 3,462

R1 1,962 466 466 466 3,360

167
子どもの安全安心を守る活

動推進
安 継続

青少年の健全育成を目的に、指導員の協力のもと日中・夜間の巡視活動を実
施

青少年センター

168 教育相談体制の充実 安 継続
不登校児童生徒の学校復帰や自立への支援を図るため、教育相談体制の充
実を図る

教育相談センター

169 放課後児童クラブの充実 安 継続 児童の放課後における安全・安心な居場所を作り、子育て支援を推進 児童センター

170 放課後子ども教室の充実 安 継続
小中学生を対象にした放課後子ども教室の取組を通して、児童生徒が自ら学
ぶ意欲を高め、学び方を身に付ける取組の推進

学校教育課

171 児童館の整備 安 継続
老朽化した児童センターの改築につき、他施設との複合化や建設場所等を検
討

児童センター

172 文化講演会の開催 継続
市民文化の向上を目的とし、市民との協働により有識者を招聘した文化講演
会を開催

生涯学習課

173
市民と協働による文化芸術

推進事業
継続

市民との協働により名寄市民文化センターＥＮ－ＲＡＹホールや風っ子ホール
を核に舞台芸術の鑑賞機会の提供、市民参加の促進

生涯学習課

174
地域の歴史、自然、文化に

関する普及啓発
継続

地域の歴史、自然、文化に関わる調査研究を進め、各種展示会、講演会の開
催と出版物を発行

北国博物館

175
文化財の保護と伝承活動

の支援
継続

市指定文化財など市民共有の文化的財産を保護し、次世代へ継承する伝承
活動を支援

北国博物館

Ⅴ

青少年の健全育成

地域文化の継承と創造
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第１ 基本的な考え方

我が国においては、主要先進国では類を見ない早さで人口減少・超高齢社

会を迎えており、多くの地方において、若年人口の減少により地域経済の活

力が奪われ、人口流出に拍車がかかる悪循環に陥っています。

このような中、国においては、人口減少の抑制や東京一極集中の是正など

構造的な課題に取り組むため「まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第

136 号）」を施行し、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」や「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」を策定するとともに、地方に対しては、「情報支援」、

「人的支援」、「財政的支援」により、多様で「切れ目」のない支援を行って

います。

一方、本市においては、これまで、この道北の地に、日本最北の公立大学

となる市立大学を設置するとともに、市立総合病院を圏域の高度医療を担う

中核医療機関として整備を進めるなど、本市のみならず、この圏域にとって

必要な生活機能を確保するため、独自性のある施策を推進し、本市や圏域の

人口流出の抑制に最大限努めてきました。

これらの施策の効果もあり、本市の人口は減少傾向にはあるものの、近隣

市町村と比べその進行は緩やかであるとともに、国立社会保障・人口問題研

究所や民間の将来推計においても、他市町村と比べ総人口、若年女性ともに

減少率は低いとされています。

しかしながら、近年、出生数の低下と市外への転出者数の増加が一層進ん

でおり、人口減少の加速化がさらに危惧される状況にあることから、国の取

組とも連動し、自主性・主体性を発揮しつつ、本市が有する様々な資源や優

位性を最大限に活かしながら、将来にわたって自律的で持続的な地域社会を

創生するため、「名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「総合戦略」

といいます。）及び「名寄市総合計画（第２次）」（以下「総合計画」といいま

す。）に基づき、まち・ひと・しごと創生の取組を進めていきます。

Ⅰ まち・ひと・しごと創生の推進の考え方

【まち・ひと・しごと創生法の目的】

少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京

圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将

来にわたって活力ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと創生（※）

に関する施策を総合的かつ計画的に実施する。

※まち・ひと・しごと創生：以下を一体的に推進すること。

ま ち…国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営

める地域社会の形成

ひ と…地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保

しごと…地域における魅力ある多様な就業の機会の創出
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第２ 総合戦略の位置付け

まち・ひと・しごと創生法第 10 条に基づく、本市のまち・ひと・しごと創

生に関する施策についての基本的な計画であり、「名寄市まち・ひと・しごと

創生人口ビジョン」（以下「人口ビジョン」といいます。）を踏まえ、本市の

実情に応じた、まち・ひと・しごとの創生に向けて、今後８年間の「基本目

標」や、特に取り組むべき「施策の基本的方向」、「具体的な施策」を提示す

るものです。

第３ 総合計画との関係

総合計画は市政運営における最上位計画であり、市政全般にわたる総合的

な振興・発展を目的とするものである一方、総合戦略は人口減少の克服を主

眼とし、特に取り組むべき施策を示すものであることから、総合戦略に提示

する施策は、総合計画に包含されるものです。

第４ 計画期間

平成 27 年度（2015）から令和元年度（2019）までの５か年と名寄市総合計

画中期基本計画（令和元年度（2019）から令和４年度（2022））と連動させる

形で改訂することにより令和４年度（2022）までとします。

第５ 計画の検証と改訂

産業界や教育機関、金融機関、労働団体等で構成する「名寄市総合計画審

議会」において、毎年度、総合戦略に搭載している施策・事業の効果を検証

し、必要に応じて総合戦略を改訂します。

また、社会情勢の変化や国の動き、行政評価、総合計画ローリングなどを

踏まえ、施策・事業の追加等の見直しを行います。
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１ 地域の産業を元気づけ、

　新たな力を呼び込む、

　活力があふれるまち

【産業・雇用】

３ ここで育って、ここ

　で育ててよかったと

　いえるまち ここで住

　み続けたいと思うまち

【子ども・ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ】

５ 小さくてもきらりと

　光る、ケアの未来を

　ひらく大学があるまち

【大学】

４ 他のまちと連携し、

　ともに安心して

　暮らせるまち

【自治体連携】

２ 人の流れを呼び込

　み、ここに行きたい、

　ここで暮らしたいと

　思われるまち

【移住・観光・合宿】

今後の人口減少を抑制し、将来にわたって自律的で持続的な地域社会を創

生するためには、人口の自然減と社会減、双方への対策を進めていく必要が

あります。

そのため、子どもを持ちたいと思う方々の希望を実現し出生率の向上を図

る必要があります。

併せて、基幹産業である農業の担い手の確保や企業誘致、創業支援などに

より地域産業の活性化や新たな雇用の創出を図るほか、「都市から地方への移

住・交流」の機運の高まりを捉え、本市の「住みよさ」を発揮しながら、移

住先として本市が選ばれる取組を推進するとともに、冬季スポーツ大会や合

宿の誘致等により、地域産業の活性化と定住人口や交流人口、さらには※関

係人口の拡大を図ることが重要です。

また、多くの市町村において人口減少が進行している中、市町村が単独で、

必要な都市機能を整備していくことが困難となることが想定されることから、

周辺市町村との広域連携を拡大するとともに、交流自治体との連携を一層推

進することも求められます。

特に、本市は、日本最北の公立大学である市立大学を有しており、その優

位性を最大限に活かして、地域力の強化を図っていくことが必要です。

この様な考え方のもと、本市の実情を踏まえるとともに、国や北海道の総

合戦略も勘案し、本市がまち・ひと・しごと創生を推進するに当たっての「基

本目標」を次の５つとします。

ま ち
ひ と
しごとの
創 生

Ⅱ まち・ひと・しごと創生の基本目標と施策

※関係人口：お気に入りの地域

に通ったり、何らかの形でその

地域を応援する「観光以上移住

未満」と位置付けられる動き

出典：まち・ひと・しごと基本

方針 2018
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第１ 基本目標と施策の基本的方向

１ 地域の産業を元気づけ、新たな力を呼び込む、活力があふれるまち

① 収益性が高く多様で持続可能な農業経営の促進と計画的な森林整備

② 名寄産農産物・加工品のブランド化と消費拡大

③ 農業・林業後継者の確保・育成

④ 食料品製造業の誘致及び起業支援

⑤ 創業・事業承継に対する支援

⑥ 雇用の創出と人材の確保

２ 人の流れを呼び込み、ここに行きたい、ここで暮らしたいと思われ

るまち

① 都市部等からの移住の促進と海外観光客の拡大

② 冬季スポーツ大会の開催・誘致の推進

③ 冬季スポーツ合宿の誘致の推進

④ ジュニア世代の育成強化と冬季スポーツ拠点化の推進

３ ここで育って、ここで育ててよかったといえるまち

ここで住み続けたいと思うまち

① 子育てと仕事の両立支援の推進

② 子育て家庭への支援の推進

③ 家庭や地域社会から信頼される学校教育の推進

④ 誰もが活躍できる環境づくりの推進

４ 他のまちと連携し、ともに安心して暮らせるまち

① 定住自立圏共生ビジョン連携事業の推進

② 交流自治体等との連携事業の推進

５ 小さくてもきらりと光る、ケアの未来をひらく大学があるまち

① 市立大学学生数の確保

② 大学研究所機能の強化

③ 卒業生の市内定着化の促進
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北海道

第２ 国や北海道の総合戦略との関係

名寄市国

１１ 地域の産業

を元気づけ、

新たな力を呼

び込む、活力

があふれるま

ち

基本目標①

地 方 に お け

る 安 定 し た 雇

用を創出する

基本目標②

地 方 へ の 新

し い ひ と の 流

れをつくる

基本目標③

若 い 世 代 の

結婚・出産・子

育 て の 希 望 を

かなえる

基本目標④

時 代 に あ っ

た 地 域 を つ く

り、安心な暮ら

し を 守 る と と

もに、地域と地

域を連携する

２ 人の流れを

呼び込み、こ

こ に 行 き た

い、ここで暮

らしたいと思

われるまち

３ ここで育っ

て、ここで育

ててよかった

といえるまち

ここで住み続

けたいと思う

まち

４ 他のまちと

連携し、とも

に安心して暮

らせるまち

５ 小さくても

き ら り と 光

る、ケアの未

来をひらく大

学があるまち

１ 食や観光を

は じ め と す

る 力 強 い 産

業 と 雇 用 の

場をつくる

２ 子どもを生

み 育 て た い

と い う 希 望

をかなえる

３ 住み続けた

い と 思 え る

生 活 環 境 を

整える

４ 北海道らし

さ を 活 か し

て 人 を 呼 び

込み・呼び戻

す

５ 多様性を活

かし、北海道

ら し い 連 携

に よ り 地 域

を形づくる
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第３ 具体的な施策

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

新規就農者数 7 人

(2014)

12 人(2017) 9 人

(2020.3)

14 人(2023.3)

創業件数（累計） － 1 件(2017) － 5 件(2023.3)

新規高卒者の管内就職率
－

49.7％

(2017)
－

56.7％

(2023.3)

季節労働者数 － 441 人(2016) － 355 人(2023.3)

先端設備等導入計画の認

定事業者件数（累計）
－ 0 件(2017) － 10 件(2023.3)

① 収益性が高く多様で持続可能な農業経営の促進と計画的な森林整備

※ 累計は基準値から積み上げられた値

農業においては、もち米等の稲作を中心に、気候・土地条件を活かした畑作

や施設野菜などが取り組まれています。特にアスパラガス・スイートコーン・

カボチャは、生産者の長年の努力により市場からの評価も高く産地としてブラ

ンドが確立されており、本市農業の強みとなっているとともに、農業者にとっ

ても収入確保の面から重要な作物として位置付けられています。

また、国内消費の減少などによる農畜産物価格の低迷や、高齢化・担い手不

足などによる農家戸数の減少が進展しています。特に、振興作物でありブラン

ド化されているアスパラガス・スイートコーン・カボチャについては、農業者

の高齢化・労働力の不足による作業負担の増加によって、作付面積の減少が進

んでいます。一方では、経営効率を高めるため経営面積の大規模化が進められ

ており、農繁期における雇用労働力の確保が課題となっています。

これらのことは、農業だけではなく地域社会にも影響をあたえていることか

ら、更なる収益性の向上と農業経営の効率化、多様な担い手の確保、農業従事

年齢の延長と技術の継承が求められています。

現

状

本市の基幹産業は農業であり、農業の活性化が重要であることから、将来に

わたって地域農業の持続的な発展を目指して、収益性の向上や高齢農業者の活

躍の場づくりなど多様でゆとりのある農業経営を促進するとともに、名寄産農

畜産物のブランド化やＰＲ及び加工による消費拡大、農業の担い手を育成・確

保し、生産性向上・国際競争力強化に向けて、ＡＩ・ロボット等の導入・活用

を検討するなど取組を推進します。

また、本市に新たな商業の力を創出するため、支援体制の整備や資金の融資

などにより、市内外からの創業や事業承継に加え、農林業との連携による商品

開発や地域の特性を活かした企業誘致を推進します。また、人材・雇用の確保

に関する支援や能力開発等を図り、地元就職と定住促進を推進するとともに、

市内の様々な業種で人手が不足していることから人材の育成・確保を図ります。

１ 地域の産業を元気づけ、新たな力を呼び込む、活力があふれるまち
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現

状

薬用作物については、国内産生薬の需要が高まりをみせているとともに、生

薬の栽培・加工等の研究に取り組む国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研

究所が本市に設置されており、薬草栽培の情報や技術が集中・集積されていま

す。

また、平成 26 年（2014）には、国内における生薬の産地化を図るため当該

研究所と当市との共同研究に関する協定を締結し、農業振興センターにおいて

試験研究に取り組んでいます。

森林整備については、木材価格の低迷などを背景に、森林所有者の施業意欲

の減退、林業労働者の高齢化が進んでいます。今後も、補助事業を活用すると

ともに、さらなる施業の集約化を図り、計画的な間伐や伐採と植林が必要とな

っています。

基

本

的

方

向

○ ゆとり・豊かさを実感できる農業経営とするため、消費者ニー

ズや需要の動向に即した農畜産物の安定的な生産を基本としな

がら、実証試験に基づく収益性の高い農産物の選定や、薬草栽培

など地域の特色ある農業経営の確立を図るとともに、グリーンツ

ーリズムの推進など多様でゆとりある農業経営の実現を図りま

す。

○ 経経営規模の拡大や高収益作物の作付を進めるには、労働力不

足が課題となっていることから、これまでの外国人技能実習生受

入に加え、農福連携などによる新たな雇用労働力の確保に向けた

条件整備や作業受託組織の育成、生産性向上・国際競争力強化に

向けたＩＣＴやＡＩ、ロボットなどを活用したスマート農業の推

進及び、法人化や協業化による経営強化に向けた検討を進め、農

業生産の維持・拡大を図ります。

○ 農家戸数の減少を緩やかにしていくため、高齢農業者が持つ労

働力や農業技術を活かした持続可能な農業の推進が重要なこと

から、必要な環境整備を進めます。

〇 薬用作物の産地化を図るため、安定的な収穫量の確保や生産体

制の機械化や省力化に向け、農業者・関係機関・団体・実需企業

等と連携して取り組みます。

○ 森林が将来にわたり適切に管理されるよう、森林の有する多面

的機能の発揮と安定的かつ効率的な経営を担えるように、森林資

源の保全・管理・条件整備を図る支援を実施します。
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具体的な施策 概 要

薬草栽培に係る栽培技

術の向上と生産者への

支援

薬用作物に関する本市の強みを活かして、薬草栽培に係る栽

培技術向上等を実施する団体活動を支援し、カノコソウの産

地化に向けた取り組みを進めるとともに、カノコソウに続く

薬用作物の試験栽培に取り組みます

収益性の高い農業経営

の確立に向けた支援

農業経営安定のため、農業振興センターでの実証試験などを

実施し、より収益性の高い農作物の導入を推進するとともに、

冬季の農業収入確保として冬季栽培について試験・研究や普

及に取り組みます

多様でゆとりある農業

経営に向けた支援

多様でゆとりある農業経営の実現や担い手の多様なニーズに

応えるため、外国人技能実習生の受入やグリーンツーリズム

の取組に対して支援します

新たな農業労働力の発

掘とミスマッチの解消

の推進

収益性を高め、効率的な農業経営を進めるためには、新たな

労働力の発掘や農福連携の取組など、雇用・労働のミスマッ

チの解消に向けて取り組みます

高 齢 農 業 者 の 持 つ 知

識・技術を活かせる環境

づくりの推進

高齢農業者の就農期間を少しでも延長するためには、農作業

負担の軽減と収入の確保が重要になるとともに、高齢農業者

が持つ知識や技術を地域の中で活かせる環境作りが必要にな

ります。そのために作業負担が少ない作物や小面積でも一定

の収入が確保できる作物の普及に取り組みます

また、高齢農業者による農作業や栽培技術の指導などを通じ

て、後継者の育成と新規就農者への技術継承を行う活動支援

を行い、持続可能な農業環境の整備に取り組みます

山林所有者が実施する

森林整備への支援

森林が将来にわたり適切に管理されるよう、山林所有者が実

施する森林資源の保全・管理・整備等に対して支援します

スマート農業導入促進 ＩＣＴやＡＩ、ロボットなど導入・活用に関する試験や情報

提供に取り組みます

基

本

的

方

向

[重要業績評価指標（KPI）] ※累計は基準値から積み上げられた値

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

薬草栽培農家戸数

（累計）

12 戸(2014) 13 戸(2017)
17 戸

(2020.3)

17 戸

(2023.3)

説明：薬草契約栽培をしている薬用植物研究会の農家戸数

冬季野菜作付戸数

（累計）

2 戸（2015） 5 戸(2017)
10 戸

(2020.3)

10 戸

(2023.3)

説明：冬季栽培野菜の作付戸数

農業法人経営体

（累計）

－ 22 件(2017) －
30 件

(2023.3)

説明：農業法人経営体の総数

ＲＴＫ基地局利用者

数

－ 21 人(2019) －
27 人

(2023.3)

説明：自動操舵機器を活用する際、衛星からの位置情報を

補正し、精度を高めるためにＪＡ道北なよろが設置してい

る電波基地局（ＲＴＫ基地局）を利用している方の数
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② 名寄産農産物・加工品のブランド化と消費拡大

現

状

名寄の農産物は、気候特性と生産者の努力による品質の良さから、市場から

高く評価されていますが、少子高齢化や食生活の変化などにより、国内消費は

減少傾向にあり、これまで以上に地産地消はもちろん、大消費地である国内大

都市の消費と販路の拡大に取り組む必要があります。

名寄の農産物の良さをもっと消費者に認識してもらうためには、名寄産ブラ

ンドの確立とＰＲや、消費者と生産者を結び付ける取組のほか、地域特性を活

かした新たな農産物の作付にむけた研究などに取り組む必要があります。

また、日本一の作付面積を誇るもち米については、様々な加工品に使用され

全国的に消費されていますが、「もち米の里」として市民にも認識を高めてもら

い、日常的なもち米消費につなげていくことが重要です。

加えて、これからの国内需要の縮小に対応していくため、東アジア圏を中心

とした農産物の輸出による販路の拡大に向けた取組を強化していく必要があり

ます。

○ 基幹産業である農業の一層の振興を図るため、もち米サポータ

ーや名寄もち大使の活用、もち米を使用した加工品開発・販売、

もち米料理提供レストランの拡大を促進する取組を支援し、もち

米など名寄産農産物の販路・消費の拡大を図ります。

○ 地域の自然環境や農業の特色を活かした農作物の名寄産ブラン

ドを確立するため、ＰＲや調査研究を行なうとともに、最北のワ

イナリーで生産されるワインなど新たな取組のほか、６次化商品

等に関する情報発信の強化を図ります。

○ 農業のグローバル化に対応し、海外市場ニーズに合った品目や

品種・規格の農産物の輸出に向けて、東アジアを中心とした販路

開拓・拡大等を目指します。

[重要業績評価指標（KPI）] ※累計は基準値から積み上げられた値

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

もち米等名寄産農畜
産物に関する情報発
信数

－ 17 件(2019) －
20 件

(2023.3)

説明：もち米等名寄産農畜産物に関する情報発信数

海外での農産物の販
売品目（累計）

0 品(2014) 5 品(2017) 5 品(2020.3) 6 品(2023.3)

説明：東アジアでの物産展等での販売

基

本

的

方

向
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具体的な施策 概 要

農産物ブランドの確立 もち米文化を創生するため、もち米サポーターや名寄もち大

使の活用、もち米の特性を活かした食品の加工・販売・PR、

もち米料理提供レストランの増加による消費拡大などを推進

します

また、冬季栽培など名寄の特性を活かした農産物の普及・研

究や産地ブランドの確立に向けて取り組みます

生産者自ら製造、販売に取り組むトマトジュースやワインな

ど新たな取組に関する情報発信を強化し、商品及び名寄の知

名度向上を図ります

東アジア戦略の推進 東アジアを中心とした農産物の輸出を目指し販路開拓・拡大

等に向けた取組を推進します

③ 農業・林業後継者の確保・育成

現

状

年々農家戸数が減少するとともに農業者の高齢化が進み、60 歳以上の農業経

営者が半数を占める状況にあります。

一方で新規就農者は毎年一定数確保されていますが、地域農業を維持するう

えでは十分といえる状況になく、将来的な不耕作地化などが懸念されています。

担い手確保の状況では、農家子弟であっても農家後継となるとは限らない状

況ですが、本市においては、名寄産業高等学校に酪農科学科が設置されている

こと、稲作・畑作・畜産と多様な農業経営が可能な地域であることの強みを活

かし、将来の就農を意識させていく取組が必要となっています。

また、新規参入者の就農にあたっては、農業技術の修得はもとより、経営開

始に伴う農地や農業機械などの取得が課題となることから、人的・資金的支援

及び条件整備が必要となります。併せて、農業法人等での農業従事を希望する

方への対応も急務となっています。

林業従事者については林産物価格が低迷するなかにあっても、専門技術の継

承発展の観点から福利厚生の充実等を通じて作業員の育成・確保を図っていく

必要があります。
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指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

就 農 希 望 者 受 入 数
（累計）

4 人(2014) 5 人(2017)
14 人

(2020.3)
14 人

(2023.3)

説明：地域おこし協力隊受入

農業後継者婚姻成立
数

3 人(2014) 3 人(2017)
5 人

(2020.3)
5 人(2023.3)

説明： H11～H25 の平均 5 人

森林作業員就労人数

－ 24 人(2017) － 30 人(2023.3)

説明：市内に住所を有する森林作業員で、市が就労奨励金の

掛金を負担した人数

農業法人経営体（累
計）【再掲】

－
22 件
(2017)

－ 30 件(2023.3)

説明：農業法人経営体の総数

○ 次世代を担う新規就農者の確保と意欲・能力のある担い手を

育成するために、新規就農者の研修制度の充実や運転資金の助

成に加え、農業青年の活動を支援するとともに、後継者のパー

トナー対策の取組を推進します。

○ 市外からの農業者の新規参入を確保するため、一定期間地域

の農業者のもとで農業技術や経営ノウハウを学ぶ取組のほか、

地域おこし協力隊（農業支援員）や農業就業体験希望者を受け

入れ、新規就農へつなげていく取組を推進します。

さらに、農業法人等での農業従事を希望する方に対応するた

め、法人化に向けた情報提供及び相談体制の強化を図ります。

○ 中学生、高校生が農業を職業として意識できるようにするた

めの取組を推進します。

○ 森林が将来にわたり適正に管理されるよう、森林作業員や事

業主に対しての支援を行い、林業の担い手確保を図ります。

[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※累計は基準値から積み上げられた値

基

本

的

方

向
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具体的な施策 概 要

新規就農者への支援 就農時に必要な研修や運転資金、初期投資等に対し、必要

な助成等を行うことで、早期定着及び経営の安定化を図り、

地域農業の担い手を育成します

新規就農者等に対する相

談体制の整備

新規就農者や就農予定者に対し、適切な相談・助言を実施

するため関係機関と連携し支援チームを設置し取り組みま

す

農業の担い手及びリーダ

―の育成の推進

次代の地域農業を担う優秀な農業後継者やリーダ―を育成

するために、中長期の調査研修に対して支援します

農村青年の活動への支援 農村青年が自主的に行う活動に対して支援します

農家子弟の自立への支援 農業後継者の営農意欲を喚起するとともに、経営感覚豊か

な担い手の育成を図るため、農業経営の継承に向けて取り

組む農業後継者に対して支援します

個人経営を支援する組織

の育成

個人経営を支援する組織の育成を図るとともに、休日の創

出によるゆとりある農業経営の実現や担い手の高齢化に対

応した労働力の確保並びに生産コストの低減等による経営

体の強化に向け農作業受委託組織の育成を支援します

農業後継者のパートナー

対策の推進

農業後継者に対する婚活機会の提供やイベントの実施、情

報提供などのパートナー対策を推進します

都市地域からの就農を目

指す人材の受入の促進

地域おこし協力隊（農業支援員）の制度を活用し、都市地

域からの新規就農者の受入を促進します

市外からの農業就業体験

希望者の受入の促進

農業に対する理解や農村での生活を経験してもらい就農を

検討するきっかけづくりとするため、市外からの農業就業

体験希望者の受入を促進します

中学生・高校生が農業を職

業として意識するための

取組の推進

市内の中学生・高校生を対象に、将来の就業先として農業

を意識してもらえるような研修を実施するとともに、受入

農家を支援する取組を推進します

林業従事者の確保を図る

ための支援

林業従事者の就労の長期化と安定化を促進するため、作業

員や事業主に対して奨励金を支給するなどの支援を行いま

す

法人化支援体制の強化 関係機関・団体と連携し、法人化への理解を深める情報提

供及び相談体制の強化を図ります
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具体的な施策 概 要

新規開業、移転、増設への

支援

農商工連携、６次産業化を推進するため、市内の農畜産物

を利用した食料品を製造する企業・団体による新規開業、

移転、増設に対して支援します

食料品製造業の立地の促

進

道内で食料品工場等の立地を考える企業を対象にしたセ

ミナーに参画し、本市での食料品製造業の立地を促進しま

す

農商工連携・６次産業化の

推進

市内の農畜産物を利用した食料品の製造を目指し、農商工

連携・６次産業化を推進するため、道北なよろ農協、名寄

商工会議所、風連商工会、市立大学、金融機関と市による

情報交換を行うとともに、市内の農畜産物を利用した食料

品製造の事業化に関する相談に対し、国・道・市の支援制

度の活用や事業化に向けたアドバイスを行います

食料品製造業の立地への

支援

金融機関、道北なよろ農協、名寄商工会議所、風連商工会

と市が連携し、食料品製造業を立地するための資金（施

設・運転・設備）の融資を行うとともに、この資金に係る

利息に対して支援します

④ 食料品製造業の誘致及び起業支援

現

状

本市では、もち米をはじめアスパラガス、スイートコーン、カボチャなど、

質の高い、おいしい農産物が生産されており、市場の高い評価を得ています。

一方、合併直後の平成 18 年（2006）に 10 事業所（工業統計）あった市内の

食料品製造業は、平成 28 年（2016）では５事業所と減少しており、さらには、

市内の農畜産物を使用している事業所も少なくなっています。

このような中、市内で生産される農畜産物の有効活用を図るとともに、付加

価値を付けて出荷することが求められています。

また、起業に意欲のある人に対し、後押しする仕組みの更なる周知が必要と

なっています。

○ 名寄市内で生産される農畜産物を利用した食料品製造業の誘

致、新規開業を促進することにより、農業経営の安定を図るとと

もに、市内の農畜産物の付加価値を高め、雇用の拡大と販路の確

保により市内経済の発展を図ります

[重要業績評価指標（ＫＰＩ）]

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

食料品製造業事

業所数

17 事業所(2014)
18 事業所

(2017)

21 事業所

(2020.3)

21 事業所

(2023.3)

説明：産業別法人リストの産業分類「製造」の食料品製造業

の事業所

基

本

的

方

向
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指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

創業件数（累計）【再

掲】

－ 1 件(2017) － 5 件(2023.3)

説明：創業支援事業を活用して創業した件数

店舗の新築などの件

数（累計）

－ 6 件(2017) － 25 件(2023.3)

説明：店舗支援事業補助金を活用して店舗の新築などを実

施した件数

先端設備等導入計画

の 認 定 事 業 者 件 数

（累計）【再掲】

－ 0 件(2017) － 10 件(2023.3)

説明：先端設備等導入計画の認定を受けた事業者の件数

具体的な施策 概 要

事業承継に関する支援 事業承継に関するセミナー等に対して支援するとともに、

新たな支援制度や相談窓口の設置について検討します

経済団体、金融機関等と連

携した創業への支援

名寄商工会議所、風連商工会、金融機関と市が連携し、創

業するための資金（施設・運転・設備）の融資を行うとと

もに、この資金に係る利息等に対して支援します

産官金連携なよろ経済サ

ポートネットワークによ

る創業の推進

名寄商工会議所、風連商工会、金融機関、認定支援機関等

と市による産官金連携なよろ経済サポートネットワークを

設置し、情報交換を行うとともに、創業に関する相談に対

し、国・道・市の支援制度の活用や事業化に向けたアドバ

イスを行います

店舗新築等や空き店舗利

用への支援

店舗の新築や増築、商店街の空き店舗利用に対して助成し

ます

有能な創業希望者の誘致

の促進

ビジネスプランコンテストの受賞者など有能な創業希望者

を支援します

⑤ 創業・事業承継に対する支援

現

状

市内での創業については、平成 29 年度（2017）で 1 件（市の創業支援制度

等利用者）となっています。

平成 29 年度（2017）では、市や名寄商工会議所への創業に関する相談が数

件あり、市では創業に対する支援制度を創設したところです。

また、市内商店街においても後継者がいないなどの理由から、事業を承継

できずに廃業・閉店する事業所もあることから、市外からの UIJ ターンも含

めた事業承継への支援制度の創設が求められています。

○ 市内外からの創業や事業承継を促進するため、名寄商工会議

所、風連商工会、金融機関、認定支援機関等と連携した相談窓

口の設置による、創業や事業承継、異業種への転換などに関す

るアドバイスの実施や、財政的な支援などを行い、市内の商工

業の振興を図ります。

[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※累計は基準値から積み上げられた値

基

本

的

方

向



15

⑥ 雇用の創出と人材の確保

○ 市内はもとより道内、道外を含め、これまで就労していなかっ

た女性、高齢者、障がい者、さらには国の動向を注視しながら外

国人労働者の受入なども含め幅広く人材を確保するとともに、市

内高等学校との連携を図りながら、人材の育成・確保に努めるこ

とにより、雇用の安定と確保を図ります。

○ 市立大学卒業生の市内への定着化を図るため、求人・求職情報

の提供機会の充実を図るとともに、就業支度金助成などの支援策

を推進します。

[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※累計は基準値から積み上げられた値

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

企業情報提供機会
0 回(2014) 1 回(2017) 2 回(2020.3) 2 回(2023.3)

説明：地元企業と学生の懇談会（職種混合ミーティング）

市立大学学生就業

支度金支援

－ 7 人(2017) －
20 人

(2023.3)

説明：市内で就職する学生に対する支援

新規高卒者の管内

就職率【再掲】

－
49.7％

(2017)
－

56.7％

(2023.3)

説明：ハローワーク名寄管内への就職率

基

本

的

方

向

現
状

有効求人倍率の上昇や、新規求人と新規求職者の業種でのミスマッチにより、

市内の様々な業種で人手が不足していることから、人材の育成・確保が急務と

なっています。
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具体的な施策 概 要

専門技術取得への支援 技能職、技術職など専門技術取得のための受講料等を支援

し、市内企業の人材育成・確保を図ります

市外からの就職を促進する

ための支援

市外から本市内の企業に就職した方、若しくは雇用した企

業に対して助成するなど支援します

住宅関連事業者の人材育

成、技術・技能の継承の促

進

市内住宅関連事業者の人材育成と技術・技能の継承を図る

ため、移住・定住者が市内の住宅関連事業者を利用し、改

修等を行った場合の助成を行います

高校生の人材育成 名寄産業高等学校との連携を図りながら、技能職・技術職

などの人材育成と地元の人材確保を図ります

退職自衛官の地元再雇用の

促進【再掲】

関係団体と連携し、退職自衛官の地元雇用を促進します

市立大学学生の市内定着化

の促進【再掲】

市立大学学生の市内定着化促進を目的に、労働関係行政部

署・機関と市立大学キャリア支援センターの連携により事

業推進組織を設置します

求人・求職情報の相互提供

の推進【再掲】

労働関係部署等による市内での求人動向調査や、市立大学

による学生の市内への求職動態調査を踏まえて、企業(事業

所)と学生に対する情報提供の機会を創出します

市内就業支度金助成制度の

運用【再掲】

市立大学学生の名寄市内定着を促進し、人口の維持及びま

ちの活性化に寄与するため、市内事業所に就業する市立大

学学生に地元就業支度金を助成します

外国人材受入のための調

査・検討

外国人材の受入に関して、国や北海道の施策等を情報提供

するほか、関係機関・団体等と連携して調査・検討を行い

ます
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指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

人口の社会減 ▲329 人

(2014)

▲248 人

(2017)

▲213 人

(2020.3)

▲280 人

(2023.3)

外国人観光客

宿泊数

163 人

(2014)

1,094 人

(2017)

500 人

(2020.3)

3,000 人

(2022.3)

合宿受入人数
2,500 人

(2014)

8,081 人

(2017)

5,000 人

(2020.3)

10,500 人

(2023.3)

観光入込客数 －
44.6 万人

(2017)
－

61.6 万人

(2022.3)

Ｎスポーツコミ

ッションでの商

品開発数（累計）

－
0

(2018)
－

5

（2023.3）

定住人口・交流人口・関係人口の拡大を図るため、圏域の中心地として市立総

合病院や商業施設などが立地する「住みよさ」を実感できる「お試し移住住宅」

を活用するなど移住の取組を推進するとともに、移住希望者の住まいの確保のた

め、空き家の有効活用を図ります。

また、新たな人の流れを呼び込むために、近年増加している海外観光客の受入

体制の整備を図ります。

本市の特徴である、積雪寒冷地で４か月間にわたって良質な積雪が確保される

自然環境や国内有数の冬季スポーツ競技施設が集中して立地している施設環境

を活かし、全国規模の冬季スポーツ大会の開催及び合宿誘致を推進します。

加えて、市立大学・市立総合病院と連携したスポーツ医科学を活用した育成シ

ステムを確立し、ジュニア世代の育成強化を推進するとともに、Ｎスポーツコミ

ッションを中心に地域資源を活かしたスポーツフードやスポーツツーリズム商

品の開発により域外から資金を調達し、将来にわたり持続可能な冬季スポーツの

振興を実現します。

さらに、陸上自衛隊冬季戦技教育隊及び体育学校冬季特別体育教育室の訓練拠

点を誘致するほか、スポーツを活用した教育・健康づくり・子育てを推進し、自

然環境、施設環境、人材をあわせ持つ冬季スポーツの拠点化を目指します。

２ 人の流れを呼び込み、ここに行きたい、ここで暮らしたいと

思われるまち
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① 都市部等からの移住の促進と海外観光客の拡大

現

状

本市では、東京圏での移住相談等を実施しているほか、名寄地区市街地で「お

試し移住住宅」を運用し、移住の促進をしています。圏域の中核として一定の

都市機能を有する本市の住みよさを広くＰＲするとともに、交流人口・関係人

口拡大を目指していくことからも、お試し移住住宅の利用促進が課題となって

います。

北海道では、東京オリンピック・パラリンピックが開催される 2020 年に、来

道外国人観光客 500 万人を目標としています。本市では、近年増加している外

国人観光客に対応するため、Ｗｉ－Ｆｉ環境の充実を含めた更なる受入体制の

整備が求められています。

平成 26 年（2014）11 月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行

され、空家の等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、平成 28 年

（2016）8 月に名寄市空家等対策計画を策定しました。特定空家等の措置に関

することとともに空家等の活用方策も課題となっています。

○ 本市の「住みよさ」を活かし、ターゲットとなる移住者を獲得

するため、各種相談や効果的な情報発信を行う体制整備を検討す

るとともに、生活に便利な市街地に整備した「お試し移住住宅」

の活用と併せて利用者と地域の方々が交流できる場等を通して

地域の魅力を感じてもらえるよう体制整備を含めた取組を推進

します。さらに、東京圏からＵＩＪターンの促進及び地方の担い

手不足対策として、国・道と連携した移住支援や起業支援を推進

します。

○ 都市部をはじめ市外からの移住を促進するとともに、アパート

等の居住者や農村部における離農後の市外転出を低減し、さらに

は農村部の新規就農者への活用を図るため、空き家バンクの活用

や空き家・空き地の再整備への支援など、空き家対策を推進しま

す。

○ 北海道の「外国人観光客 500 万人戦略」を好機として捉え、近

年、増加している外国人観光客に対する受入体制の整備を進めま

す。

○ 市立大学学生の市内への定着化を図るため、求人・求職情報の

提供機会の充実を図るとともに、就職支度金や奨学金に対する助

成など支援を推進します。

基

本

的

方

向
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具体的な施策 概 要

市街地でのお試し移住住宅の

提供

本市の「住みよさ」を実感するため生活に便利な市街地

に整備したお試し移住住宅の利用を促進します

住みよいまち・名寄の魅力発

信

名寄市移住促進協議会によるホームページや SNS によ

り、本市の「住みよさ」や魅力を発信します

空き家バンク制度の運用 空家の活用を希望する方への情報提供を行う空き家バ

ンク事業による情報発信により、移住を促進します

空家住宅再整備への支援 空家等の再整備に対する補助制度により、移住等に向け

た空き家の活用を支援します

特定空家等の適正管理への支

援

空家の所有者に対し、除却や利活用についての相談支援

を行います

外国人観光客受入体制の整備 近年増加している外国人観光客に対応するため Wi-Fi 環

境の充実を含めた更なる受入体制の整備を進めます

退職自衛官の地元再雇用の促

進【再掲】

関係団体と連携し、退職自衛官の地元雇用を促進します

都市地域からの就農を目指す

人材の受入の促進【再掲】

地域おこし協力隊（農業支援員）の制度を活用し、都市

地域からの新規就農者の受入を促進します

基

本

的

方

向

[重要業績評価指標（ＫＰＩ）]

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

お試し移住住宅利用

日数

91 日(2014) 73 日(2017) －
120 日

(2023.3)

説明：年間利用日数（1 棟あたり）

ワンストップ窓口で

の相談等件数

－ 72 件(2017) －
145 件

(2023.3)

説明：相談会等における移住相談件数

移住事業実施による

移住件数

－ 1 件(2017) － 5 件(2023.3)

説明：ＰＲ事業やお試し移住住宅を利用した方が移住する

件数

空き家バンク登録件

数

0 件(2014) 0 件(2017)
30 件

(2020.3)
5 件(2023.3)

説明：空き家の売却及び購入希望者を登録

空き家住宅再整備件

数

0 件(2014) 0 件(2017)
5 件

(2020.3)
5 件(2023.3)

説明：空家住宅を購入しリフォームを行う年間件数

適正管理に至った特

定空家等の件数

0 件(2014) 26 件(2017)
8 件

(2020.3)
5 件(2023.3)

説明： 市民からの苦情への対応により所有権者等が適正

管理を行った件数

外国人観光客宿泊数

【再掲】

163 人

(2014)

1,094 人

(2017)

500 人

(2020.3)

3,000 人

(2022.3)

説明：外国人観光客の市内宿泊施設での延べ宿泊数

企業情報提供機会

【再掲】

0 回(2014) 1 回(2017) 2 回(2020.3) 2 回(2023.3)

説明：地元企業と学生の懇談会（職種混合ミーティング）

市立大学学生就業支

度金支援【再掲】

－ 7 人(2017) －
20 人

(2023.3)

説明：市内で就職する学生に対する支援
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具体的な施策 概 要

地方創生推進交付金（ＵＩＪ

ターン）移住支援を活用した

移住促進

東京 23 区（在住者又は通勤者）から移住し、北海道の

マッチングサイトに登録した法人に就職した方に世帯

最大 100 万円の移住支援金を支給する制度を活用した移

住促進を行います

スポーツツーリズム等、体験

型コンテンツの開発

Ｎスポーツコミッションや観光協会等と連携し、ニーズ

を踏まえた商品開発、情報発信により外国人を含めた交

流・関係人口の拡大を図ります

市外からの農業就業体験希望

者の受入の促進

【再掲】

農業に対する理解や農村での生活を経験してもらい就

農を検討するきっかけづくりとするため、市外からの農

業就業体験希望者の受入を促進します

創業やＵＩＪターン創業、事

業承継への支援【再掲】

市外からの創業や事業承継に対する補助制度や店舗兼

住宅の住宅部分に対する支援制度を創設するとともに、

創業・事業承継支援機関との連携により支援体制を整備

します

市外からの就職を促進するた

めの支援【再掲】

市外から本市内の企業に就職した方若しくは雇用した

企業に対して助成するなど支援します

移住・定住者の住宅整備への

支援

市内住宅関連事業者の人材育成と技術・技能の継承を図

るため、移住・定住者が市内の住宅関連事業者を利用し

改築等を行った場合の助成を行います

市立大学学生の市内定着化の

促進【再掲】

市立大学学生の市内定着化促進を目的に、労働関係行政

部署・機関と市立大学キャリア支援センターと連携する

とともに、就職支援室に専門スタッフを常駐させ就職支

援を行います

求人・求職情報の相互提供の

推進【再掲】

労働関係行政部署・機関による市内での求人動向調査

や、市立大学による学生の市内への求職動態調査を踏ま

えて、企業(事業所)と学生に対する情報提供の機会を創

出します

市内就業支度金助成制度の運

用【再掲】

市立大学学生の名寄市内定着を促進し、人口の維持及び

まちの活性化に寄与するため、市内事業所に就業する市

立大学学生に地元就業支度金を助成します

② 冬季スポーツ大会の開催・誘致の推進

現

状

本市は、北海道の北部に位置する積雪寒冷の地であり、他の地域と比べて降

雪・着雪が早く、約４カ月間にわたって良質な積雪が確保される、冬季スポー

ツに適した恵まれた自然環境にあります。

また、国内有数の冬季スポーツ競技施設（アルペン、ノルディック、スノー

ボード、カーリング等）が市の中心部から半径５キロ以内に集中して立地して

いる施設環境にあります。
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具体的な施策 概 要

全国規模の冬季スポーツ大

会の誘致の推進

本市の自然環境や施設環境の強みを活かし、冬季スポーツ

に特化した全国トップ選手が参加する大会の誘致活動を推

進します

各種大会の開催への支援 各種冬季スポーツ大会の開催により、選手、コーチなど大

会関係者が本市に訪れることで交流人口・関係人口の拡大

を図るとともに、大会開催地として知名度の向上と冬季ス

ポーツ及び地域経済の活性化を図るため、大会開催を支援

します

③ 冬季スポーツ合宿の誘致の推進

○ 本市の冬季スポーツ環境の強みを活かし、国内トップクラスの

中学生・高校生のスキー選手が参加する、JOC ジュニアオリンピ

ックカップ（ノルディック種目）などの継続開催に向けた誘致活

動を推進します。

○ アルペン、スノーボード、カーリング、ノルディックスキーな

ど、全国規模の冬季スポーツ大会を開催することにより交流人口

及び関係人口の拡大を図ります。

[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※累計は基準値から積み上げられた値

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

新規冬季スポーツ大

会誘致数（累計）

－

7 大会

（2015～

2018.3 合計）

5 大会

（2015～

2020.3 合計)

8 大会

（2015～

2023.3 合計)

説明：新たな全国規模の大会誘致 年間１大会

全国・全道規模大会

の誘致・開催数

－ 5 大会(2017) －
6 大会

(2023.3)

説明：全国・全道規模大会の１年間の開催数

全国規模スポーツ大

会参加者人数

－ 360 人(2017) －
600 人

(2023.3)

説明：市内で開催した全国規模の冬季スポーツ大会に参加

した選手の人数

基

本

的

方

向

現

状

現在、冬季については、恵まれた環境を活かしシーズン初めの大会に向けた

合宿が行われており、ノルディック種目（ジャンプ、コンバインド、クロスカ

ントリー）を中心に企業、大学、高校、各県連の選手が冬季スポーツを中心に

合宿に訪れています。

夏季についても、サマージャンプ大会に向けた合宿や大会後の県単位の合宿

などが行われています。冬季競技以外では大学のアメリカンフットボール部、

高校の陸上部、サッカー部等が継続して合宿に訪れています。
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具体的な施策 概 要

スポーツコミッションの

運用

合宿受入窓口となり、情報の集約・発信強化を図るととも

に、各スポーツ団体との連携強化による、ジュニア育成シ

ステムの構築や地域経済の活性化を図り、スポーツを通じ

たまちづくりを推進します。また、地域資源を活かしたス

ポーツフードやスポーツツーリズム商品の開発により域

外の資金を獲得し、持続可能な取組を目指します

合宿誘致の推進 オリンピアンの講演のほか、市立大学及び市立総合病院と

連携しながらスポーツ医科学を活用した合宿サポートを

行いながら合宿誘致を推進します

また、既存体育施設等を有効に活用することにより、通年

でスポーツを通じた交流人口の拡大が図られるよう、関係

機関・団体との情報の共有、連携の強化を図ります

○ 平成 31 年（2019）３月に官民様々な関係団体で設立したスポ

ーツを通じたまちづくりの中心を担う「Ｎスポーツコミッショ

ン」が合宿受入窓口となり、情報の集約・発信を図るとともに、

各スポーツ団体との連携強化によるジュニア育成システムの構

築や地域経済の活性化を図ります。

○ 人口減少、少子高齢化が進む中、冬季スポーツ競技人口が減

少傾向にあること、受入が冬季に集中することなどから、海外

チームやパラスポーツ団体の受入など、新規受入拡大を目指す

とともに、スポーツツーリズム商品開発により夏季を含めたイ

ンバウンド受入拡大に向けた取組も併せて推進します。

○ 合宿誘致に対する市民理解を深め、市民意識の醸成を図るこ

とにより、市と市民が一体となった合宿誘致を推進するととも

に、合宿参加者と地元選手との交流を深めます。

[重要業績評価指標（ＫＰＩ）]

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

合宿受入人数【再

掲】

2,500 人

(2014)

8,081 人

(2017)

5,000 人

（2020.3)

10,500 人

（2023.3)

説明：スポーツ合宿において市内で 2 泊以上宿泊した人数

Ｎスポーツコミ

ッションでの商

品開発数（累計）

【再掲】

－ 0 (2018) － 5（2023.3）

説明：N スポーツコミッションにおいて開発した商品数

基

本

的

方

向
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④ ジュニア世代の育成強化と冬季スポーツ拠点化の推進

現

状

現在、各競技少年団が育成強化を行っていますが、少子化により競技者年齢

の隔たり、指導者確保等それぞれ多くの課題を抱えています。

ジュニアオリンピックを初めとする各種大会の誘致・開催に向けて、多くの

地元選手が大会出場できるよう、育成強化はもとより団員確保、指導者育成が

求められています。

また、冬季スポーツ拠点化に向けては、市民意識の醸成が不可欠であること

から、地域経済活性化と併せて、スポーツを活用した健康増進や食の提供など、

参画者を増やしていくことが求められます。

○ 冬季スポーツ大会の開催や合宿誘致と併せて、講演会等の開催

や外部指導者の招致等によりジュニア世代の育成強化を推進す

ることで、冬季スポーツ人口の底辺拡大を図り、将来にわたり持

続可能な冬季スポーツの振興を実現します。

○ 市立大学・市立総合病院と連携したスポーツ医科学を活用した

育成システムを確立し、ジュニア世代の育成強化を推進するとと

もに、陸上自衛隊冬季戦技教育隊及びバイアスロンやクロスカン

トリースキーのオリンピック選手が多数所属する自衛隊体育学

校冬季特別体育教育室の訓練拠点を誘致するほか、スポーツを活

用した教育・健康づくり・子育てを推進することで、参画者を増

やし、市民意識の醸成を図り、自然環境、施設環境、人材をあわ

せ持つ冬季スポーツの拠点化を目指します。

[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※累計は基準値から積み上げられた値

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

ジュニア選手全国大

会出場者数

8 人

(2014)

25 人

(2017)

15 人

（2020.3)

15 人

（2023.3)

説明：市内在住で全国大会に出場した冬季スポーツジュニ

ア選手数

親子参加型スポーツ

イベントの参加人数

（累計）

－ 0 人(2016) －
800 人

（2019～2023.3)

説明：親子参加型スポーツイベントへ参加した人数

基

本

的

方

向
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具体的な施策 概 要

講演会等の開催 各種スポーツ教室や講演会を開催することによりスポ

ーツに親しむ機会を創設し、スポーツによる健康づくり

や世代間交流等地域コミュニティの醸成及び地元ジュ

ニア選手の養成を推進します

指導体制の充実 著名な選手・指導者を招致し、一流の技術やスポーツに

取り組む姿勢等について直接指導を受けることにより、

次世代の選手育成を図ります

ジュニア育成コーチ養成プログラムを実施するなど、指

導者育成、指導者ネットワークを構築し、地域が一体と

なったジュニア養成体制を進めます

陸上自衛隊冬季戦技教育隊及

び体育学校冬季特別体育教育

室の訓練拠点の移駐要望活動

の推進

本市の冬季の自然環境や競技施設の優位性を活かし、冬

季戦技教育隊及び体育学校冬季特別体育教育室の訓練

拠点の名寄駐屯地への移駐について要望活動を実施し

ます

親子参加型スポーツイベント

の開催

市民皆スポーツ及び地元ジュニア育成を目指すため、親

子が参加しやすいスポーツイベントを開催し、幼少期か

らスポーツに親しむきっかけとなる機会を増やす取組

の推進に努めます

スポーツ×健康拠点の構築 市民目線での健康づくり・スポーツ振興等の情報提供を

行うとともに「健康・食・スポーツ」等をテーマとした

バラエティ豊富なコンテンツを提供し「市民が行きた

い・集まりたい」と思える拠点の構築を目指します。併

せて市外から本地域を訪れるアスリート・観光客（スポ

ーツツーリズム）の交流拠点の整備を推進し、多世代・

市内外交流拠点の構築により更なる活性化を目指しま

す
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指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

合計特殊出生率
1.52

(2008～2012)
－

1.66

(2020.3)

1.66

(2023.3)

待機児童数 － 6 人(2016) 0 人(2020.3) 0 人(2023.3)

全国学力・学習状況

調査全教科の結果
－ 全国平均

全科目全国

平均以上

全科目全国

平均以上

全国体力・運動能力、

運動習慣等調査の結果
－ 全国平均

体力合計点

全国平均以上

体力合計点

全国平均以上

老年人口の社会減
▲55 人

(2014)

▲51 人

(2017)

▲27 人

(2020.3)

▲57 人

(2023.3)

リカレント講座開催

回数
0 回(2014) 6 回(2017) 4 回(2020.3) 7 回(2023.3)

人口減少を抑制するためには、出生率を向上させるとともに人口の流出に歯

止めをかけることが重要です。

結婚や出産は個人の意思に基づくものですが、結婚し、子どもを持ちたいと

思う方々の希望を実現し、親や子どもが「この環境で子どもを育ててよかった」、

「名寄で育ってよかった」といえるまちを築き上げるため、子育てと仕事の両

立支援や子育て家庭への支援等に取り組むほか、家庭や地域社会から信頼され

る学校教育を進めるなど、子育て支援を推進します。

また、これまでの少子化の進行により、今後、生産年齢人口が減少することが

見込まれることから、将来にわたって本市の活性化を維持・継続していくため、

老年人口の流出抑制とともに、結婚しても出産しても働き続ける選択肢があり、

これまで就労していない専業主婦や高齢者、障がい者などが状況に応じて働き、

外国人材が活躍できるなど、誰もが居場所や役割を持ち活躍できる環境づくり

を推進します。

３ ここで育って、ここで育ててよかったといえるまち

ここで住み続けたいと思うまち
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① 子育てと仕事の両立支援の推進

現

状

平成 31 年（2019）1 月に実施した「名寄市子ども・子育て支援事業計画」策

定に向け行ったアンケート調査において、就労状況の調査結果では前回調査と

比較し「就労していない」割合が減少し、特にフルタイム勤務が増加していま

す。また、現在は就労していないが就労を希望している割合が７５％となって

おり、共働き家庭の増加が見込まれることが予想されます。

今後、このような思いを実現しやすい環境提供のため、子どもの保育環境の

充実、子育てを社会が担っていく環境の更なる充実が必要となります。

○ 子育て中の親が、仕事と子育てを両立することができるよう、

市や民間事業者、住民など様々な主体が、多様な保護者ニーズに

対応したきめ細かいサービスを提供するためファミリー・サポー

ト・センターでの取組を推進します。

○ 子どもの健全な育成を図る放課後児童クラブの充実に努める

ほか、結婚、出産後も子育てしながら状況に応じて働き続けられ

る就労環境の整備促進や退職した女性の再就職の支援など雇用

環境の整備を促進します。

[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※累計は基準値から積み上げられた値

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

一 時 保 育 提 供 量

（在園児）

73 人/日

(2015)

78 人/日

(2017)

73 人/日

(2020.3)

73 人/日

(2023.3)

説明：一時保育量見込み

一 時 保 育 提 供 量

（在園児以外）

12 人/日

(2015)

13 人/日

(2017)

13 人/日

(2020.3)

12 人/日

(2023.3)

説明：一時保育量見込み

延長保育提供量
35 人(2015) 41 人(2017)

30 人

(2020.3)

35 人

(2023.3)

説明：延長保育量見込み

放課後児童クラブ

提供量

4 か所・280 人

(2015)

5 か所・274 人

(2017)

5 か所・260 人

(2020.3)

5 か所・290 人

(2020.3)

説明：放課後児童ｸﾗﾌﾞ利用量見込み

ファミリー・サポ

ート・センター事

業の利用

128 人(2016) 156 人(2017) －
160 人

(2023.3)

説明：年度ごとの登録者数

基

本

的

方

向



27

具体的な施策 概 要

多様な保育サービスの提

供

保育所、認定こども園において、低年齢児保育、延長保育、

病後児保育などの一時保育をはじめ、多様な保育サービス

を提供するとともに、職員の資質の向上や保育施設の整備

等により、保育内容の向上を図るほか、幼保の連携を推進

します

ファミリー・サポート・セ

ンターの充実

乳幼児や小学生等の子どもを持つ方を会員として、子ども

の預かり等の援助を受けたい人と行いたい人との相互援助

活動に関する連絡・調整を行うファミリー・サポート・セ

ンターにおいて、子育てと仕事の両立支援の一層の充実を

図ります

放課後児童対策の充実 放課後児童クラブの整備を図るとともに、保護者ニーズに

対応したサービスを提供します

子育てしやすい就労環境

の整備

子育てと仕事が両立できるよう、育児休業制度の普及・定

着を促進するとともに、労働時間の短縮、フレックスタイ

ム制度の導入など労働条件の改善について事業主への啓発

を推進します

出産や育児などにより退職した女性の再就職の支援を推進

します

② 子育て家庭への支援の推進

現

状

本市は転勤者が多い都市であり、核家族化が進み、子育てが孤立化する傾向

が強く、社会とのつながりが重要な子育て家庭への支援要素の一つでもありま

す。引き続き、国が推進する「地域子ども・子育て支援事業」の充実を図り、

子育てに悩んでいる方等を多方面から支援していく必要があり、相談・支援体

制や情報提供の充実が求められます。

また、子どもの貧困対策の推進も、全ての子どもが健全に成長するための支

援として重要なもののひとつです。

○ 個々の家庭状況や子どもの発達段階に応じた適切な情報提

供・相談体制づくりに努めるとともに、保護者同士の交流や相互

の助け合いを促進し、悩みや負担の軽減を図るほか、妊娠・出産

期からの切れ目ない支援体制の充実と周産期医療・救急医療等の

体制強化を図り、子どもと親の健康を支えます。

○ 国の施策とも協調した保育・教育に係る負担軽減の実施や、各

種経済的支援制度の周知に努めるとともに、小児科専門医による

24 時間 365 日体制の小児医療の提供を継続します。

さらに、小児の医療費助成による経済的負担の軽減を継続しま

す。

基

本

的

方

向
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具体的な施策 概 要

情報提供・相談の充実 多様な媒体を活用し、子どもや子育てに関する支援情報を妊

娠時や乳幼児等の時期に応じて適切に提供するとともに、子

育てサークルやボランティア等住民による自発的な情報発信

を支援します

子育てサービスや子育てに対する多様化する不安・悩みに適

切に対応するため、保健センター内において子育て世代包括

支援センター事業を開始し、こども未来課において実施して

いる子ども家庭総合支援拠点事業と一体的に支援することで

担当分野の専門性を強化するとともに、関係機関との連携を

強化するほか、子ども・子育てに関わる情報を一元化し、ワ

ン・ストップによる相談窓口を実施します

子育て交流の促進 子どもや子育てについて様々な悩みや不安を抱え、身近に協

力者や相談者のいない親が、家庭や地域の中で孤立すること

がないよう、親同士や多世代との交流を促進し、情報交換し

合える機会の充実を図るとともに、子どもも参加できる講

座・イベント等の開催や託児サービスの実施など、小さな子

ども連れでも社会参加がしやすい環境整備を推進します

子育て支援センターの

充実

子育て支援センターの利用者拡大や気軽に親子の交流や子育

て相談ができる環境を充実させるとともに、子育てだけに限

らず、子どもが関係する行政サービス全般などの相談にも対

応できる「子育てコンシェルジュ」の配置によって取組を一

層推進します

子どもと親の健康を支

える保健サービスの充

実

子どもと親が心身ともに健やかに暮らせるよう、妊産婦健康

診査や産後ケアなど妊娠・出産の初期段階における支援を強

化し、各種健診や保健講座、健康相談などきめ細やかな母子

保健事業を基盤に、妊娠・出産期からの切れ目ない支援体制

の充実を図ります

[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※累計は基準値から積み上げられた値

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

乳児家庭訪問戸数
全戸(2015) 全戸(2017)

全戸

(2020.3)

全戸

(2023.3)

説明：全戸訪問を継続

多世代交流人口

934 人

(2014)

961 人

(2017)

1,000 人

(2020.3)

1,000 人

(2023.3)

説明：親子おでかけバスツアー等の参加者数

子育て支援センター

の利用

－
1,324 人

(2016)
－

1,450 人

(2023.3)

説明：年度ごとの利用登録者数

こども発達支援事業

の利用

－ 54 人(2016) －
60 人

(2023.3)

説明：年度ごとの通所児数

基

本

的

方

向
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具体的な施策 概 要

小児救急医療の実施な

ど医療サービスの充実

市立総合病院小児科において、24 時間体制で小児医療を提供

しており、休日・夜間でも小児科専門医による迅速・適切な

医療を受けることができる、小児救急医療体制を継続します

市民が安心して出産できるよう、医師・看護師・助産師等の

知識・技術等の向上や施設・設備の充実など周産期医療の充

実を促進するほか、不妊に関する相談・情報提供を実施しま

す

子育て家庭の経済的負

担の軽減

子育て家庭を経済的に支援するため、小児の医療費助成や乳

児期のおむつ処理に要する有料ごみ袋の支給等を引き続き実

施します

③ 家庭や地域社会から信頼される学校教育の推進

現

状

今日、変化の激しい時代を向かえ、児童生徒に確かな学力、豊かな心、健や

かな体の調和のとれた「生きる力」を確実に育むには、これまで以上に、学校

力、教師力の向上に努めなければなりません。現在、本市では、小中学校の教

育活動等の改善充実を図る体制を整備し、子どもたちの学力・体力の向上等に

成果を上げています。

今後は、家庭や地域社会からより一層信頼される学校教育を目指し、市内の

全小中学校が一体となって児童生徒の「生きる力」を育む効果的な取組の推進

が求められています。

基

本

的

方

向

○ 教育改善プロジェクト委員会のこれまでの取組を踏まえ、今後

の課題を明確化し、研究体制、研究計画等の改善を図りながら、

市内の全小中学校が一体となって児童生徒に「生きる力」を育む

効果的な取組の充実を目指します。

○ 幼稚園・保育所・認定こども園・小中学校・高等学校・市立大

学・関係機関等との連携を強化し、地域全体で児童生徒一人一人

の教育的ニーズに応じた支援体制の整備に努めるなど、名寄市の

特別支援教育の充実を目指します。

○ 地域社会と連携した信頼される学校づくりを推進するため、学

校と家庭・地域が目標を共有し協働して課題に対応する地域とと

もにある学校づくりを目指します。
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基

本

的

方

向

[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※累計は基準値から積み上げられた値

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

「家で学校の授業の

復習をしている」と

回答する者の割合

21.5％

(2014)

48.3％

(2017)

40.0％

（2020.3)

50.0％

（2023.3)

説明：小学校・中学校全国学力・学習状況調査児童生徒

質問紙の回答状況から

「将来の夢や目標を

持っている」と回答

する者の割合

46.8％

(2014)

51.8％

(2017)

55.0％

（2020.3)

57.0％

（2023.3)

説明：中学校全国学力・学習状況調査生徒質問紙の回答状況から

「いじめはどんな理

由があっても許され

ない」と回答する者

の割合

小中全体で

92.91％

(2014)

小中全体で

86.40％

(2017)

小中全体で

100.0％

（2020.3)

小中全体で

100.0％

（2023.3)

説明：いじめの把握のためのアンケート調査から

「学校を卒業後も、

自主的に運動をした

い」と回答する者の

割合

小中平均で

74.15％

(2014)

小中平均で

64.70％

(2014)

小中平均で

90.00％

（2020.3)

小中平均で

90.00％

（2023.3)

説明：小学校・中学校全国体力・運動能力、運動習慣等

調査児童生徒質問紙の回答状況から

特別支援学級担任に

おける特別支援学校

教諭免許状保有率

42％(2014) 59％(2014)
50％

(2020.3)

50％

(2023.3)

説明：特別支援学級担任における特別支援学校教諭免許

状保有率

名寄版個別の支援計

画「すくらむ」の活

用人数

284 名

(2014)

280 名

(2017)

350 名

(2020.3)

350 名

(2023.3)

説明：名寄版個別の支援計画「すくらむ」の活用人数

学校運営協議会の設

置状況

－
小学 3 中学

1 校(2017)
－

全小・中学校に

配置(2023.3)

説明：学校運営協議会の設置状況
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具体的な施策 概 要

名寄市教育改善プロジェ

クト委員会の推進

※「教育改善プロジェクト委

員会」とは、各学校の特色を

活かしつつ、効果的な取組を

共有し、総合的に学校教育を

見直し、効率良く諸課題の解

決を図ることをねらいに設置

された組織。委員は市内の全

小・中学校の校長と教頭及び

各学校から選出された 30 数

名の教諭により構成。

教育改善プロジェクト委員会における取組を通して、名寄

市の全小中学校が一体となって、児童生徒の知・徳・体の

調和のとれた「生きる力」を育む教育活動の充実・改善を

継続的に進めます

・管理職のリーダーシップの下で全校が一つのチームとな

った包括的な学校改善を図る学校力向上の取組の充実

・教職員の資質向上や中堅教職員のマネジメント力を高め

る研修会や視察研修の実施

・全国学力・学習状況調査や全国体力・運動能力、運動習

慣等調査結果分析に基づく改善を図る取組の充実

・「名寄市いじめ防止基本方針」に基づく、学校と家庭・地

域が一体となったいじめの未然防止、早期発見・早期解

消を図る取組の充実

・豊かな情操を育む市民文化センター大ホール「EN-RAY」

の活用の充実等

市立大学との連携に基づ

く特別支援教育の充実

名寄市特別支援連携協議会における取組内容の一層の啓発

に努め、同協議会に参加する小中学校、幼稚園、保育所、

認定こども園、高等学校、就労機関等の拡充に努め、地域

全体で児童生徒一人一人のニーズに応じた特別支援教育の

充実を図ります

・市立大学との連携を強化し、専門的知識を有する教員で

構成される名寄市特別支援教育専門家チームによる巡回

教育相談の充実

・名寄版個別の支援計画「すくらむ」の利用拡大による乳

幼児期から就労まで一貫した支援体制の整備

・本市における特別支援学校教諭免許状保有率を拡大し、

特別支援教育に係る教職員の専門性の向上等
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④ 誰もが活躍できる環境づくりの推進

現

状

本市では、生産年齢人口の減少により少子・高齢化が進み、全国・全道平均

に比べ高齢化率が高い状況となっていることから、高齢者が生きがいをもっ

て、健康で暮らし、高齢者自身が地域社会の中で自らの経験と知識を活かし自

主的・積極的に社会参加することが重要となってきます。また、労働力人口の

確保や誰もが活躍できる環境づくりが求められます。さらに、安心して暮らし

続けるため、切れ目ない医療・介護をはじめ、シームレス交通の確保や除雪の

負担軽減などが求めらます。

平成 29 年度（2017）の特定健診の結果をみると、何らかの所見がある方が

９割以上となっており、その中でも血糖値・血圧が高い方が多くを占めていま

す。そのため、若いうちに健診の受診習慣をもってもらうなど地域全体で健康

意識が向上できるような取組が必要です。

○ 今後、生産年齢人口が減少することが見込まれる本市において

は、老年人口の流出を抑制するとともに、これまで就労していな

い専業主婦や高齢者、障がい者などが状況に応じて働き、地域社

会に積極的に参加することで、まちづくりの担い手を増やしてい

くことが重要です。将来にわたって本市の活性化を維持・継続し

ていくため、意欲的に地域づくりに参加するアクティブシニアが

増え、外国人材が活躍できるなど誰もが居場所と役割を持ち住み

続けられ活躍できる環境づくりを推進します。

○ 市立大学において、復職支援やリカレント教育など公開講座の

充実を図ります。

○ 高齢者、障がい者、外国人など誰もが安心して暮らし続けるた

めに、今後見込まれる自動運転技術を活用した買い物・通院時の

交通の研究や、「除雪」の負担軽減、切れ目ない医療や介護の充

実を図るとともに、ＩＣＴやＡＩ、ロボットなどを活用したヘル

スケアの検討や地域包括ケアシステムの深化を図る取組を推進

します。

○ 若い頃から健診の受診習慣を持ち、地域全体で健康意識を高め

ることにより、誰もが活躍できる環境づくりが実現されることか

らも、健康維持についての普及啓発を進めます。

○ ＩＣＴ等の活用にによる公共交通サービスの拡充と情報の高

度化を目指し、シームレス交通の実現を図ります。

基

本

的

方

向
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具体的な施策 概 要

生涯学習機会の確保 誰もが様々な学習活動を通して楽しみながら知識や教

養を身に付け、喜びと生きがいのある充実した人生を過

ごせるよう、学習機会の充実を図ります

高齢者の地域活動参加の場の

確保

高齢者が知識と経験を活かし、就労を通じて地域活動に

積極的に参加できるよう、高齢者事業センターや高齢者

事業団への支援を実施し就労の機会を確保することに

より、高齢者の生きがいと健康の維持を増進するととも

に、地域の活性化を図ります

健やかに生活するための健康

づくりの推進

いきいきと健康に、自立した生活が送れるようにするた

め、すべての年代において、それぞれのステージに応じ

た食生活の改善や運動習慣の定着が図られるよう、健康

づくりの取組を推進します

公開講座等の充実【再掲】 市立大学において、知の分野で地域に貢献することを目

的に、健康や医療・福祉、子育てなどに関することをテ

ーマに実施している地域住民向け公開講座や労働力人

口の確保に向けた復職支援やリカレント教育の充実を

図ります

除雪サービス事業 高齢者の転出理由に「除雪」があげられていることから、

除雪困難な高齢者世帯等に対し除雪費用及び屋根雪降

し費用の一部を助成します

[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※累計は基準値から積み上げられた値

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

30～60 歳代男性の肥

満者の割合

36.8％

(2014)

40.1％

(2017)

減少傾向

(2018.3)

減少傾向

(2023.3)

説明：名寄市健康増進計画「健康なよろ 21（第 2 次）」より

40～60 歳代女性の肥

満者の割合

19.4％

(2014)

21.7％

(2017)

減少傾向

(2018.3)

減少傾向

(2023.3)

説明：名寄市健康増進計画「健康なよろ 21（第 2 次）」より

65 歳以上の運動習慣

者の割合

男性 57.8％

(2014)

女性 43.3％

(2014)

男性 46.6％

(2017)

女性 43.8％

(2017)

増加傾向

(2018.3)

増加傾向

(2023.3)

説明：名寄市健康増進計画「健康なよろ 21（第 2 次）」より

公開講座の開催回数
3 回(2014) 4 回(2017)

5 回

(2020.3)

5 回

(2023.3)

説明：市立大学での公開講座の年間開催回数

健康づくり体操教室

2,022 人

(2014)

1,947 人

(2016)
－

3,000 人

(2023.3)

説明：年間延べ人数

医療介護連携情報共

有ＩＣＴシステム登

録者数

－ 0 人(2019) －
380 人

(2023.3)

説明：システム登録者数

基

本

的

方

向
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具体的な施策 概 要

医療介護連携情報共有ＩＣＴ

構築事業

医療データと介護事業所データを相互利用し、医療・介

護・福祉などの支援関係者が随時連携できる情報共有シ

ステム、住民参加型ポータル画面の２事業を組み合わせ

たＩＣＴネットワークを構築します

新技術の導入検討 ＩＣＴやＡＩ、ロボットなど新技術の導入に向けた情報

収集を図るとともに、国、道と連携した取組を模索しま

す

ＩＣＴ等の活用による公共交

通サービスの拡充と情報の高

度化

バスロケーションシステムの導入検討や決済方法の高

度化の取組等を模索します

外国人材受入のための調査・

検討【再掲】

外国人材の受入に関して、国や北海道の施策等を情報提

供するほか、関係機関・団体等と連携して調査・検討を

行います
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指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

定住自立圏共生ビジ

ョンへの事業追加・変

更件数（累計)

－ 0 件(2017)
2 件

(2020.3)

4 件

(2023.3)

交流自治体との新規

連携事業件数（累計）
－ 0 件(2017)

2 件

(2020.3)

2 件

(2023.3)

地方においては、生活の利便性の低下や地域経済の縮小等が問題となってお

り、活力ある経済・生活圏の形成のための地域連携が求められていることから、

「北・北海道中央圏域定住自立圏」における取組を推進し、地域資源を活かし

た魅力ある地域づくりと安心して暮らせる地域社会の形成を目指します。

また、都市部と地方においては、それぞれが異なる特有の課題を抱えている

ことから、都市部と地方における自治体連携を進め、それぞれが課題の解決を

図ることにより、両者の WIN－WIN の関係による共存共栄を目指します。

さらに、民間主導のもと、官民が連携した新たな取組に向けた研究を広域で

進め、新たな広域連携の取組を推進します。

４ 他のまちと連携し、ともに安心して暮らせるまち

① 定住自立圏共生ビジョン連携事業の推進

※ 累計は基準値から積み上げられた値

現

状

急速に進展する人口減少や少子高齢化など、本圏域を取り巻く環境が大きく

変化する中、各市町村それぞれがフルセットの都市機能を確保することが困難

となることが想定されることから、本市においては、「北・北海道中央圏域定住

自立圏」の複眼型中心市として、市立総合病院を核とした第２次救急医療事業

や医師等派遣事業などの医療分野での連携のほか、圏域における知の拠点であ

る市立大学からの講師派遣や研修機会の提供による人材の育成、地域公共交通

の確保や、廃棄物の安定的、効率的な処理を図る施設の広域利用を促進するな

ど連携事業の推進を図っています。

○ 定住自立圏の中心市として、圏域全体で必要な生活機能等を確

保し、地域住民が安心して心豊かに過ごすことができるよう、新

技術の導入や広域での物流や防災、地域公共交通の確保に向けた

研究・検討を進め、さらなる広域連携の強化を目指します。

○ 圏域の保健医療福祉などの分野における人材を安定的に確保

するため、市立大学学生が圏域に定着するための方策について検

討を進めます。

基
本
的
方
向
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具体的な施策 概 要

第２次救急医療体制の整

備

圏域の夜間及び休日等における入院医療を必要とする救急

患者に対応するため、救急医療体制の維持・確保に努め、

圏域住民の生命に対する安全性と安心感の向上を図ります

地域救命救急センターの

施設整備

圏域の重篤な救急患者に救急専門医が２４時間体制で初期

対応を行うとともに、消防機関との連携のもと、ドクター

ヘリやドクターカーの運用により迅速かつ高度な救急医療

体制を構築します

ＩＣＴを活用した地域連

携システムの推進

（道北北部医療連携ネッ

トワーク）

ＩＣＴを活用し、遠隔医療機関とリアルタイムで診療情報

を共有するとともに、遠隔サポートを行うことができる「ポ

ラリスネット」による地域連携システムを推進するため、

ネットワーク参加医療機関の拡大を図ります

圏域の医療機関への医師

等派遣の推進

地域の医療機関へ医師等を派遣することにより、プライマ

リ・ケアを担う医療機関の医療機能を確保するとともに、

医師がへき地に勤務しやすい環境を整備し、地域医療の向

上を図ります

人材確保・人材育成等の推

進

市立大学卒業生の定住自立圏域での定着化を図るための方

策を検討・実施し、圏域における保健医療福祉分野等の人

材の安定的な確保を図ります

市立大学から圏域市町村に講師を派遣するとともに公開講

座等を開催することにより、圏域住民に対する学習機会や

学習情報を提供し、圏域に必要な保健・医療・福祉などに

関する人材の育成を図ります

[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※ 累計は基準値から積み上げられた値

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

市立大学学生定

住自立圏域内就

職者数

22 名(2015) 9 名(2017)
30 名

(2020.3)

30 名

(2023.3)

説明：市立大学学生の定住自立圏域内で就職した人数

救急専任医師数
2 人(2015) 2 人(2017) 3 人(2020.3) 3 人(2023.3)

説明：救急科専任の医師数

ポラリスネット

の基幹型・参照

型施設数

基幹型 4

参照型 8

(2015)

基幹型 5

参照型 11

(2017)

基幹型 5

参照型 20

(2020.3)

基幹型 8

参照型 20

(2023.3)

説明：名寄地区・稚内地区を中心に参照型施設増加を想定

医師等派遣日数
557 日(2014) 6 2 6 日 (2 01 7 ) 620 日(2020.3) 650 日(2023.3)

説明：市立総合病院から他の医療機関に医師を派遣した日数

定住自立圏共生

ビジョンへの事

業追加・更新件

数（累計）

－ 0 件(2017)
2 件

(2020.3)

4 件

(2023.3)

説明：定住自立圏共生ビジョンへの新たな取組の追加、または

取組内容を変更した件数

基

本

的

方

向
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具体的な施策 概 要

廃棄物広域処理施設の運

営

廃棄物処理施設の広域利用の促進によって、廃棄物の安定

的かつ効率的な処理を維持・確保します

新たな連携事業の推進 中心市と構成町村が連携し、新たな広域連携の取組を推進

します

物流網効率化の推進 圏域の物流サービスの維持及び物流網の効率化を図るた

め、官民が連携し、目指していく姿や方向性について研究

を行うとともに、情報の共有を図ります

効率的な公共交通の調

査・研究の推進

ＪＲ宗谷本線の維持・存続と併せて、バス路線の維持に向

け、重複路線やダイヤの見直しなど、効率的な地域公共交

通を確保するため、課題の把握・共有を図り、持続可能な

地域公共交通網の形成を目指します

② 交流自治体等との連携事業の推進

現

状

本市は、交流自治体である東京都杉並区との間で、天体観測や阿波おどり等

の文化交流事業や自然体験・生活体験による子どもの交流事業、物産販売等の

経済交流事業など、様々な交流連携事業の推進を図ることにより、友好を深め

ています。また、地方創生包括連携協定を締結し、民間企業と連携した新たな

取組を進めています。

○ 杉並区と本市は、都市と地方それぞれが持つ特色を活かしながら、

友好交流の推進に向けた新たな取組や双方の課題解決を図るための

事業について共同で検討を進め、双方にとって有益な連携事業のさら

なる拡充を目指します。また、民間主導のもと、官民が連携した新た

な取組に向けた研究を広域で進めていきます。

[重要業績評価指標（ＫＰＩ）]

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

参加交流者数

（杉並区連携事業）

151 人

（2014)

159 人

（2017)

160 人

（2020.3)

185 人

（2023.3)

説明：毎年度継続実施

共同観望会開催
0 回(2014) 2 回(2017) 1 回(2020.3) 2 回(2023.3)

説明：毎年度実施

畑自慢クラブ利用者

数

172 人

（2014）

340 人

(2017)

215 人

(2020.3)

425 人

(2023.3)

説明：現状の 1.25 倍の利用を見込む

官民連携した取組に

向けた広域での研究

会の開催回数

－ － － 2回(2023.3)

説明：官民連携かつ地域間連携した研究会の延べ開催回

数

基

本

的

方

向
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具体的な施策 概 要

子どもたちの体験交

流の推進

杉並区と本市の子どもたちが体験交流や異文化交流等の相互交

流を体験することにより、都市と農村の生活様式や環境の違いを

実感し、様々な共同生活体験を通して新たな友達づくりと地域交

流を深めることを促進します

なよろ市立天文台の

移動天文台車の派遣

杉並区科学館の天体観測室が平成 26 年度（2014）をもって休止

となったことから、科学・天文に関係する学習機会の充実を図る

ため、移動天文台車を杉並区へ派遣し、杉並区民を対象とした観

望会を実施することにより、文化交流を促進します

Web サイトを活用し

た都内での名寄産農

畜産物等の販売促進

市内の民間団体が運営する、名寄特産品の販売専用 Web サイト

「畑自慢クラブ」を、杉並区の協力により、杉並区民に広く周知

することにより、都内での名寄産農畜産物の消費拡大と名寄市の

知名度向上と関係人口の拡大を推進します

新たな連携事業の推

進

杉並区等と連携し、新たな交流自治体連携の取組を推進するとと

もに、官民が連携した新たな取組に向けた研究を広域で進めてい

きます

食を通じた自治体プ

ロモーションの推進

杉並区飲食店等と連携して実施する「食」を通じたプロモーショ

ン、交流自治体のＰＲ促進と併せて生産者の販路拡大につなげま

す
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指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

市立大学学生数 695 名

(2015)
693 名(2017)

796 名

(2020.3)

760 名

(2023.3)

市立大学学生市内

就業者数
11 名(2014) 7 名(2017)

20 名

(2020.3)

20 名

(2023.3)

地方においては、若い世代が大学等の入学時や卒業時に都市部へ流出してい

ますが、本市は北海道有数の歴史を持つ公立大学である名寄市立大学を有し、

若年層の安定した定住人口を一定程度維持するとともに、地域において必要と

される保健・医療・福祉・保育などの分野の専門職を供給してきました。市立

大学は「コミュニティケア教育研究センター」を設置し、地域と連携した教育・

研究機能の強化を図ることにより、地域課題の解決に貢献する取組を進め、保

健・医療・福祉・保育・食育を担う人材の養成・輩出に加え知の拠点化を図る

とともに、市立大学を核とした地域力の強化を推進します。

また、専門職の復職支援など、リカレント教育の継続的な実施や模擬保育室

を活用した子育て支援体制を構築し地域のケア力向上に努めるとともに、市立

大学学生の市内定着に向けた取組を推進し、地域が求める専門職の定着に取り

組み、より一層の地域の活性化を図ります。

５ 小さくてもきらりと光る、ケアの未来をひらく大学があるまち

① 市立大学学生数の確保

現

状

市立大学は、旧市立名寄短期大学を母体に、平成 18 年（2006）4 月に保健福

祉学部（栄養学科、看護学科、社会福祉学科）と短期大学部（児童学科）で開

学し、平成 28 年（2016）4 月に短期大学部児童学科を改組・発展し、市立大学

保健福祉学部に子どもを対象とする領域に特化した社会保育学科を設置し、令

和元年度に完成年次を迎えましたが、老朽化した既存施設の改修や維持管理が

大きな課題となっています。

開学以来、保健・医療・福祉を担う専門職の養成を地域社会と協働で実践し、

卒業生は、道内はもとより、全国で活躍しています。

令和元年（2019）の学生数は 779 名で、人口 3 万人弱の本市にとって、経済

的な側面はもちろん、アルバイトやボランティア活動、若年人口の定住による

地域活性化など、様々な効果があり、まちづくりに大きな影響を与えています。
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具体的な施策 概 要

市立大学学生確保に向けた取

組

オープンキャンパスの開催や道内外の高等学校に出向

いての進学説明会の実施、受験会場を増設するほか、

就職進路サポートや海外短期留学等支援など、大学の

魅力向上を図り、学生確保を目指します

市立大学卒業生の定住自立圏

域内就職に向けた取組

圏域内での求人動向調査や学生の圏域への求職動向を

探り、企業（事業所）と学生に対する情報提供機会を

創出します

○ 急速な少子化の進行に伴い今後、学生の確保にあたっての競争

が激化することが想定されることから、引き続きオープンキャン

パスや進学説明会の開催、受験会場の増設とあわせて、卒業後の

進路の選択肢の強化など、学生募集にあたって魅力ある大学づく

りを推進します。

○ 少人数教育によるきめ細かなフォローやキャリア支援センタ

ーでの就職進路サポートによる高い国家試験合格率や就職内定

率の維持・向上を目指すとともに、海外短期留学等支援などによ

り大学の魅力向上を図ることで入試倍率維持・定員確保を目指

し、若年層人口の確保に努めます。

○ これまで新図書館、学生食堂や売店を備えた５号館を整備して

きていますが、引き続き平成 28 年度（2016）に策定した「名寄

市立大学将来構想（ビジョン 2026）」に基づき、教育、学修環境

の充実に向けて施設及び設備の整備を推進します。

[重要業績評価指標（KPI)]

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

市立大学学生数【再

掲】

695 名

(2015)

693 名

(2017)

796 名

(2020.3)

760 名

(2023.3)

説明：市立大学の学生数

社会保育学科卒業生

の定住自立圏域内就

職者数

0 人(2014) 0 人(2017)
7 人

(2020.3)

7 人

(2023.3)

説明：社会保育学科卒業生の約 15％

基

本

的

方

向
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②大学研究所機能の強化

○ 「市立大学コミュニティケア教育研究センター」を中心とし、

道北地域における政策課題の解決に向け、ケア開発や地域振興、

実践教育に関する調査・研究を推進します。

○ 専門職を対象としたリカレント教育や公開講座の実施、模擬保

育室を活用した子育て支援体制の構築などにより、子ども・障が

い者・高齢者をはじめとした市民すべてが地域で安心して暮らせ

る環境づくりを推進します。

○ 国内外の先進的なケアの人材育成・確保プログラムやケアシス

テムに関する調査・研究を進めるとともに、福祉サービスの担い

手となる多様な専門職が幅広い技能を習得できる学習カリキュラ

ムについても検討を進めます。

[重要業績評価指標（ＫＰＩ）

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

公開講座の開催回

数【再掲】

3 回(2014) 4 回(2017) 5 回(2020.3) 5 回(2023.3)

説明：市立大学での公開講座の年間開催回数

リカレント講座の

開催回数

【再掲】

0 回(2014) 6 回(2017) 4 回(2020.3) 7 回(2023.3)

説明：市立大学でのリカレント講座の年間開催回数

基

本

的

方

向

現

状

旧名寄女子短期大学時代の昭和 57 年（1982）4 月、道北地域における保健・

医療・福祉・教育・文化の充実・発展及び産業経済の振興に寄与する研究を行

うことを目的に「道北地域研究所」を設置し、様々な研究活動などを実践して

きました。

平成 18 年（2006）の 4 大開学時には「地域交流センター」を設置し、大学と

地域を結ぶ相談、企画、支援等を行ってきました。平成 28 年（2016）4 月には、

この２つの組織を発展的に統合した「コミュニティケア教育研究センター」を

設置し、教職員と学生、地域とをつないでいます。

また、地域で働くケア専門職の継続的な学びや様々な活動を、大学の人的・

知的財産を活用して支援しています。
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具体的な施策 概 要

「市立大学コミュニティ

ケア教育研究センター」の

運用

道北地域における保健・医療・福祉・教育・文化の充実・

発展及び産業経済の振興に寄与する研究を行う「道北地域

研究所」と、大学・学生と市民の実践的な地域活動や市民

活動・ボランティア活動の連絡、調整、支援、推進を行う

「地域交流センター」を組織統合し、設置した「市立大学

コミュニティケア教育研究センター」において、「ケア開

発」、「地域振興」、「地域交流」に関わる分野の研究を進め、

地域の政策課題解決に向けた助言を行います

保健医療福祉の充実に関

する先進的な調査・研究の

推進

障がい者の雇用や障がい児保育の実践、高齢者の施設・在

宅サービス等についてのニーズ調査・分析など、地域の保

健医療福祉の充実に関する調査・研究を推進します

国内外の先進的なケアの人材育成・確保プログラムやケア

システムに関する調査・研究を進め、併せて福祉サービス

の担い手となる多様な専門職が幅広い技能を習得できる学

習カリキュラムについても検討を進めます

保健医療福祉に携わる専

門職に対するリカレント

教育の実施

市立総合病院と連携しての看護人材復職支援講座（潜在看

護師現場復帰プログラムの構築）や、アンケート調査でニ

ーズが高かった幼稚園教員免許状更新講習、社会福祉士実

習指導者講習会など、保健医療福祉に携わる専門職に対す

るリカレント教育を実施することにより、地域専門職の能

力の強化と専門職の地域定住意欲の向上を図ります

公開講座等の充実 知の分野で地域に貢献することを目的に、健康や医療・福

祉、子育てなどに関することをテーマに実施している地域

住民向け公開講座や労働力人口の確保に向けた復職支援や

リカレント教育の充実を図ります

模擬保育室を活用した子

育て支援体制の構築

模擬保育室を学生の講義や実習支援の場として活用すると

ともに「大学の中の子育て支援空間」と位置づけ、学生、

教員、保育士、幼稚園教員、保護者などの交流拠点として、

一体的・効率的な子育て支援空間の構築を図ります
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具体的な施策 概 要

市立大学学生の市内定

着化の促進【再掲】

市立大学学生の名寄市内定着化促進を目的に、労働関係行政

部署・機関と市立大学キャリア支援センターが連携するとと

もに、就職支援室に専門スタッフを常駐させ就職支援を行い

ます

求人・求職情報の相互提

供の推進【再掲】

労働関係行政部署・機関による市内での求人動向調査や、市

立大学による学生の市内への求職動態調査を踏まえて、企業

(事業所)と学生に対する情報提供機会を創出します

市内就業支度金助成制

度の運用【再掲】

市立大学学生の名寄市内定着を促進し、人口の維持及びまち

の活性化に寄与するため、市内事業所に就業する市立大学学

生に市内就業支度金を助成します

奨学金返還支援制度の

運用

市立大学在学中に日本学生支援機構の奨学金の貸与を受け、

卒業後名寄市内に住民登録があり居住しているもので６か月

以上市内事業所に就業しているもの（公務員を除く）を対象

に大学在学中に貸与を受けた奨学金の返済金の一部を助成し

ます

③ 卒業生の市内定着化の促進

現

状

「保健・医療・福祉の分野における幅広い知識を持った専門職の養成」を開

学の理念として学部教育を行っているが、地元に雇用の場が少ないこともあ

り、平成 27 年（2015）から平成 29 年（2017）まで３年間平均の地元定着者は、

公務員を含めて 14 名となっています。

学生への就職支援を強化するため、大学内にキャリア支援センターを設置

し、専門職員２名を配置しています。

○ 市立大学学生の市内企業（事業所）への就業を促進し、市内

への定着化を図るため、市立大学のキャリア支援センターと労

働行政関係部署・機関との連携による新たな組織を設置し、市

立大学学生の市内定着化の促進を図るとともに、求人・求職情

報の提供機会の充実を図ります。

○ 卒業生の市内企業（事業所）への就業を促進するため、市内

就業支度金助成や奨学金返還支援を行う取組を推進します。

[重要業績評価指標（ＫＰＩ）

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

企業情報提供機会

【再掲】

0 回(2014) 1 回(2017) 2 回(2020.3) 2 回(2023.3)

説明：地元企業と学生の懇談会（職種混合ミーティング

年 2 回）

市立大学学生就業支

度金支援【再掲】

－ 7 人(2017) －
20 人

(2023.3)

説明：市内で就職する学生に対する支援

基

本

的

方

向
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○名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案） 新旧対照表

旧 新

名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略

第１ 基本的な考え方

我が国においては、主要先進国では類を見ない早さで人口減少・超高齢社会を迎えており、多くの地方において、若

年人口の減少により地域経済の活力が奪われ、人口流出に拍車がかかる悪循環に陥っています。

このような中、国においては、人口減少の抑制や東京一極集中の是正など構造的な課題に取り組むため「まち・ひと・

しごと創生法（平成 26年法律第 136号）」を施行し、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」や「まち・ひと・しごと
創生総合戦略」を策定するとともに、地方に対しては、「情報支援」、「人的支援」、「財政的支援」により、多様で「切れ

目」のない支援を行っています。

一方、本市においては、これまで、この道北の地に、日本最北の公立大学となる市立大学を設置するとともに、市立

総合病院を圏域の高度医療を担う中核医療機関として整備を進めるなど、本市のみならず、この圏域にとって必要な生

活機能を確保するため、独自性のある施策を推進し、本市や圏域の人口流出の抑制に最大限努めてきました。

これらの施策の効果もあり、本市の人口は減少傾向にはあるものの、近隣市町村と比べその進行は緩やかであるとと

もに、国立社会保障・人口問題研究所や民間の将来推計においても、他市町村と比べ総人口、若年女性ともに減少率は

低いとされています。

しかしながら、近年、出生数の低下と市外への転出者数の増加が一層進んでおり、人口減少の加速化がさらに危惧さ

れる状況にあることから、国の取組とも連動し、自主性・主体性を発揮しつつ、本市が有する様々な資源や優位性を最

大限に活かしながら、将来にわたって自律的で持続的な地域社会を創生するため、「名寄市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」（以下「総合戦略」といいます。）及び第２次総合計画に基づき、まち・ひと・しごと創生の取組を進めていきま

す。

名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略

第１ 基本的な考え方

我が国においては、主要先進国では類を見ない早さで人口減少・超高齢社会を迎えており、多くの地方において、若

年人口の減少により地域経済の活力が奪われ、人口流出に拍車がかかる悪循環に陥っています。

このような中、国においては、人口減少の抑制や東京一極集中の是正など構造的な課題に取り組むため「まち・ひと・

しごと創生法（平成 26年法律第 136号）」を施行し、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」や「まち・ひと・しご
と創生総合戦略」を策定するとともに、地方に対しては、「情報支援」、「人的支援」、「財政的支援」により、多様で「切

れ目」のない支援を行っています。

一方、本市においては、これまで、この道北の地に、日本最北の公立大学となる市立大学を設置するとともに、市立

総合病院を圏域の高度医療を担う中核医療機関として整備を進めるなど、本市のみならず、この圏域にとって必要な生

活機能を確保するため、独自性のある施策を推進し、本市や圏域の人口流出の抑制に最大限努めてきました。

これらの施策の効果もあり、本市の人口は減少傾向にはあるものの、近隣市町村と比べその進行は緩やかであるとと

もに、国立社会保障・人口問題研究所や民間の将来推計においても、他市町村と比べ総人口、若年女性ともに減少率は

低いとされています。

しかしながら、近年、出生数の低下と市外への転出者数の増加が一層進んでおり、人口減少の加速化がさらに危惧さ

れる状況にあることから、国の取組とも連動し、自主性・主体性を発揮しつつ、本市が有する様々な資源や優位性を最

大限に活かしながら、将来にわたって自律的で持続的な地域社会を創生するため、「名寄市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」（以下「総合戦略」といいます。）及び第２次総合計画に基づき、まち・ひと・しごと創生の取組を進めていき

ます。

Ⅰ まち・ひと・しごと創生の推進の考え方Ⅰ まち・ひと・しごと創生の推進の考え方

資料２－２
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第２ 総合戦略の位置付け

まち・ひと・しごと創生法第 10条に基づく、本市のまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画で
あり、「名寄市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」（以下「人口ビジョン」といいます。）を踏まえ、本市の実情に応

じた、まち・ひと・しごとの創生に向けて、今後４年間の「基本目標」や、特に取り組むべき「施策の基本的方向」、「具

体的な施策」を提示するものです。

第３ 総合計画との関係

総合計画は市政運営における最上位計画であり、市政全般にわたる総合的な振興・発展を目的とするものである一方、

総合戦略は人口減少の克服を主眼とし、特に取り組むべき施策を示すものであることから、総合戦略に提示する施策は、

総合計画に包含されるものです。

第４ 計画期間

平成 27年度（2015）から平成 31年度（2019）までの５か年と名寄市総合計画中期基本計画（平成 31年度（2019）
から平成 34年度（2022））と連動させる形で改訂することにより平成 34年度（2022）までとします。

第５ 計画の検証と改訂

産業界や教育機関、金融機関、労働団体等で構成する「名寄市総合計画審議会」において、毎年度、総合戦略に搭載

している施策・事業の効果を検証し、必要に応じて総合戦略を改訂します。

また、社会情勢の変化や国の動き、行政評価、総合計画ローリングなどを踏まえ、施策・事業の追加等の見直しを行

います。

第２ 総合戦略の位置付け

まち・ひと・しごと創生法第 10条に基づく、本市のまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画
であり、「名寄市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」（以下「人口ビジョン」といいます。）を踏まえ、本市の実情

に応じた、まち・ひと・しごとの創生に向けて、今後４年間の「基本目標」や、特に取り組むべき「施策の基本的方向」、

「具体的な施策」を提示するものです。

第３ 総合計画との関係

総合計画は市政運営における最上位計画であり、市政全般にわたる総合的な振興・発展を目的とするものである一方、

総合戦略は人口減少の克服を主眼とし、特に取り組むべき施策を示すものであることから、総合戦略に提示する施策は、

総合計画に包含されるものです。

第４ 計画期間

平成 27年度（2015）から令和元年度（2019）までの５か年と名寄市総合計画中期基本計画（令和元年度（2019）か
ら令和４年度（2022））と連動させる形で改訂することにより令和４年度（2022）までとします。

第５ 計画の検証と改訂

産業界や教育機関、金融機関、労働団体等で構成する「名寄市総合計画審議会」において、毎年度、総合戦略に搭載

している施策・事業の効果を検証し、必要に応じて総合戦略を改訂します。

また、社会情勢の変化や国の動き、行政評価、総合計画ローリングなどを踏まえ、施策・事業の追加等の見直しを行

います。

【まち・ひと・しごと創生法の目的】

少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口

の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある

日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと創生（※）に関する施策を総合的かつ計

画的に実施する。

※まち・ひと・しごと創生：以下を一体的に推進すること。

ま ち…国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営

める地域社会の形成

ひ と…地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保

しごと…地域における魅力ある多様な就業の機会の創出

【まち・ひと・しごと創生法の目的】

少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口

の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある

日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと創生（※）に関する施策を総合的かつ計

画的に実施する。

※まち・ひと・しごと創生：以下を一体的に推進すること。

ま ち…国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営

める地域社会の形成

ひ と…地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保

しごと…地域における魅力ある多様な就業の機会の創出
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１ 地域の産業を元気づけ、

　新たな力を呼び込む、

　活力があふれるまち

【産業・雇用】

３ ここで育って、ここ

　で育ててよかったと

　いえるまち ここで住

　み続けたいと思うまち

【子ども・ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ】

５ 小さくてもきらりと

　光る、ケアの未来を

　ひらく大学があるまち

【大学】

４ 他のまちと連携し、

　ともに安心して

　暮らせるまち

【自治体連携】

２ 人の流れを呼び込

　み、ここに行きたい、

　ここで暮らしたいと

　思われるまち

【移住・観光・合宿】

１ 地域の産業を元気づけ、

　新たな力を呼び込む、

　活力があふれるまち

【産業・雇用】

３ ここで育って、ここ

　で育ててよかったと

　いえるまち ここで住

　み続けたいと思うまち

【子ども・ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ】

５ 小さくてもきらりと

　光る、ケアの未来を

　ひらく大学があるまち

【大学】

４ 他のまちと連携し、

　ともに安心して

　暮らせるまち

【自治体連携】

２ 人の流れを呼び込

　み、ここに行きたい、

　ここで暮らしたいと

　思われるまち

【移住・観光・合宿】

今後の人口減少を抑制し、将来にわたって自律的で持続的な地域社会を創生するためには、人口の自然減と社会減、

双方への対策を進めていく必要があります。

そのため、子どもを持ちたいと思う方々の希望を実現し出生率の向上を図る必要があります。

併せて、基幹産業である農業の担い手の確保や企業誘致、創業支援などにより地域産業の活性化や新たな雇用の創出

を図るほか、「都市から地方への移住・交流」の機運の高まりを捉え、本市の「住みよさ」を発揮しながら、移住先とし

て本市が選ばれる取組を推進するとともに、冬季スポーツ大会や合宿の誘致等により、地域産業の活性化と定住人口や

交流人口、さらには※関係人口の拡大を図ることが重要です。

また、多くの市町村において人口減少が進行している中、市町村が単独で、必要な都市機能を整備していくことが困

難となることが想定されることから、周辺市町村との広域連携を拡大するとともに、交流自治体との連携を一層推進す

ることも求められます。

特に、本市は、日本最北の公立大学である市立大学を有しており、その優位性を最大限に活かして、地域力の強化を

図っていくことが必要です。

この様な考え方のもと、本市の実情を踏まえるとともに、国や北海道の総合戦略も勘案し、本市がまち・ひと・しご

と創生を推進するに当たっての「基本目標」を次の５つとします。

今後の人口減少を抑制し、将来にわたって自律的で持続的な地域社会を創生するためには、人口の自然減と社会減、

双方への対策を進めていく必要があります。

そのため、子どもを持ちたいと思う方々の希望を実現し出生率の向上を図る必要があります。

併せて、基幹産業である農業の担い手の確保や企業誘致、創業支援などにより地域産業の活性化や新たな雇用の創出

を図るほか、「都市から地方への移住・交流」の機運の高まりを捉え、本市の「住みよさ」を発揮しながら、移住先と

して本市が選ばれる取組を推進するとともに、冬季スポーツ大会や合宿の誘致等により、地域産業の活性化と定住人口

や交流人口、さらには※関係人口の拡大を図ることが重要です。

また、多くの市町村において人口減少が進行している中、市町村が単独で、必要な都市機能を整備していくことが困

難となることが想定されることから、周辺市町村との広域連携を拡大するとともに、交流自治体との連携を一層推進す

ることも求められます。

特に、本市は、日本最北の公立大学である市立大学を有しており、その優位性を最大限に活かして、地域力の強化を

図っていくことが必要です。

この様な考え方のもと、本市の実情を踏まえるとともに、国や北海道の総合戦略も勘案し、本市がまち・ひと・しご

と創生を推進するに当たっての「基本目標」を次の５つとします。

ま ち
ひ と
しごとの
創 生

Ⅱ まち・ひと・しごと創生の基本目標と施策

※関係人口：お気に入りの地域に通っ

たり、何らかの形でその地域を応援す

る「観光以上移住未満」と位置付けら

れる動き

出典：まち・ひと・しごと基本方針 2018

ま ち
ひ と
しごとの
創 生

Ⅱ まち・ひと・しごと創生の基本目標と施策

※関係人口：お気に入りの地域に通っ

たり、何らかの形でその地域を応援す

る「観光以上移住未満」と位置付けら

れる動き

出典：まち・ひと・しごと基本方針 2018
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第１ 基本目標と施策の基本的方向 第１ 基本目標と施策の基本的方向

１ 地域の産業を元気づけ、新たな力を呼び込む、活力があふれるまち

① 収益性が高く多様で持続可能な農業経営の促進と計画的な森林整備

② 名寄産農産物・加工品のブランド化と消費拡大

③ 農業・林業後継者の確保・育成

④ 食料品製造業の誘致及び起業支援

⑤ 創業・事業承継に対する支援

⑥ 雇用の創出と人材の確保

２ 人の流れを呼び込み、ここに行きたい、ここで暮らしたいと思われるまち

① 都市部等からの移住の促進と海外観光客の拡大

② 冬季スポーツ大会の開催・誘致の推進

③ 冬季スポーツ合宿の誘致の推進

④ ジュニア世代の育成強化と冬季スポーツ拠点化の推進

３ ここで育って、ここで育ててよかったといえるまち

ここで住み続けたいと思うまち

① 子育てと仕事の両立支援の推進

② 子育て家庭への支援の推進

③ 家庭や地域社会から信頼される学校教育の推進

④ 誰もが活躍できる環境づくりの推進

４ 他のまちと連携し、ともに安心して暮らせるまち

① 定住自立圏共生ビジョン連携事業の推進

② 交流自治体等との連携事業の推進

５ 小さくてもきらりと光る、ケアの未来をひらく大学があるまち

① 市立大学学生数の確保

② 大学研究所機能の強化

③ 卒業生の市内定着化の促進

１ 地域の産業を元気づけ、新たな力を呼び込む、活力があふれるまち

① 収益性が高く多様でゆとりある農業経営の促進と計画的な森林整備

② 名寄産農産物・加工品のブランド化と消費拡大

③ 農業・林業後継者の確保・育成

④ 食料品製造業の誘致及び起業支援

⑤ 創業・事業承継に対する支援

⑥ 雇用の創出と人材の確保

２ 人の流れを呼び込み、ここに行きたい、ここで暮らしたいと思われるまち

① 都市部等からの移住の促進と海外観光客の拡大

② 冬季スポーツ大会の開催・誘致の推進

③ 冬季スポーツ合宿の誘致の推進

④ ジュニア世代の育成強化と冬季スポーツ拠点化の推進

３ ここで育って、ここで育ててよかったといえるまち

ここで住み続けたいと思うまち

① 子育てと仕事の両立支援の推進

② 子育て家庭への支援の推進

③ 家庭や地域社会から信頼される学校教育の推進

④ 高齢者が活躍できる環境づくりの推進

４ 他のまちと連携し、ともに安心して暮らせるまち

① 定住自立圏共生ビジョン連携事業の推進

② 交流自治体等との連携事業の推進

５ 小さくてもきらりと光る、ケアの未来をひらく大学があるまち

① 保健福祉学部の再編強化

② 大学研究所機能の強化

③ 卒業生の市内定着化の促進
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第２ 国や北海道の総合戦略との関係 第２ 国や北海道の総合戦略との関係

北海道名寄市国

１ 地域の産業を元

気づけ、新たな力

を呼び込む、活力

があふれるまち

基本目標①

地方における安

定した雇用を創出

する

１ 食や観光をはじ

めとする力強い

産業と雇用の場

をつくる

２ 子どもを生み育

てたいという希

望をかなえる

３ 住み続けたいと

思える生活環境

を整える

４ 北海道らしさを

活かして人を呼

び込み・呼び戻す

５ 多様性を活か

し、北海道らしい

連携により地域

を形づくる

基本目標②

地方への新しい

ひとの流れをつく

る

基本目標③

若 い 世 代 の 結

婚・出産・子育ての

希望をかなえる

基本目標④

時代にあった地

域をつくり、安心な

暮らしを守るとと

もに、地域と地域を

連携する

２ 人の流れを呼び

込み、ここに行き

たい、ここで暮ら

したいと思われる

まち

３ ここで育って、

ここで育ててよか

ったといえるまち

ここで住み続けた

いと思うまち

４ 他のまちと連携

し、ともに安心し

て暮らせるまち

５ 小さくてもきら

りと光る、ケアの

未来をひらく大学

があるまち

北海道名寄市国

１ 地域の産業を元

気づけ、新たな力

を呼び込む、活力

があふれるまち

基本目標①

地方における安

定した雇用を創出

する

１ 人口減少に関す

る基本認識を共

有する

２ 食や観光をはじ

めとする力強い

産業と雇用の場

をつくる

３ 子どもを生み育

てたいという希

望をかなえる

４ 住み続けたいと

思える生活環境

を整える

５ 北海道らしさを

活かして人を呼

び込み・呼び戻す

６ 多様性を活か

し、北海道らしい

連携により地域

を形づくる

７ 札幌圏への人口

集中に対応する

基本目標②

地方への新しい

ひとの流れをつく

る

基本目標③

若 い 世 代 の 結

婚・出産・子育ての

希望をかなえる

基本目標④

時代にあった地

域をつくり、安心な

暮らしを守るとと

もに、地域と地域を

連携する

２ 人の流れを呼び

込み、ここに行き

たい、ここで暮ら

したいと思われる

まち

３ ここで育って、

ここで育ててよか

ったといえるまち

ここで住み続けた

いと思うまち

４ 他のまちと連携

し、ともに安心し

て暮らせるまち

５ 小さくてもきら

りと光る、ケアの

未来をひらく大学

があるまち
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第３ 具体的な施策

※ 累計は基準値から積み上げられた値

第３ 具体的な施策

※ 累計は基準値から積み上げられた値

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

新規就農者数 7人(2014) 12人(2017) 9人(2020.3) 14人(2023.3)
創業件数（累計） － 1件(2017) － 5件(2023.3)
新規高卒者の管内就

職率
－

49.7％(2017)
－

56.7％(2023.3)

季節労働者数 － 441人(2016) － 355人(2023.3)
先端設備等導入計画

の認定事業者件数（累

計）

－ 0件(2017) － 10件(2023.3)

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

新規就農者数 7人(2014) 12人(2017) 9人(2020.3) 14人(2023.3)
創業件数（累計） － 1件(2017) － 5件(2023.3)
新規高卒者の管内就

職率
－

49.7％(2017)
－

56.7％(2023.3)

季節労働者数 － 441人(2016) － 355人(2023.3)
先端設備等導入計画

の認定事業者件数（累

計）

－ 0件(2017) － 10件(2023.3)

本市の基幹産業は農業であり、農業の活性化が重要であることから、将来にわたって

地域農業の持続的な発展を目指して、収益性の向上や高齢農業者の活躍の場づくりなど

多様でゆとりのある農業経営を促進するとともに、名寄産農畜産物のブランド化やＰＲ

及び加工による消費拡大、農業の担い手を育成・確保し、生産性向上・国際競争力強化

に向けて、ＡＩ・ロボット等の導入・活用を検討するなど取組を推進します。

また、本市に新たな商業の力を創出するため、支援体制の整備や資金の融資などによ

り、市内外からの創業や事業承継に加え、農林業との連携による商品開発や地域の特性

を活かした企業誘致を推進します。また、人材・雇用の確保に関する支援や能力開発等

を図り、地元就職と定住促進を推進するとともに、市内の様々な業種で人手が不足して

いることから人材の育成・確保を図ります。

１ 地域の産業を元気づけ、新たな力を呼び込む、活力があふれるまち

本市の基幹産業は農業であり、農業の活性化が重要であることから、将来にわたって

地域農業の持続的な発展を目指して、収益性の向上や高齢農業者の活躍の場づくりなど

多様でゆとりのある農業経営を促進するとともに、名寄産農畜産物のブランド化やＰＲ

及び加工による消費拡大、農業の担い手を育成・確保するための取組を推進します。

また、本市に新たな商業の力を創出するため、支援体制の整備や資金の融資などによ

り、市内外からの創業や事業承継に加え、農林業との連携による商品開発や地域の特性

を活かした企業誘致を推進します。また、人材・雇用の確保に関する支援や能力開発等

を図り、地元就職と定住促進を推進するとともに、市内の様々な業種で人手が不足して

いることから人材の育成・確保を図ります。

１ 地域の産業を元気づけ、新たな力を呼び込む、活力があふれるまち
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現

状

現

状

① 収益性が高く多様で持続可能な農業経営の促進と計画的な森林整備

農業においては、もち米等の稲作を中心に、気候・土地条件を活かした畑作や施設野

菜などが取り組まれています。特にアスパラガス・スイートコーン・カボチャは、生産

者の長年の努力により市場からの評価も高く産地としてブランドが確立されており、本

市農業の強みとなっているとともに、農業者にとっても収入確保の面から重要な作物と

して位置付けられています。

また、国内消費の減少などによる農畜産物価格の低迷や、高齢化・担い手不足などに

よる農家戸数の減少が進展しています。特に、振興作物でありブランド化されているア

スパラガス・スイートコーン・カボチャについては、農業者の高齢化・労働力の不足に

よる作業負担の増加によって、作付面積の減少が進んでいます。一方では、経営効率を

高めるため経営面積の大規模化が進められており、農繁期における雇用労働力の確保が

課題となっています。

これらのことは、農業だけではなく地域社会にも影響をあたえていることから、更な

る収益性の向上と農業経営の効率化、多様な担い手の確保、農業従事年齢の延長と技術

の継承が求められています。

薬用作物については、国内産生薬の需要が高まりをみせているとともに、生薬の栽

培・加工等の研究に取り組む国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が本市に設

置されており、薬草栽培の情報や技術が集中・集積されています。

また、平成 26年（2014）には、国内における生薬の産地化を図るため当該研究所と
当市との共同研究に関する協定を締結し、農業振興センターにおいて試験研究に取り組

んでいます。

森林整備については、木材価格の低迷などを背景に、森林所有者の施業意欲の減退、

林業労働者の高齢化が進んでいます。今後も、補助事業を活用するとともに、さらなる

施業の集約化を図り、計画的な間伐や伐採と植林が必要となっています。

① 収益性が高く多様でゆとりある農業経営の促進と計画的な森林整備

農業においては、もち米等の稲作を中心に、気候・土地条件を生かした畑作や施設野

菜などが取り組まれています。特にアスパラガス・スイートコーン・カボチャは、生産

者の長年の努力により市場からの評価も高く産地としてブランドが確立されており、本

市農業の強みとなっているとともに、農業者にとっても収入確保の面から重要な作物と

して位置付けられています。

また、国内消費の減少などによる農畜産物価格の低迷や、高齢化・担い手不足などに

よる農家戸数の減少が進展しています。特に、振興作物でありブランド化されているア

スパラガス・スイートコーン・カボチャについては、農業者の高齢化・労働力の不足に

よる作業負担の増加によって、作付面積の減少が進んでいます。一方では、経営効率を

高めるため経営面積の大規模化が進められており、農繁期における雇用労働力の確保が

課題となっています。

これらのことは、農業だけではなく地域社会にも影響をあたえていることから、更な

る収益性の向上と農業経営の効率化、多様な担い手の確保、農業従事年齢の延長と技術

の継承が求められています。

薬用作物については、国内産生薬の需要が高まりをみせているとともに、生薬の栽

培・加工等の研究に取り組む国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が本市に設

置されており、薬草栽培の情報や技術が集中・集積されています。

また、平成 26年（2014）には、国内における生薬の産地化を図るため当該研究所と
当市との共同研究に関する協定を締結し、農業振興センターにおいて試験研究に取り組

んでいます。

森林整備については、木材価格の低迷などを背景に、森林所有者の施業意欲の減退、

林業労働者の高齢化が進んでいます。今後も、補助事業を活用するとともに、さらなる

施業の集約化を図り、計画的な間伐や伐採と植林が必要となっています。
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[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※ 累計は基準値から積み上げられた値 [重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※ 累計は基準値から積み上げられた値

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

薬草栽培農家戸数
12戸(2014) 13戸(2017) 17戸(2020.3)

17戸

(2023.3)

説明：薬草契約栽培をしている薬用植物研究会の農家戸数(累計)

収益性の高い作物の導

入農家戸数

7戸(2014) 9戸(2017) 15戸(2020.3) 15戸(2023.3)

説明：農業振興センターでの実証試験作物（ミニトマト）の導入

農家戸数（累計）

軽量作物の導入品目
0品目(2014) 1品目(2017)

2品目

(2020.3)
2品目(2023.3)

説明：軽量作物の選定及び導入数（累計）

冬季野菜作付戸数
2戸（2015） 5戸(2017) 10戸(2020.3)

10戸

(2023.3)

説明：冬季栽培野菜の作付戸数（累計）

農業法人経営体
－ 22件(2017) － 26件(2023.3)

説明：農業法人経営体の総数（累計）

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

薬草栽培農家戸数

（累計）

12戸(2014) 13戸(2017) 17戸(2020.3)
17戸

(2023.3)
説明：薬草契約栽培をしている薬用植物研究会の農家戸数

冬季野菜作付戸数

（累計）

2戸（2015） 5戸(2017) 10戸(2020.3) 10戸(2023.3)
説明：冬季栽培野菜の作付戸数

農業法人経営体

（累計）

－ 22件(2017) － 30件(2023.3)
説明：農業法人経営体の総数

ＲＴＫ基地局利用者数

－ 21人(2019) －
27人

(2023.3)
説明：自動操舵機器を活用する際、衛星からの位置情報を補正し、

精度を高めるためにＪＡ道北なよろが設置している電波基地局

（ＲＴＫ基地局）を利用している方の数

基
本
的
方
向

○ ゆとり・豊かさを実感できる農業経営とするため、消費者ニーズや需要の動向

に即した農畜産物の安定的な生産を基本としながら、実証試験に基づく収益性の

高い農産物の選定や、薬草栽培など地域の特色ある農業経営の確立を図るととも

に、グリーンツーリズムの推進など多様でゆとりある農業経営の実現を図りま

す。

○ 経営規模の拡大や高収益作物の作付を進めるには、労働力不足が課題となって

いることから、これまでの外国人技能実習生受入に加え、農福連携などによる新

たな雇用労働力の確保に向けた条件整備や作業受託組織の育成、生産性向上・国

際競争力強化に向けたＩＣＴやＡＩ、ロボットなどを活用したスマート農業の推

進及び、法人化や協業化による経営強化に向けた検討を進め、農業生産の維持・

拡大を図ります。

○ 農家戸数の減少を緩やかにしていくため、高齢農業者が持つ労働力や農業技術

を活かした持続可能な農業の推進が重要なことから、必要な環境整備を進めま

す。

〇 薬用作物の産地化を図るため、安定的な収穫量の確保や生産体制の機械化や省

力化に向け、農業者・関係機関・団体・実需企業等と連携して取り組みます。

○ 森林が将来にわたり適切に管理されるよう、森林の有する多面的機能の発揮と

安定的かつ効率的な経営を担えるように、森林資源の保全・管理・条件整備を図

る支援を実施します。

○ ゆとり・豊かさを実感できる農業経営とするため、消費者ニーズや需要の動向

に即した農畜産物の安定的な生産を基本としながら、実証試験に基づく収益性の

高い農産物の選定や、薬草栽培など地域の特色ある農業経営の確立を図るととも

に、グリーンツーリズムの推進など多様でゆとりある農業経営の実現を図りま

す。

○ 経営規模の拡大や高収益作物の作付を進めるには、労働力不足が課題となって

いることから、これまでの外国人技能実習生受入に加え、農福連携などによる新

たな雇用労働力の確保に向けた制度の確立及びＩＣＴなどの活用や法人化によ

る経営強化に向けた検討を進め、農業生産の維持・拡大を図ります。

○ 農家戸数の減少を緩やかにしていくため、高齢農業者が持つ労働力や農業技術

を活かした持続可能な農業の推進が重要なことから、必要な環境整備を進めま

す。

○ 森林が将来にわたり適切に管理されるよう、森林の有する多面的機能の発揮と

安定的かつ効率的な経営を担えるように、森林資源の保全・管理・条件整備を図

る支援を実施します。

基
本
的
方
向
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具体的な施策 概 要

薬草栽培に係る栽培技術の向

上と生産者への支援

薬用作物に関する本市の強みを生かして、薬草栽培に係る栽

培技術向上等を実施する団体活動を支援し、カノコソウ栽培

に取り組む生産者に対して支援するとともに、カノコソウに

続く薬用作物の試験栽培に取り組みます

収益性の高い農業経営の確立

に向けた支援

農業経営安定のため、農業振興センターでの実証試験などを

実施し、より収益性の高い農作物の導入を推進するととも

に、冬季の農業収入確保として冬季栽培について試験・研究

や普及に取り組みます

多様でゆとりある農業経営に

向けた支援

多様でゆとりある農業経営の実現や担い手の多様なニーズ

に応えるため、外国人技能実習生の受入やグリーンツーリズ

ムの取組に対して支援します

新たな農業労働力の発掘とミ

スマッチの解消の推進

収益性を高め、効率的な農業経営を進めるためには、新たな

労働力の発掘や農福連携の取組など、雇用・労働のミスマッ

チを解消する制度の創設が必要であり、そのために必要な調

査・研究に取り組みます

高齢農業者の持つ知識・技術

を活かせる環境づくりの推進

高齢農業者の就農期間を少しでも延長するためには、農作業

負担の軽減と収入の確保が重要になるとともに、高齢農業者

が持つ知識や技術を地域の中で生かせる環境作りが必要に

なります。そのために作業負担が少ない作物や小面積でも一

定の収入が確保できる作物の導入に向けた試験研究と栽培

技術の普及に取り組みます

また、高齢農業者による農作業や栽培技術の指導などを通じ

て、後継者の育成と新規就農者への技術継承を行う活動支援

を行い、持続可能な農業環境の整備に取り組みます

山林所有者が実施する森林整

備への支援

森林が将来にわたり適切に管理されるよう、山林所有者が実

施する森林資源の保全・管理・整備等に対して支援します

具体的な施策 概 要

薬草栽培に係る栽培技術の向

上と生産者への支援

薬用作物に関する本市の強みを活かして、薬草栽培に係る栽

培技術向上等を実施する団体活動を支援し、カノコソウの産

地化に向けた取り組みを進めるとともに、カノコソウに続く

薬用作物の試験栽培に取り組みます

収益性の高い農業経営の確立

に向けた支援

農業経営安定のため、農業振興センターでの実証試験などを

実施し、より収益性の高い農作物の導入を推進するととも

に、冬季の農業収入確保として冬季栽培について試験・研究

や普及に取り組みます

多様でゆとりある農業経営に

向けた支援

多様でゆとりある農業経営の実現や担い手の多様なニーズ

に応えるため、外国人技能実習生の受入やグリーンツーリズ

ムの取組に対して支援します

新たな農業労働力の発掘とミ

スマッチの解消の推進

収益性を高め、効率的な農業経営を進めるためには、新たな

労働力の発掘や農福連携の取組など、雇用・労働のミスマッ

チの解消に向けて取り組みます

高齢農業者の持つ知識・技術

を活かせる環境づくりの推進

高齢農業者の就農期間を少しでも延長するためには、農作業

負担の軽減と収入の確保が重要になるとともに、高齢農業者

が持つ知識や技術を地域の中で活かせる環境作りが必要に

なります。そのために作業負担が少ない作物や小面積でも一

定の収入が確保できる作物の普及に取り組みます

また、高齢農業者による農作業や栽培技術の指導などを通じ

て、後継者の育成と新規就農者への技術継承を行う活動支援

を行い、持続可能な農業環境の整備に取り組みます

山林所有者が実施する森林整

備への支援

森林が将来にわたり適切に管理されるよう、山林所有者が実

施する森林資源の保全・管理・整備等に対して支援します

スマート農業導入促進 ＩＣＴやＡＩ、ロボットなど導入・活用に関する試験や情報

提供に取り組みます
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[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※ 累計は基準値から積み上げられた値 [重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※ 累計は基準値から積み上げられた値

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

もち米サポーター数
0人(2014) 39人(2017) 75人(2020.3) 75人(2023.3)

説明：年間 15人×5年間（累計）

海外での農産物の販売

品目

0品(2014) 4品(2017) 5品(2020.3) 6品(2023.3)

説明：東アジアでの物産展等での販売（累計）

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

もち米等名寄産農畜産

物に関する情報発信数

－ 17件(2019) － 20件(2023.3)

説明：もち米等名寄産農畜産物に関する情報発信数

海外での農産物の販売

品目（累計）

0品(2014) 5品(2017) 5品(2020.3) 6品(2023.3)

説明：東アジアでの物産展等での販売

○ 基幹産業である農業の一層の振興を図るため、もち米サポーターや名寄もち大

使の活用、もち米を使用した加工品開発・販売、もち米料理提供レストランの拡

大を促進する取組を支援し、もち米など名寄産農産物の販路・消費の拡大を図り

ます。

○ 地域の自然環境や農業の特色を活かした農作物の名寄産ブランドを確立する

ため、ＰＲや調査研究を行なうとともに、最北のワイナリーで生産されるワイン

など新たな取組のほか、６次化商品等に関する情報発信の強化を図ります。

○ 農業のグローバル化に対応し、海外市場ニーズに合った品目や品種・規格の農

産物の輸出に向けて、東アジアを中心とした販路開拓・拡大等を目指します。

② 名寄産農産物・加工品のブランド化と消費拡大

現

状

基
本
的
方
向

名寄の農産物は、気候特性と生産者の努力による品質の良さから、市場から高く評価

されていますが、少子高齢化や食生活の変化などにより、国内消費は減少傾向にあり、

これまで以上に地産地消はもちろん、大消費地である国内大都市の消費と販路の拡大に

取り組む必要があります。

名寄の農産物の良さをもっと消費者に認識してもらうためには、名寄産ブランドの確

立とＰＲや、消費者と生産者を結び付ける取組のほか、地域特性を活かした新たな農産

物の作付にむけた研究などに取り組む必要があります。

また、日本一の作付面積を誇るもち米については、様々な加工品に使用され全国的に

消費されていますが、「もち米の里」として市民にも認識を高めてもらい、日常的なも

ち米消費につなげていくことが重要です。

加えて、これからの国内需要の縮小に対応していくため、東アジア圏を中心とした農

産物の輸出による販路の拡大に向けた取組を強化していく必要があります。

○ 基幹産業である農業の一層の振興を図るため、もち米サポーターの養成や活

用、もち米を使用した加工品開発・販売、もち米料理提供レストランの拡大を促

進する取組を実施し、もち米など名寄産農産物の販路・消費の拡大を図ります。

○ 地域の自然環境や農業の特色を生かした農作物の名寄産ブランドを確立する

ため、ＰＲや調査研究を行ないます。

○ 農業のグローバル化に対応し、海外市場ニーズに合った品目や品種・規格の農

産物の輸出に向けて、東アジアを中心とした販路開拓・拡大等を目指します。

② 名寄産農産物・加工品のブランド化と消費拡大

現

状

基
本
的
方
向

名寄の農産物は、気候特性と生産者の努力による品質の良さから、市場から高く評価

されていますが、少子高齢化や食生活の変化などにより、国内消費は減少傾向にあり、

これまで以上に農産物の消費と販路の拡大に取り組む必要があります。

名寄の農産物の良さをもっと消費者に認識してもらうためには、名寄産ブランドの確

立とＰＲや、消費者と生産者を結び付ける取組のほか、地域特性を生かした新たな農産

物の作付にむけた研究などに取り組む必要があります。

また、日本一の作付面積を誇るもち米については、様々な加工品に使用され全国的に

消費されていますが、「もち米の里」として市民にも認識を高めてもらい、日常的なも

ち米消費につなげていくことが重要です。

加えて、これからの国内需要の縮小に対応していくため、東アジア圏を中心とした農

産物の輸出による販路の拡大に向けた取組を強化していく必要があります。
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具体的な施策 概 要

農産物ブランドの確立 もち米文化を創生するため、もち米サポーターの養成や、も

ち米の特性を活かした食品の加工・販売・PR、もち米料理
提供レストランの増加による消費拡大などを推進します

また、冬季栽培など名寄の特性を活かした農産物の普及・研

究や産地ブランドの確立に向けて農産物の特長などの検討

に取り組みます

東アジア戦略の推進 東アジアを中心とした農産物の輸出を目指し販路開拓・拡大

等に向けた取組を推進します

具体的な施策 概 要

農産物ブランドの確立 もち米文化を創生するため、もち米サポーターや名寄もち大

使の活用、もち米の特性を活かした食品の加工・販売・PR、
もち米料理提供レストランの増加による消費拡大などを推

進します

また、冬季栽培など名寄の特性を活かした農産物の普及・研

究や産地ブランドの確立に向けて取り組みます

生産者自ら製造、販売に取り組むトマトジュースやワインな

ど新たな取組に関する情報発信を強化し、商品及び名寄の知

名度向上を図ります

東アジア戦略の推進 東アジアを中心とした農産物の輸出を目指し販路開拓・拡大

等に向けた取組を推進します

③ 農業・林業後継者の確保・育成

現

状

年々農家戸数が減少するとともに農業者の高齢化が進み、60歳以上の農業経営者が半
数を占める状況にあります。

一方で新規就農者は毎年一定数確保されていますが、地域農業を維持するうえでは十

分といえる状況になく、将来的な不耕作地化などが懸念されています。

担い手確保の状況では、農家子弟であっても農家後継となるとは限らない状況です

が、本市においては、名寄産業高等学校に酪農科学科が設置されていること、稲作・畑

作・畜産と多様な農業経営が可能な地域であることの強みを生活かし、将来の就農を意

識させていく取組が必要となっています。

また、新規参入者の就農にあたっては、農業技術の修得はもとより、経営開始に伴う

農地や農業機械などの取得が課題となることから、人的・資金的支援及び条件整備が必

要となります。併せて、農業法人等での農業従事を希望する方への対応も急務となって

います。

林業従事者については林産物価格が低迷するなかにあっても、専門技術の継承発展の

観点から福利厚生の充実等を通じて作業員の育成・確保を図っていく必要があります。

③ 農業・林業後継者の確保・育成

現

状

年々農家戸数が減少するとともに農業者の高齢化が進み、60歳以上の農業経営者が半
数を占める状況にあります。

一方で新規就農者は毎年一定数確保されていますが、地域農業を維持するうえでは十

分といえる状況になく、将来的な不耕作地化などが懸念されています。

担い手確保の状況では、農家子弟であっても農家後継となるとは限らない状況です

が、本市においては、名寄産業高等学校に酪農科学科が設置されていること、稲作・畑

作・畜産と多様な農業経営が可能な地域であることの強みを生かし、将来の就農を意識

させていく取組が必要となっています。

また、新規参入者の就農にあたっては、農業技術の修得はもとより、経営開始に伴う

農地や農業機械などの取得が課題となることから、人的・資金的支援及び条件整備が必

要となります。

林業従事者については林産物価格が低迷するなかにあっても、専門技術の継承発展の

観点から福利厚生の充実等を通じて作業員の育成・確保を図っていく必要があります。
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[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※ 累計は基準値から積み上げられた値 [重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※ 累計は基準値から積み上げられた値

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

就農希望者受入数
4人(2014) 5人(2017) 14人(2020.3)

20人

(2023.3)

説明：地域おこし協力隊受入（累計）

農業後継者婚姻成立数
3人(2014) 3人(2017) 5人(2020.3) 5人(2023.3)

説明： H11～H25の平均 5人

森林作業員就労人数
－ 24人(2017) － 30人(2023.3)

説明：

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

就農希望者受入数（累

計）

4人(2014) 5人(2017) 14人(2020.3)
14人

(2023.3)

説明：地域おこし協力隊受入

農業後継者婚姻成立数
3人(2014) 3人(2017) 5人(2020.3) 5人(2023.3)

説明： H11～H25の平均 5人

森林作業員就労人数

－ 24人(2017) － 30人(2023.3)

説明：市内に住所を有する森林作業員で、市が就労奨励金の掛金を負

担した人数

農業法人経営体（累計）

【再掲】

－ 22件(2017) － 30件(2023.3)

説明：農業法人経営体の総数

○ 次世代を担う新規就農者の確保と意欲・能力のある担い手を育成するために、

新規就農者の研修制度の充実や運転資金の助成に加え、農業青年の活動を支援す

るとともに、後継者のパートナー対策の取組を推進します。

○ 市外からの農業者の新規参入を確保するため、一定期間地域の農業者のもとで

農業技術や経営ノウハウを学ぶ取組のほか、地域おこし協力隊（農業支援員）や

農業就業体験希望者を受け入れ、新規就農へつなげていく取組を推進します。

さらに、農業法人等での農業従事を希望する方に対応するため、法人化に向け

た情報提供及び相談体制の強化を図ります。

○ 中学生、高校生が農業を職業として意識できるようにするための取組を推進し

ます。

○ 森林が将来にわたり適正に管理されるよう、森林作業員や事業主に対しての支

援を行い、林業の担い手確保を図ります。

基

本

的

方

向

○ 次世代を担う新規就農者の確保と意欲・能力のある担い手を育成するために、

新規就農者の研修制度の充実や運転資金の助成に加え、農業青年の活動を支援す

るとともに、後継者のパートナー対策の取組を推進します。

○ 市外からの農業者の新規参入を確保するため、一定期間地域の農業者のもとで

農業技術や経営ノウハウを学ぶ取組のほか、地域おこし協力隊（農業支援員）や

農業就業体験希望者を受け入れ、新規就農へつなげていく取組を推進します。

○ 中学生、高校生が農業を職業として意識できるようにするための取組を推進し

ます。

○ 森林が将来にわたり適正に管理されるよう、森林作業員や事業主に対しての支

援を行い、林業の担い手確保を図ります。

基

本

的

方

向
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具体的な施策 概 要

新規就農者への支援 就農時に必要な研修や運転資金、初期投資等に対し、必要な

助成等を行うことで、早期定着及び経営の安定化を図り、地

域農業の担い手を育成します

新規就農者等に対する相談体

制の整備

新規就農者や就農予定者に対し、適切な相談・助言を実施す

るため関係機関と連携し支援チームを設置し取り組みます

農業の担い手及びリーダ―の

育成の推進

次代の地域農業を担う優秀な農業後継者やリーダ―を育成

するために、中長期の調査研修に対して支援します

農村青年の活動への支援 農村青年が自主的に行う活動に対して支援します

農家子弟の自立への支援 農業後継者の営農意欲を喚起するとともに、経営感覚豊かな

担い手の育成を図るため、農業経営の継承に向けて取り組む

農業後継者に対して支援します

個人経営を支援する組織の育

成

個人経営を支援する組織の育成を図るとともに、休日の創出

によるゆとりある農業経営の実現や担い手の高齢化に対応

した労働力の確保並びに生産コストの低減等による経営体

の強化に向け農作業受委託組織の育成を支援します

農業後継者のパートナー対策

の推進

農業後継者に対する婚活機会の提供やイベントの実施、情報

提供などのパートナー対策を推進します

都市地域からの就農を目指す

人材の受入の促進

地域おこし協力隊（農業支援員）の制度を活用し、都市地域

からの新規就農者の受入を促進します

市外からの農業就業体験希望

者の受入の促進

農業に対する理解や農村での生活を経験してもらい就農を

検討するきっかけづくりとするため、市外からの農業就業体

験希望者の受入を促進します

中学生・高校生が農業を職業

として意識するための取組の

推進

市内の中学生・高校生を対象に、将来の就業先として農業を

意識してもらえるような研修を実施するとともに、受入農家

を支援する取組を推進します

林業従事者の確保を図るため

の支援

林業従事者の就労の長期化と安定化を促進するため、作業員

や事業主に対して奨励金を支給するなどの支援を行います

具体的な施策 概 要

新規就農者への支援 就農時に必要な研修や運転資金、初期投資等に対し、必要な

助成等を行うことで、早期定着及び経営の安定化を図り、地

域農業の担い手を育成します

新規就農者等に対する相談体

制の整備

新規就農者や就農予定者に対し、適切な相談・助言を実施す

るため関係機関と連携し支援チームを設置し取り組みます

農業の担い手及びリーダ―の

育成の推進

次代の地域農業を担う優秀な農業後継者やリーダ―を育成

するために、中長期の調査研修に対して支援します

農村青年の活動への支援 農村青年が自主的に行う活動に対して支援します

農家子弟の自立への支援 農業後継者の営農意欲を喚起するとともに、経営感覚豊かな

担い手の育成を図るため、農業経営の継承に向けて取り組む

農業後継者に対して支援します

個人経営を支援する組織の育

成

個人経営を支援する組織の育成を図るとともに、休日の創出

によるゆとりある農業経営の実現や担い手の高齢化に対応

した労働力の確保並びに生産コストの低減等による経営体

の強化に向け農作業受委託組織の育成を支援します

農業後継者のパートナー対策

の推進

農業後継者に対する婚活機会の提供やイベントの実施、情報

提供などのパートナー対策を推進します

都市地域からの就農を目指す

人材の受入の促進

地域おこし協力隊（農業支援員）の制度を活用し、都市地域

からの新規就農者の受入を促進します

市外からの農業就業体験希望

者の受入の促進

農業に対する理解や農村での生活を経験してもらい就農を

検討するきっかけづくりとするため、市外からの農業就業体

験希望者の受入を促進します

中学生・高校生が農業を職業

として意識するための取組の

推進

市内の中学生・高校生を対象に、将来の就業先として農業を

意識してもらえるような研修を実施するとともに、受入農家

を支援する取組を推進します

林業従事者の確保を図るため

の支援

林業従事者の就労の長期化と安定化を促進するため、作業員

や事業主に対して奨励金を支給するなどの支援を行います

法人化支援体制の強化 関係機関・団体と連携し、法人化への理解を深める情報提

供及び相談体制の強化を図ります



14

[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] [重要業績評価指標（ＫＰＩ）]

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

食料品製造業事業所数

17事業所

(2014)

18事業所

(2017)

21事業所

(2020.3)

21事業所

(2023.3)

説明：産業別法人リストの産業分類「製造」の食料品製造業の事

業所

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

食料品製造業事業所数

17事業所

(2014)

18事業所

(2017)

21事業所

(2020.3)

21事業所

(2023.3)

説明：産業別法人リストの産業分類「製造」の食料品製造業の事

業所

○ 名寄市内で生産される農畜産物を利用した食料品製造業の誘致、新規開業を促

進することにより、農家経済の安定を図るとともに、市内の農畜産物の付加価値

を高め、雇用の拡大と販路の確保により市内経済の発展を図ります。

④ 食料品製造業の誘致及び起業支援

現

状

基
本
的
方
向

本市では、もち米をはじめアスパラガス、スイートコーン、カボチャなど、質の高い、

おいしい農産物が生産されており、市場の高い評価を得ています。

一方、合併直後の平成 18年（2006）に 10事業所（工業統計）あった市内の食料品
製造業は、平成 28年（2016）では５事業所と減少しており、さらには、市内の農畜産
物を使用している事業所も少なくなっています。

このような中、市内で生産される農畜産物の有効活用を図るとともに、付加価値を付

けて出荷することが求められています。

また、起業に意欲のある人に対し、後押しする仕組みの更なる周知が必要となってい

ます。

○ 名寄市内で生産される農畜産物を利用した食料品製造業の誘致、新規開業を促

進することにより、農家経済の安定を図るとともに、市内の農畜産物の付加価値

を高め、雇用の拡大と販路の確保により市内経済の発展を図ります。

④ 食料品製造業の誘致及び起業支援

現

状

基
本
的
方
向

本市では、もち米をはじめアスパラガス、スイートコーン、カボチャなど、質の高い、

おいしい農産物が生産されており、市場の高い評価を得ています。

一方、合併直後の平成 18年（2006）に 10事業所（工業統計）あった市内の食料品
製造業は、平成 28年（2016）では５事業所と減少しており、さらには、市内の農畜産
物を使用している事業所も少なくなっています。

このような中、市内で生産される農畜産物の有効活用を図るとともに、付加価値を付

けて出荷することが求められています。

また、起業に意欲のある人に対し、後押しする仕組みの更なる周知が必要となってい

ます。
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具体的な施策 概 要

新規開業、移転、増設への支

援

農商工連携、６次産業化を推進するため、市内の農畜産物を

利用した食料品を製造する企業・団体による新規開業、移転、

増設に対して支援します

食料品製造業の立地の促進 道内で食料品工場等の立地を考える企業を対象にしたセミ

ナーに参画し、本市での食料品製造業の立地を促進します

農商工連携・６次産業化の推

進

市内の農畜産物を利用した食料品の製造を目指し、農商工連

携・６次産業化を推進するため、道北なよろ農協、名寄商工

会議所、風連商工会、市立大学、金融機関と市による情報交

換を行うとともに、市内の農畜産物を利用した食料品製造の

事業化に関する相談に対し、国・道・市の支援制度の活用や

事業化に向けたアドバイスを行います

食料品製造業の立地への支援 金融機関、道北なよろ農協、名寄商工会議所・風連商工会と

市が連携し、食料品製造業を立地するための資金（施設・運

転・設備）の融資を行うとともに、この資金に係る利息に対

して支援します

具体的な施策 概 要

新規開業、移転、増設への支

援

農商工連携、６次産業化を推進するため、市内の農畜産物を

利用した食料品を製造する企業・団体による新規開業、移転、

増設に対して支援します

食料品製造業の立地の促進 道内で食料品工場等の立地を考える企業を対象にしたセミ

ナーに参画し、本市での食料品製造業の立地を促進します

農商工連携・６次産業化の推

進

市内の農畜産物を利用した食料品の製造を目指し、農商工連

携・６次産業化を推進するため、道北なよろ農協、名寄商工

会議所、風連商工会、市立大学、金融機関と市による情報交

換を行うとともに、市内の農畜産物を利用した食料品製造の

事業化に関する相談に対し、国・道・市の支援制度の活用や

事業化に向けたアドバイスを行います

食料品製造業の立地への支援 金融機関、道北なよろ農協、名寄商工会議所・風連商工会と

市が連携し、食料品製造業を立地するための資金（施設・運

転・設備）の融資を行うとともに、この資金に係る利息に対

して支援します

⑤ 創業・事業承継に対する支援

現

状

市内での創業については、平成 29年度（2017）で 1件（市の創業支援制度等利用者）
となっています。

平成 29年度（2017）では、市や名寄商工会議所への創業に関する相談が数件あり、
市では創業に対する支援制度を創設したところです。

また、市内商店街においても後継者がいないなどの理由から、事業を承継できずに廃

業・閉店する事業所もあることから、市外からのＵＩＪターンも含めた事業承継への支

援制度の創設が求められています。

⑤ 創業・事業承継に対する支援

現

状

市内での創業については、平成 29年度（2017）で 1件（市の創業支援制度等利用者）
となっています。

平成 29年度（2017）では、市や名寄商工会議所への創業に関する相談が数件あり、
市では創業に対する支援制度を創設したところです。

また、市内商店街においても後継者がいないなどの理由から、事業を承継できずに廃

業・閉店する事業所もあることから、市外からの UIターンも含めた事業承継への支援
制度の創設が求められています。
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[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※ 累計は基準値から積み上げられた値 [重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※ 累計は基準値から積み上げられた値

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

創業件数
－ 1件(2017) － 5件(2023.3)

説明：創業支援事業を活用して創業した件数（累計）

店舗の新築などの件数

－ 6件(2017) － 25件(2023.3)

説明：店舗支援事業補助金を活用して店舗の新築などを実施した

件数（累計）

先端設備等導入計画の

認定事業者件数

－ 0件(2017) － 10件(2023.3)

説明：先端設備等導入計画の認定を受けた事業者の件数（累計）

具体的な施策 概 要

事業承継に関する支援 事業承継に関するセミナー等に対して支援するとともに、新

たな支援制度や相談窓口の設置について検討します

経済団体、金融機関等と連携

した創業への支援

名寄商工会議所、風連商工会、金融機関と市が連携し、創業

するための資金（施設・運転・設備）の融資を行うとともに、

この資金に係る利息等に対して支援します

産官金連携なよろ経済サポー

トネットワークによる創業の

推進

名寄商工会議所、風連商工会、金融機関、認定支援機関等と

市による産官金連携なよろ経済サポートネットワークを設

置し、情報交換を行うとともに、創業に関する相談に対し、

国・道・市の支援制度の活用や事業化に向けたアドバイスを

行います

店舗新築等や空き店舗利用へ

の支援

店舗の新築や増築、商店街の空き店舗利用に対して助成しま

す

有能な創業希望者の誘致の促

進

ビジネスプランコンテストの受賞者など有能な創業希望者

を支援します

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

創業件数（累計）【再掲】
－ 1件(2017) － 5件(2023.3)

説明：創業支援事業を活用して創業した件数

店舗の新築などの件数

（累計）

－ 6件(2017) － 25件(2023.3)

説明：店舗支援事業補助金を活用して店舗の新築などを実施した

件数

先端設備等導入計画の

認定事業者件数（累計）

【再掲】

－ 0件(2017) － 10件(2023.3)

説明：先端設備等導入計画の認定を受けた事業者の件数

具体的な施策 概 要

事業承継に関する支援 事業承継に関するセミナー等に対して支援するとともに、新

たな支援制度や相談窓口の設置について検討します

経済団体、金融機関等と連携

した創業への支援

名寄商工会議所、風連商工会、金融機関と市が連携し、創業

するための資金（施設・運転・設備）の融資を行うとともに、

この資金に係る利息等に対して支援します

産官金連携なよろ経済サポー

トネットワークによる創業の

推進

名寄商工会議所、風連商工会、金融機関、認定支援機関等と

市による産官金連携なよろ経済サポートネットワークを設

置し、情報交換を行うとともに、創業に関する相談に対し、

国・道・市の支援制度の活用や事業化に向けたアドバイスを

行います

店舗新築等や空き店舗利用へ

の支援

店舗の新築や増築、商店街の空き店舗利用に対して助成しま

す

有能な創業希望者の誘致の促

進

ビジネスプランコンテストの受賞者など有能な創業希望者

を支援します

○ 市内外からの創業や事業承継を促進するため、名寄商工会議所、風連商工会、

金融機関、認定支援機関等と連携した相談窓口の設置による、創業や事業承継、

異業種への転換などに関するアドバイスの実施や、財政的な支援などを行い、市

内の商工業の振興を図ります。

基
本
的
方
向

○ 市内外からの創業や事業承継を促進するため、名寄商工会議所、風連商工会、

金融機関、認定支援機関等と連携した相談窓口の設置による、創業や事業承継、

異業種への転換などに関するアドバイスの実施や、財政的な支援などを行い、市

内の商工業の振興を図ります。

基
本
的
方
向



17

[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] [重要業績評価指標（ＫＰＩ）]

指標項目 基準値 現状値 目標値 説 明

企業情報提供機会
0回(2014) 1回(2017) 2回(2020.3) 2回(2023.3)

説明：地元企業と学生の懇談会（職種混合ミーティング）

市立大学学生就業支度

金支援

－ 7人(2017) － 20人(2023.3)

説明：市内で就職する学生に対する支援

新規高卒者の管内就職

率【再掲】

－ 49.7％(2017) － 56.7％(2023.3)

説明：ハローワーク名寄管内への就職率

指標項目 基準値 現状値 目標値 説 明

企業情報提供機会
0回(2014) 1回(2017) 2回(2020.3) 2回(2023.3)

説明：地元企業と学生の懇談会（職種混合ミーティング）

市立大学学生就業支度

金支援

－ 7人(2017) － 20人(2023.3)

説明：市内で就職する学生に対する支援

新規高卒者の管内就職

率【再掲】

－ 49.7％(2017) － 56.7％(2023.3)

説明：ハローワーク名寄管内への就職率

○ 市内はもとより道内、道外を含め、これまで就労していなかった女性、高齢者、

障がい者、さらには国の動向を注視しながら外国人労働者の受入なども含め幅広

く人材を確保するとともに、市内高等学校との連携を図りながら、人材の育成・

確保に努めることにより、雇用の安定と確保を図ります。

○ 市立大学卒業生の市内への定着化を図るため、求人・求職情報の提供機会の充

実を図るとともに、就業支度金助成などの支援策を推進します。

⑥ 雇用の創出と人材の確保

現

状

基
本
的
方
向

有効求人倍率の上昇や、新規求人と新規求職者の業種でのミスマッチにより、

市内の様々な業種で人手が不足していることから、人材の育成・確保が急務と

なっています。

○ 市内はもとより道内、道外、さらには国の動向を注視しながら外国人労働者の

受入なども含め幅広く人材を確保するとともに、市内高等学校との連携を図りな

がら、人材の育成・確保に努めることにより、雇用の安定と確保を図ります。

○ 市立大学卒業生の市内への定着化を図るため、求人・求職情報の提供機会の充

実を図るとともに、就業支度金助成などの支援策を推進します。

⑥ 雇用の創出と人材の確保

現

状

基
本
的
方
向

雇用情勢は徐々に改善しつつあり、有効求人倍率も年々上昇してきています

が、一方で新規求人と新規求職者の業種でのミスマッチが生じています。

市内の様々な業種で人手が不足しており、人材の育成・確保が急務となって

います。
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具体的な施策 概 要

専門技術取得への支援 技能職、技術職など専門技術取得のための受講料等を支援

し、市内企業の人材育成・確保を図ります

市外からの就職を促進するた

めの支援

市外から本市内の企業に就職した方、若しくは雇用した企業

に対して助成するなど支援します

住宅関連事業者の人材育成、

技術・技能の継承の促進

市内住宅関連事業者の人材育成と技術・技能の継承を図るた

め、移住・定住者が市内の住宅関連事業者を利用し、改修等

を行った場合の助成を行います

高校生の人材育成 名寄産業高等学校との連携を図りながら、技能職・技術職な

どの人材育成と地元の人材確保を図ります

退職自衛官の地元再雇用の促

進

関係団体と連携し、退職自衛官の地元雇用を促進します

市立大学学生の市内定着化の

促進

市立大学学生の市内定着化促進を目的に、労働関係行政部

署・機関と市立大学キャリア支援センターの連携により事業

推進組織を設置します

求人・求職情報の相互提供の

推進

労働関係部署等による市内での求人動向調査や、市立大学に

よる学生の市内への求職動態調査を踏まえて、企業(事業所)
と学生に対する情報提供機会を創出します

市内就業支度金助成制度の運

用

市立大学学生の名寄市内定着を促進し、人口の維持及びまち

の活性化に寄与するため、市内事業所に就業する市立大学学

生に地元就業支度金を助成します

具体的な施策 概 要

専門技術取得への支援 技能職、技術職など専門技術取得のための受講料等を支援

し、市内企業の人材育成・確保を図ります

市外からの就職を促進するた

めの支援

市外から本市内の企業に就職した方、若しくは雇用した企業

に対して助成するなど支援します

住宅関連事業者の人材育成、

技術・技能の継承の促進

市内住宅関連事業者の人材育成と技術・技能の継承を図るた

め、移住・定住者が市内の住宅関連事業者を利用し、改修等

を行った場合の助成を行います

高校生の人材育成 名寄産業高等学校との連携を図りながら、技能職・技術職な

どの人材育成と地元の人材確保を図ります

退職自衛官の地元再雇用の促

進

関係団体と連携し、退職自衛官の地元雇用を促進します

市立大学学生の市内定着化の

促進

市立大学学生の市内定着化促進を目的に、労働関係行政部

署・機関と市立大学キャリア支援センターの連携により事業

推進組織を設置します

求人・求職情報の相互提供の

推進

労働関係部署等による市内での求人動向調査や、市立大学に

よる学生の市内への求職動態調査を踏まえて、企業(事業所)
と学生に対する情報提供機会を創出します

市内就業支度金助成制度の運

用

市立大学学生の名寄市内定着を促進し、人口の維持及びまち

の活性化に寄与するため、市内事業所に就業する市立大学学

生に地元就業支度金を助成します

外国人材受入のための調査・

検討

外国人材の受入に関して、国や北海道の施策等を情報提供す

るほか、関係機関・団体等と連携して調査・検討を行います
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指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

人口の社会減 ▲315人(2014) ▲248人
(2017)

▲213人
(2020.3)

▲280人
(2023.3)

外国人観光客宿

泊数

163人(2014) 1,094人
(2017)

500人(2020.3) 1,635人
(2022.3)

合宿受入人数 2,500人(2014) 8,081人
(2017)

5,000人
(2020.3)

10,000人
(2023.3)

観光入込客数
－

44.6万人
(2017)

－
61.6万人
(2022.3)

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

人口の社会減 ▲329人(2014) ▲248人
(2017)

▲213人
(2020.3)

▲280人
(2023.3)

外国人観光客宿

泊数

163人(2014) 1,094人
(2017)

500人(2020.3) 3,000人
(2022.3)

合宿受入人数 2,500人(2014) 8,081人
(2017)

5,000人
(2020.3)

10,500人
(2023.3)

観光入込客数
－

44.6万人
(2017)

－
61.6万人
(2022.3)

Ｎスポーツコミ

ッションでの商

品開発数（累計）

－

0
(2018) －

5
（2023.3）

定住人口・交流人口・関係人口の拡大を図るため、圏域の中心地として市立総合病院

や商業施設などが立地する「住みよさ」を実感できる「お試し移住住宅」を活用するな

ど移住の取組を推進するとともに、移住希望者の住まいの確保のため、空き家の有効活

用を図ります。

また、新たな人の流れを呼び込むために、近年増加している海外観光客の受入体制の

整備を図ります。

本市の特徴である、積雪寒冷地で４か月間にわたって良質な積雪が確保される自然環

境や国内有数の冬季スポーツ競技施設が集中して立地している施設環境を活かし、全国

規模の冬季スポーツ大会の開催及び合宿誘致を推進します。

加えて、市立大学・市立総合病院と連携したスポーツ医科学を活用した育成システム

を確立し、ジュニア世代の育成強化を推進するとともに、Ｎスポーツコミッションを中

心に地域資源を活かしたスポーツフードやスポーツツーリズム商品の開発により域外か

ら資金を調達し、将来にわたり持続可能な冬季スポーツの振興を実現します。

さらに、陸上自衛隊冬季戦技教育隊及び体育学校冬季特別体育教育室の訓練拠点を誘

致するほか、スポーツを活用した教育・健康づくり・子育てを推進し、自然環境、施設

環境、人材をあわせ持つ冬季スポーツの拠点化を目指します。

２ 人の流れを呼び込み、ここに行きたい、ここで暮らしたいと

思われるまち

定住人口・交流人口・関係人口の拡大を図るため、圏域の中心地として市立総合病院

や商業施設などが立地する「住みよさ」を実感できる「お試し移住住宅」を活用するな

ど移住の取組を推進するとともに、移住希望者の住まいの確保のため、空き家の有効活

用を図ります。

また、新たな人の流れを呼び込むために、近年増加している海外観光客の受入体制の

整備を図ります。

本市の特徴である、積雪寒冷地で４か月間にわたって良質な積雪が確保される自然環

境や国内有数の冬季スポーツ競技施設が集中して立地している施設環境を生かし、全国

規模の冬季スポーツ大会の開催及び合宿誘致を推進します。

加えて、市立大学・市立総合病院と連携したスポーツ医科学を活用した育成システム

を確立し、ジュニア世代の育成強化を推進することにより、将来にわたり持続可能な冬

季スポーツの振興を実現するとともに、陸上自衛隊冬季戦技教育隊及び体育学校冬季特

別体育教育室の訓練拠点を誘致するほか、スポーツを活用した教育・健康づくり・子育

てを推進し、自然環境、施設環境、人材をあわせ持つ冬季スポーツの拠点化を目指しま

す。

２ 人の流れを呼び込み、ここに行きたい、ここで暮らしたいと

思われるまち
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現

状

現

状

① 都市部等からの移住の促進と海外観光客の拡大

本市では、東京圏での移住相談等を実施しているほか、名寄地区市街地で「お試し移

住住宅」を運用し、移住の促進をしています。圏域の中核として一定の都市機能を有す

る本市の住みよさを広くＰＲするとともに、交流人口・関係人口拡大を目指していくこ

とからも、お試し移住住宅の利用促進が課題となっています。

北海道では、東京オリンピック・パラリンピックが開催される 2020年に、来道外国
人観光客 500万人を目標としています。本市では、近年増加している外国人観光客に対
応するため、Ｗｉ－Ｆｉ環境の充実を含めた更なる受入体制の整備が求められていま

す。

平成 26年（2014）11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、空
家の等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、平成 28年（2016）8月に名
寄市空家等対策計画を策定しました。特定空家等の措置に関することとともに空家等の

活用方策も課題となっています。

① 都市部等からの移住の促進と海外観光客の拡大

本市では、名寄地区市街地で「お試し移住住宅」を運用し、現在、２棟で本市への移

住を促進しており、利用件数は平成 25年度（2013）が３件、平成 29年度（2017）は
15件となっています。圏域の中核として一定の都市機能を有する本市の住みよさを実感
できる機会を多く提供するとともに、交流人口・関係人口拡大の視点からも、お試し移

住住宅の利用件数の増加のために冬季の利用促進が課題となっています。

北海道では、東京オリンピック・パラリンピックが開催される 2020年に、来道外国
人観光客 500万人を目標としています。本市では、近年増加している外国人観光客に対
応するための受入体制の整備が求められています。

平成 26年（2014）11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、空
家の等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、平成 28年（2016）8月に名
寄市空家等対策計画を策定しました。空家等の措置に関することとともに空家等の活用

方策も課題となっております。本市の空家の状況は、平成 29年度（2017）に実施した
実態調査の結果では名寄市街地区においては 173戸あり、その中で適正な管理がなされ
ていないと思われる空家は 94戸との報告がされています。
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[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] [重要業績評価指標（ＫＰＩ）]

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

お試し移住住宅利用日

数

91日(2014) 73日(2017) － 100日(2023.3)

説明：年間利用日数（1棟あたり）

ＳＮＳフォロワー数
－ 120件(2017) － 450件(2023.3)

説明：名寄市移住促進協議会の SNSフォロワー数

空き家バンク登録件数
0件(2014) 0件(2017) 30件(2020.3) 5件(2023.3)

説明：空き家の売却及び購入希望者を登録

空き家住宅再整備件数
0件(2014) 0件(2017) 5件(2020.3) 5件(2023.3)

説明：空家住宅を購入しリフォームを行う年間件数

特定空家等除却支援件

数

0件(2014) 0件(2017) 8件(2020.3) 5件(2023.3)

説明：管理不全の空家が 80件程度あり、年間一割程度の除却を見

込む

外国人観光客宿泊数

【再掲】

163人(2014) 1,094人

(2017)

500人

(2020.3)

1,635人

(2022.3)

説明：

企業情報提供機会

【再掲】

0回(2014) 1回(2017) 2回(2020.3) 2回(2023.3)

説明：地元企業と学生の懇談会（職種混合ミーティング）

市立大学学生就業支度

金支援【再掲】

－ 7人(2017) － 20人(2023.3)

説明：市内で就職する学生に対する支援

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

お試し移住住宅利用日

数

91日(2014) 73日(2017) － 120日(2023.3)
説明：年間利用日数（1棟あたり）

ワンストップ窓口での

相談等件数

－ 72件(2017) － 145件(2023.3)
説明：相談会等における移住相談件数

移住事業実施による移

住件数

－ 1件(2017) － 5件(2023.3)
説明：ＰＲ事業やお試し移住住宅を利用した方が移住する件数

空き家バンク登録件数
0件(2014) 0件(2017) 30件(2020.3) 5件(2023.3)

説明：空き家の売却及び購入希望者を登録

空き家住宅再整備件数
0件(2014) 0件(2017) 5件(2020.3) 5件(2023.3)

説明：空家住宅を購入しリフォームを行う年間件数

適正管理に至った特定

空家等の件数

0件(2014) 26件(2017) 8件(2020.3) 5件(2023.3)
説明：市民からの苦情への対応により所有権者等が適正管理を行っ

た件数

外国人観光客宿泊数

【再掲】

163人(2014) 1,094人
(2017)

500人
(2020.3)

3,000人
(2022.3)

説明：外国人観光客の市内宿泊施設での延べ宿泊数

企業情報提供機会

【再掲】

0回(2014) 1回(2017) 2回(2020.3) 2回(2023.3)
説明：地元企業と学生の懇談会（職種混合ミーティング）

市立大学学生就業支度

金支援【再掲】

－ 7人(2017) － 20人(2023.3)
説明：市内で就職する学生に対する支援

○ 本市の「住みよさ」を活かし、ターゲットとなる移住者を獲得するため、各種

相談や効果的な情報発信を行う体制整備を検討するとともに、生活に便利な市街

地に整備した「お試し移住住宅」の活用と併せて利用者と地域の方々が交流でき

る場等を通して地域の魅力を感じてもらえるよう体制整備を含めた取組を推進

します。さらに、東京圏からＵＩＪターンの促進及び地方の担い手不足対策とし

て、国・道と連携した移住支援や起業支援を推進します。

○ 都市部をはじめ市外からの移住を促進するとともに、アパート等の居住者や農

村部における離農後の市外転出を低減し、さらには農村部の新規就農者への活用

を図るため、空き家バンクの活用や空き家・空き地の再整備への支援など、空き

家対策を推進します。

○ 北海道の「外国人観光客 500万人戦略」を好機として捉え、近年、増加してい
る外国人観光客に対する受入体制の整備を進めます。

○ 市立大学学生の市内への定着化を図るため、求人・求職情報の提供機会の充実

を図るとともに、就職支度金や奨学金に対する助成など支援を推進します。

基
本
的
方
向

○ 本市の「住みよさ」を活かし、ターゲットとなる移住者を獲得するため、各種

相談や効果的な情報発信を行う体制整備を検討するとともに、生活に便利な市街

地に整備した「お試し移住住宅」の活用などの取組を推進します。

○ 都市部をはじめ市外からの移住を促進するとともに、アパート等の居住者や農

村部における離農後の市外転出を低減し、さらには農村部の新規就農者への活用

を図るため、空き家バンクの活用や空き家・空き地の再整備への支援など、空き

家対策を推進します。

○ 北海道の「外国人観光客 500万人戦略」を好機として捉え、近年、増加してい
る外国人観光客に対する受入体制の整備を進めます。

○ 市立大学学生の市内への定着化を図るため、求人・求職情報の提供機会の充実

を図るとともに、就職支度金や奨学金に対する助成など支援を推進します。

基
本
的
方
向
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具体的な施策 概 要

市街地でのお試し移住住宅の

提供

本市の「住みよさ」を実感するため生活に便利な市街地に整

備したお試し移住住宅の利用を促進します

住みよいまち・名寄の魅力発

信

名寄市移住促進協議会によるホームページや SNSにより、
本市の「住みよさ」や魅力を発信します

空き家バンク制度の運用 市内遊休住宅の調査・登録と利用希望者への情報提供を行う

空き家バンク事業を実施しており、市内の空家住宅に関する

情報の相互利用を円滑にし、移住を促進します

空家住宅再整備への支援 空家リフォーム等の支援制度について、同様の施策事業があ

ることから、関係部署と連携し取り組みます

特定空家等の除却への支援 特定空家等に認定された空家の所有者に対し、除却や利活用

についての相談窓口の設置など相談援助を行い、除却後の空

地を住宅建設希望者等の再利用につなげます

外国人観光客受入体制の整備 近年増加している外国人観光客に対応するための受入体制

の整備を進めます

退職自衛官の地元再雇用の促

進【再掲】

関係団体と連携し、退職自衛官の地元雇用を促進します

都市地域からの就農を目指す

人材の受入の促進

【再掲】

地域おこし協力隊（農業支援員）の制度を活用し、都市地域

からの新規就農者の受入を促進します

具体的な施策 概 要

市街地でのお試し移住

住宅の提供

本市の「住みよさ」を実感するため生活に便利な市街地に整備したお試

し移住住宅の利用を促進します

住みよいまち・名寄の

魅力発信

名寄市移住促進協議会によるホームページや SNSにより、本市の「住み
よさ」や魅力を発信します

空き家バンク制度の運

用

空家の活用を希望する方への情報提供を行う空き家バンク事業による情

報発信により移住を促進します

空家住宅再整備への支

援

空家等の再整備に対する補助制度により、移住等に向けた空き家の活用

を支援します

特定空家等の適正管理

への支援

空家の所有者に対し、除却や利活用についての相談支援を行います

外国人観光客受入体制

の整備

近年増加している外国人観光客に対応するためWi-Fi環境の充実を含め
た更なる受入体制の整備を進めます

退職自衛官の地元再雇

用の促進【再掲】

関係団体と連携し、退職自衛官の地元雇用を促進します

都市地域からの就農を

目指す人材の受入の促

進【再掲】

地域おこし協力隊（農業支援員）の制度を活用し、都市地域からの新規

就農者の受入を促進します

地方創生推進交付金

（ＵＩＪターン）移住

支援を活用した移住促

進

東京 23区（在住者又は通勤者）から移住し、北海道のマッチングサイト
に登録した法人に就職した方に世帯最大 100万円の移住支援金を支給す
る制度を活用した移住促進を行います

スポーツツーリズム

等、体験型コンテンツ

の開発

Ｎスポーツコミッションや観光協会等と連携し、ニーズを踏まえた商品

開発、情報発信により外国人を含めた交流・関係人口の拡大を図ります
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具体的な施策 概 要

市外からの農業就業体験希望

者の受入の促進【再掲】

農業に対する理解や農村での生活を経験してもらい就農を

検討するきっかけづくりとするため、市外からの農業就業体

験希望者の受入を促進します

市外からの就職を促進するた

めの支援【再掲】

市外から本市内の企業に就職した方若しくは雇用した企業

に対して助成するなど支援します

移住・定住者の住宅整備への

支援

市内住宅関連事業者の人材育成と技術・技能の継承を図るた

め、移住・定住者が市内の住宅関連事業者を利用し改築等を

行った場合の助成を行います

市立大学学生の市内定着化の

促進【再掲】

市立大学学生の市内定着化促進を目的に、労働関係行政部

署・機関と市立大学キャリア支援センターと連携するととも

に、就職支援室に専門スタッフを常駐させ就職支援を行いま

す

求人・求職情報の相互提供の

推進【再掲】

労働関係行政部署・機関による市内での求人動向調査や、市

立大学による学生の市内への求職動態調査を踏まえて、企業

(事業所)と学生に対する情報提供の機会を創出します
市内就業支度金助成制度の運

用【再掲】

市立大学学生の名寄市内定着を促進し、人口の維持及びまち

の活性化に寄与するため、市内事業所に就業する市立大学学

生に地元就業支度金を助成します

生涯学習・地方版ＣＣＲＣ構

想導入に関する調査・研究の

推進

地方への移住を希望する都市部の高齢者を受け入れるため、

市立大学において居住環境、地域活動への参加、就労機会の

提供、生涯学習の機会提供、継続的なケアの提供など、環境

整備に関する調査・研究を推進します

併せて、高齢者の学習意欲を高めるため、生涯学習プログラ

ム等についての調査・研究を進めます

具体的な施策 概 要

市外からの農業就業体験希望

者の受入の促進【再掲】

農業に対する理解や農村での生活を経験してもらい就農を

検討するきっかけづくりとするため、市外からの農業就業体

験希望者の受入を促進します

創業やＵＩＪターン創業、事

業承継への支援【再掲】

市外からの創業や事業承継に対する補助制度や店舗兼住宅

の住宅部分に対する支援制度を創設するとともに、創業・事

業承継支援機関との連携により支援体制を整備します

市外からの就職を促進するた

めの支援【再掲】

市外から本市内の企業に就職した方若しくは雇用した企業

に対して助成するなど支援します

移住・定住者の住宅整備への

支援

市内住宅関連事業者の人材育成と技術・技能の継承を図るた

め、移住・定住者が市内の住宅関連事業者を利用し改築等を

行った場合の助成を行います

市立大学学生の市内定着化の

促進【再掲】

市立大学学生の市内定着化促進を目的に、労働関係行政部

署・機関と市立大学キャリア支援センターと連携するととも

に、就職支援室に専門スタッフを常駐させ就職支援を行いま

す

求人・求職情報の相互提供の

推進【再掲】

労働関係行政部署・機関による市内での求人動向調査や、市

立大学による学生の市内への求職動態調査を踏まえて、企業

(事業所)と学生に対する情報提供の機会を創出します
市内就業支度金助成制度の運

用【再掲】

市立大学学生の名寄市内定着を促進し、人口の維持及びまち

の活性化に寄与するため、市内事業所に就業する市立大学学

生に地元就業支度金を助成します
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[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※ 累計は基準値から積み上げられた値 [重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※ 累計は基準値から積み上げられた値

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

新規冬季スポーツ大会

誘致数

－

7大会

（2015～

2018.3合計)

5大会

（2015～

2020.3合計)

8大会

（2015～2023.3

合計)

説明：新たな全国規模の大会誘致 年間１大会（累計）

全国・全道規模大会の誘

致・開催数

－ 4大会(2017) － 6大会(2023.3)

説明：全国・全道規模大会の１年間の開催数

全国規模スポーツ大会

参加者人数

－ 360人(2017) － 600人(2023.3)

説明：市内で開催した全国規模の冬季スポーツ大会に参加した選手

の人数

具体的な施策 概 要

全国規模の冬季スポーツ大会

の誘致の推進

本市の自然環境や施設環境の強みを生かし、冬季スポーツに

特化した全国トップ選手が参加する大会の誘致活動を推進

します

各種大会の開催への支援 各種冬季スポーツ大会の開催により、選手、コーチなど大会

関係者が本市に訪れることで交流人口・関係人口の拡大を図

るとともに、大会開催地として知名度の向上と冬季スポーツ

の活性化を図るため、大会開催を支援します

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

新規冬季スポーツ大会

誘致数（累計）

－

7大会

（2015～

2018.3合計)

5大会

（2015～

2020.3合計)

8大会

（2015～2023.3

合計)

説明：新たな全国規模の大会誘致 年間１大会

全国・全道規模大会の誘

致・開催数

－ 4大会(2017) － 6大会(2023.3)

説明：全国・全道規模大会の１年間の開催数

全国規模スポーツ大会

参加者人数

－ 360人(2017) － 600人(2023.3)

説明：市内で開催した全国規模の冬季スポーツ大会に参加した選手

の人数

具体的な施策 概 要

全国規模の冬季スポーツ大会

の誘致の推進

本市の自然環境や施設環境の強みを活かし、冬季スポーツに

特化した全国トップ選手が参加する大会の誘致活動を推進

します

各種大会の開催への支援 各種冬季スポーツ大会の開催により、選手、コーチなど大会

関係者が本市に訪れることで交流人口・関係人口の拡大を図

るとともに、大会開催地として知名度の向上と冬季スポーツ

及び地域経済の活性化を図るため、大会開催を支援します

○ 本市の冬季スポーツ環境の強みを活かし、国内トップクラスの中学生・高校生

のスキー選手が参加する、JOCジュニアオリンピックカップ（ノルディック種目）
などの継続開催に向けた誘致活動を推進します。

○ アルペン、スノーボード、カーリング、ノルディックスキーなど、全国規模の

冬季スポーツ大会を開催することにより交流人口及び関係人口の拡大を図りま

す。

② 冬季スポーツ大会の開催・誘致の推進

現

状

基
本
的
方
向

本市は、北海道の北部に位置する積雪寒冷の地であり、他の地域と比べて降雪・着雪

が早く、約４カ月間にわたって良質な積雪が確保される、冬季スポーツに適した恵まれ

た自然環境にあります。

また、国内有数の冬季スポーツ競技施設（アルペン、ノルディック、スノーボード、

カーリング等）が市の中心部から半径５キロ以内に集中して立地している施設環境にあ

ります。

○ 本市の冬季スポーツ環境の強みを生かし、国内トップクラスの中学生・高校生

のスキー選手が参加する、JOCジュニアオリンピックカップ（ノルディック種目）
などの継続開催に向けた誘致活動を推進します。

○ アルペン、スノーボード、カーリングに加え、今後普及が見込まれるバイアス

ロンなど、全国規模の冬季スポーツ大会を開催することにより交流人口及び関係

人口の拡大を図ります。

② 冬季スポーツ大会の開催・誘致の推進

現

状

基
本
的
方
向

本市は、積雪寒冷の地であり、他の地域と比べて降雪・着雪が早く、約４カ月間にわ

たって良質な積雪が確保される、冬季スポーツに適した恵まれた自然環境にあります。

また、国内有数の冬季スポーツ競技施設（アルペン、ノルディック、スノーボード、

カーリング等）が市の中心部から半径５キロ以内に集中して立地している施設環境にあ

ります。
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[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] [重要業績評価指標（ＫＰＩ）]

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

合宿受入人数

2,500人

(2014)

8,081人

(2017)

5,000人

（2020.3)

10,000人

（2023.3)

説明：スポーツ合宿において市内で 2泊以上宿泊した人数

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

合宿受入人数【再掲】

2,500人

(2014)

8,081人

(2017)

5,000人

（2020.3)

10,500人

（2023.3)

説明：スポーツ合宿において市内で 2泊以上宿泊した人数

Ｎスポーツコミッショ

ンでの商品開発数（累

計）【再掲】

－ 0 (2018) － 5（2023.3）

説明：Nスポーツコミッションにおいて開発した商品数

○ 平成 31年（2019）３月に官民様々な関係団体で設立したスポーツを通じたま
ちづくりの中心を担う「Ｎスポーツコミッション」が合宿受入窓口となり、情報

の集約・発信を図るとともに、各スポーツ団体との連携強化によるジュニア育成

システムの構築や地域経済の活性化を図ります。

○ 人口減少、少子高齢化が進む中、冬季スポーツ競技人口が減少傾向にあること、

受入が冬季に集中することなどから、海外チームやパラスポーツ団体の受入な

ど、新規受入拡大を目指すとともに、スポーツツーリズム商品開発により夏季を

含めたインバウンド受入拡大に向けた取組も併せて推進します。

○ 合宿誘致に対する市民理解を深め、市民意識の醸成を図ることにより、市と市

民が一体となった合宿誘致を推進するとともに、合宿参加者と地元選手との交流

を深めます。

③ 冬季スポーツ合宿の誘致の推進

現

状

基

本

的

方

向

現在、冬季については、恵まれた環境を活かしシーズン初めの大会に向けた合宿が行

われており、ノルディック種目（ジャンプ、コンバインド、クロスカントリー）を中心

に企業、大学、高校、各県連の選手が冬季スポーツを中心に合宿に訪れています。

夏季についても、サマージャンプ大会に向けた合宿や大会後の県単位の合宿などが行

われています。冬季競技以外では大学のアメリカンフットボール部、高校の陸上部、サ

ッカー部等が継続して合宿に訪れています。

○ 関係団体と市が連携し合宿誘致に関する組織であるスポーツコミッションを

新設し、合宿受入窓口の一本化を図るとともに、各スポーツ団体との連携強化、

ジュニア育成システムの構築を図ります。

○ 合宿誘致に対する市民理解を深め、市民意識の醸成を図ることにより、市と市

民が一体となった合宿誘致を推進するとともに、合宿参加者と地元選手との交流

を深めます。

③ 冬季スポーツ合宿の誘致の推進

現

状

基

本

的

方

向

現在、冬季については、恵まれた環境を活かしシーズン初めの大会に向けた合宿が行

われており、ジャンプ、コンバインド、クロスカントリーの練習に企業、大学、高校、

各県連の選手が冬季スポーツを中心に合宿に訪れています。

夏季についても、サマージャンプ大会に向けた合宿や大会後の県単位の合宿などが行

われています。冬季競技以外では大学のアメリカンフットボール部、高校の陸上部、サ

ッカー部等が継続して合宿に訪れています。
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具体的な施策 概 要

スポーツコミッションの新

設・運用

合宿受入窓口や受入状況等を集約する担当を一本化すると

ともに、各スポーツ団体との連携強化、ジュニア育成システ

ムの構築を図ります

合宿誘致の推進 オリンピアンの講演やトレーナーによるトレーニングプロ

グラムの提供のほか、市立大学及び市立総合病院と連携しな

がらスポーツ医科学を活用した合宿サポートを行いながら

合宿誘致を推進します

また、既存体育施設等を有効に活用することにより、通年で

スポーツを通じた交流人口の拡大が図られるよう、関係機

関・団体との情報の共有、連携の強化を図ります

具体的な施策 概 要

スポーツコミッションの運用 合宿受入窓口となり、情報の集約・発信強化を図るとともに、

各スポーツ団体との連携強化による、ジュニア育成システム

の構築や地域経済の活性化を図り、スポーツを通じたまちづ

くりを推進します。また、地域資源を活かしたスポーツフー

ドやスポーツツーリズム商品の開発により域外の資金を獲

得し、持続可能な取組を目指します

合宿誘致の推進 オリンピアンの講演のほか、市立大学及び市立総合病院と連

携しながらスポーツ医科学を活用した合宿サポートを行い

ながら合宿誘致を推進します

また、既存体育施設等を有効に活用することにより、通年で

スポーツを通じた交流人口の拡大が図られるよう、関係機

関・団体との情報の共有、連携の強化を図ります
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[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※ 累計は基準値から積み上げられた値 [重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※ 累計は基準値から積み上げられた値

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

ジュニア選手全国大会

出場者数

8人(2014) 25人(2017) 15人（2020.3)
15人

（2023.3)

説明：市内在住で全国大会に出場した冬季スポーツジュニア選手数

親子参加型スポーツイ

ベントの参加人数

－ 0人(2016) －
800人

(2019～2023.3)

説明：親子参加型スポーツイベントへ参加した人数（累計）

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

ジュニア選手全国大会

出場者数

8人(2014) 25人(2017) 15人（2020.3)
15人

（2023.3)

説明：市内在住で全国大会に出場した冬季スポーツジュニア選手

数

親子参加型スポーツイ

ベントの参加人数（累

計）

－ 0人(2016) －
800人

(2019～2023.3)

説明：親子参加型スポーツイベントへ参加した人数

現

状

基本

的方

向

現

状

基本

的方

向

○ 冬季スポーツ大会の開催や合宿誘致と併せて、講演会等の開催や外部指導者の

招致等によりジュニア世代の育成強化を推進することで、冬季スポーツ人口の底

辺拡大を図り、将来にわたり持続可能な冬季スポーツの振興を実現します。

○ 市立大学・市立総合病院と連携したスポーツ医科学を活用した育成システムを

確立し、ジュニア世代の育成強化を推進するとともに、陸上自衛隊冬季戦技教育

隊及びバイアスロンやクロスカントリースキーのオリンピック選手が多数所属

する自衛隊体育学校冬季特別体育教育室の訓練拠点を誘致するほか、スポーツを

活用した教育・健康づくり・子育てを推進することで、参画者を増やし、市民意

識の醸成を図り、自然環境、施設環境、人材をあわせ持つ冬季スポーツの拠点化

を目指します。

④ ジュニア世代の育成強化と冬季スポーツ拠点化の推進

現在、各競技少年団が育成強化を行っていますが、少子化により競技者年齢の隔たり、

指導者確保等それぞれ多くの課題を抱えています。

ジュニアオリンピックを初めとする各種大会の誘致・開催に向けて、多くの地元選手

が大会出場できるよう、育成強化はもとより団員確保、指導者育成が求められています。

また、冬季スポーツ拠点化に向けては、市民意識の醸成が不可欠であることから、地

域経済活性化と併せて、スポーツを活用した健康増進や食の提供など、参画者を増やし

ていくことが求められます。

○ 冬季スポーツ大会の開催や合宿誘致と併せて、講演会等の開催や外部指導者の

招致等によりジュニア世代の育成強化を推進することで、冬季スポーツ人口の底

辺拡大を図り、将来にわたり持続可能な冬季スポーツの振興を実現します。

○ 市立大学・市立総合病院と連携したスポーツ医科学を活用した育成システムを

確立し、ジュニア世代の育成強化を推進するとともに、陸上自衛隊冬季戦技教育

隊及びバイアスロンやクロスカントリースキーのオリンピック選手が多数所属

する自衛隊体育学校冬季特別体育教育室の訓練拠点を誘致するほか、スポーツを

活用した教育・健康づくり・子育てを推進することで、自然環境、施設環境、人

材をあわせ持つ冬季スポーツの拠点化を目指します。

④ ジュニア世代の育成強化と冬季スポーツ拠点化の推進

現在、各競技少年団が育成強化を行っていますが、少子化により競技者年齢の隔たり、

指導者確保等それぞれ多くの課題を抱えています。

ジュニアオリンピックを初めとする各種大会の誘致・開催に向けて、多くの地元選手

が大会出場できるよう、育成強化はもとより団員確保、指導者育成が求められています。
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具体的な施策 概 要

講演会等の開催 各種スポーツ教室や講演会を開催することによりスポーツ

に親しむ機会を創設し、スポーツによる健康づくりや世代間

交流等地域コミュニティの醸成及び地元ジュニア選手の養

成を推進します

指導体制の充実 著名な選手・指導者を招致し、一流の技術やスポーツに取り

組む姿勢等について直接指導を受けることにより、次世代の

選手育成を図ります

ジュニア育成コーチ養成プログラムを実施するなど、指導者

育成、指導者ネットワークを構築し、地域が一体となったジ

ュニア養成体制を進めます

陸上自衛隊冬季戦技教育隊及

び体育学校冬季特別体育教

育室の訓練拠点の移駐要望

活動の推進

本市の冬季の自然環境や競技施設の優位性を活かし、冬季戦

技教育隊及び体育学校冬季特別体育教育室の訓練拠点の

名寄駐屯地への移駐について要望活動を実施します

親子参加型スポーツイベント

の開催

市民皆スポーツ及び地元ジュニア育成を目指すため、親子が

参加しやすいスポーツイベントを開催し、幼少期からスポー

ツに親しむきっかけとなる機会を増やす取組の推進に努め

ます

具体的な施策 概 要

講演会等の開催 各種スポーツ教室や講演会を開催することによりスポーツ

に親しむ機会を創設し、スポーツによる健康づくりや世代間

交流等地域コミュニティの醸成及び地元ジュニア選手の養

成を推進します

指導体制の充実 著名な選手・指導者を招致し、一流の技術やスポーツに取り

組む姿勢等について直接指導を受けることにより、次世代の

選手育成を図ります

ジュニア育成コーチ養成プログラムを実施するなど、指導者

育成、指導者ネットワークを構築し、地域が一体となったジ

ュニア養成体制を進めます

陸上自衛隊冬季戦技教育隊及

び体育学校冬季特別体育教

育室の訓練拠点の移駐要望

活動の推進

本市の冬季の自然環境や競技施設の優位性を活かし、冬季戦

技教育隊及び体育学校冬季特別体育教育室の訓練拠点の

名寄駐屯地への移駐について要望活動を実施します

親子参加型スポーツイベント

の開催

市民皆スポーツ及び地元ジュニア育成を目指すため、親子が

参加しやすいスポーツイベントを開催し、幼少期からスポー

ツに親しむきっかけとなる機会を増やす取組の推進に努め

ます

スポーツ×健康拠点の構築 市民目線での健康づくり・スポーツ振興等の情報提供を行う

とともに「健康・食・スポーツ」等をテーマとしたバラエテ

ィ豊富なコンテンツを提供し「市民が行きたい・集まりたい」

と思える拠点の構築を目指します。併せて市外から本地域を

訪れるアスリート・観光客（スポーツツーリズム）の交流拠

点の整備を推進し、多世代・市内外交流拠点の構築により更

なる活性化を目指します
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指標項目 基準値 現状値 目標値 目標値

合計特殊出生率 1.52
(2008～2012)

－ 1.66(2020.3) 1.66(2023.3)

待機児童数 － 6人(2016) 0人(2020.3) 0人(2023.3)
全国学力・学習状況

調査全教科の結果
－ 全国平均

全科目全国

平均以上

全科目全国

平均以上

全国体力・運動能力、

運動習慣等調査の結

果

－ 全国平均
体力合計点

全国平均以上

体力合計点

全国平均以上

老年人口の社会減 ▲55人(2014) ▲51人(2017)
▲27人

(2020.3)
▲57人

(2023.3)
リカレント講座開催

回数
0 回 (2014) 6回(2017) 4回(2020.3) 7回(2023.3)

指標項目 基準値 現状値 目標値 目標値

合計特殊出生率 1.52
(2008～2012)

－ 1.66(2020.3) 1.66(2023.3)

待機児童数 － 6人(2016) 0人(2020.3) 0人(2023.3)
全国学力・学習状況

調査全教科の結果
－ 全国平均

全科目全国

平均以上

全科目全国

平均以上

全国体力・運動能力、

運動習慣等調査の結

果

－ 全国平均
体力合計点

全国平均以上

体力合計点

全国平均以上

老年人口の社会減 ▲55人(2014) ▲51人(2017)
▲27人

(2020.3)
▲57人

(2023.3)
リカレント講座開催

回数
0 回 (2014) 6回(2017) 4回(2020.3) 7回(2023.3)

人口減少を抑制するためには、出生率を向上させるとともに人口の流出に歯止めをか

けることが重要です。

結婚や出産は個人の意思に基づくものですが、結婚し、子どもを持ちたいと思う方々

の希望を実現し、親や子どもが「この環境で子どもを育ててよかった」、「名寄で育って

よかった」といえるまちを築き上げるため、子育てと仕事の両立支援や子育て家庭への

支援等に取り組むほか、家庭や地域社会から信頼される学校教育を進めるなど、子育て

支援を推進します。

また、これまでの少子化の進行により、今後、生産年齢人口が減少することが見込ま

れることから、将来にわたって本市の活性化を維持・継続していくため、老年人口の流

出抑制とともに、結婚しても出産しても働き続ける選択肢があり、これまで就労してい

ない専業主婦や高齢者、障がい者などが状況に応じて働き、外国人材が活躍できるなど、

誰もが居場所や役割を持ち活躍できる環境づくりを推進します。

３ ここで育って、ここで育ててよかったといえるまち

ここで住み続けたいと思うまち

人口減少を抑制するためには、出生率を向上させるとともに人口の流出に歯止めをか

けることが重要です。

結婚や出産は個人の意思に基づくものですが、結婚し、子どもを持ちたいと思う方々

の希望を実現し、親や子どもが「この環境で子どもを育ててよかった」、「名寄で育って

よかった」といえるまちを築き上げるため、子育てと仕事の両立支援や子育て家庭への

支援等に取り組むほか、家庭や地域社会から信頼される学校教育を進めるなど、子育て

支援を推進します。

また、これまでの少子化の進行により、今後、生産年齢人口が減少することが見込ま

れることから、将来にわたって本市の活性化を維持・継続していくため、老年人口の流

出抑制とともに意欲的に地域づくりに参加するアクティブシニアが増えるよう、高齢者

が活躍できる環境づくりを推進します。

３ ここで育って、ここで育ててよかったといえるまち

ここで住み続けたいと思うまち
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[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] [重要業績評価指標（ＫＰＩ）]

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

一時保育提供量（在園

児）

73人/日

(2015)

78人/日

(2017)

73人/日

(2020.3)

73人/日

(2023.3)

説明：一時保育量見込み

一時保育提供量（在園児

以外）

12人/日

(2015)

13人/日

(2017)

13人/日

(2020.3)

12人/日

(2023.3)

説明：一時保育量見込み

延長保育提供量
35人(2015) 41人(2017) 30人(2020.3) 35人(2023.3)

説明：延長保育量見込み

放課後児童クラブ提供

量

4か所・280

人(2015)

5か所・274

人(2017)

5か所・260

人(2020.3)

5 か所・290

人(2023.3)

説明：放課後児童ｸﾗﾌﾞ利用量見込み

ファミリー・サポート・

センター事業の利用

128人(2016) 156人(2017) －
160人

(2023.3)

説明：年度ごとの登録者数

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

一時保育提供量（在園

児）

73人/日

(2015)

78人/日

(2017)

73人/日

(2020.3)

73人/日

(2023.3)

説明：一時保育量見込み

一時保育提供量（在園児

以外）

12人/日

(2015)

13人/日

(2017)

13人/日

(2020.3)

12人/日

(2023.3)

説明：一時保育量見込み

延長保育提供量
35人(2015) 41人(2017) 30人(2020.3) 35人(2023.3)

説明：延長保育量見込み

放課後児童クラブ提供

量

4か所・280

人(2015)

5か所・274

人(2017)

5か所・260

人(2020.3)

5 か所・290

人(2023.3)

説明：放課後児童ｸﾗﾌﾞ利用量見込み

ファミリー・サポート・

センター事業の利用

128人(2016) 156人(2017) －
160人

(2023.3)

説明：年度ごとの登録者数

○ 子育て中の親が、仕事と子育てを両立することができるよう、市や民間事業者、

住民など様々な主体が、多様な保護者ニーズに対応したきめ細かいサービスを提

供するためファミリー・サポート・センターでの取組を推進します。

○ 子どもの健全な育成を図る放課後児童クラブの充実に努めるほか、結婚、出産

後も子育てしながら状況に応じて働き続けられる就労環境の整備促進や退職し

た女性の再就職の支援など雇用環境の整備を促進します。

① 子育てと仕事の両立支援の推進

現

状

基本

的方

向

平成 31年（2019）1月に実施した「名寄市子ども・子育て支援事業計画」策定に向
け行ったアンケート調査において、就労状況の調査結果では前回調査と比較し「就労し

ていない」割合が減少し、特にフルタイム勤務が増加しています。また、現在は就労し

ていないが就労を希望している割合が７５％となっており、共働き家庭の増加が見込ま

れることが予想されます。

今後、このような思いを実現しやすい環境提供のため、子どもの保育環境の充実、子

育てを社会が担っていく環境の更なる充実が必要となります。

○ 子育て中の親が、仕事と子育てを両立することができるよう、市や民間事業者、

住民など様々な主体が、多様な保護者ニーズに対応したきめ細かいサービスを提

供するためファミリー・サポート・センターでの取組を推進します。

○ 子どもの健全な育成を図る放課後児童クラブの充実に努めるほか、子育てしな

がら働き続けられる就労環境の整備促進や退職した女性の再就職の支援など雇

用環境の整備を促進します。

① 子育てと仕事の両立支援の推進

現

状

基本

的方

向

平成 27年（2015）3月に策定した「名寄市子ども・子育て支援事業計画」策定時に
行ったアンケート調査では、家庭類型で一番多かったものが「専業主婦（夫）」の家庭

で、全体の約半数に及ぶ 46.4％でした。潜在的な家庭類型調査では、専業主婦（夫）の
家庭が減少し、「フルタイム×パートタイム」の家庭が 5.4％伸び、パートタイムでの就
労希望が多いことがわかりました。

今後、このような思いを実現しやすい環境提供のため、子どもの保育環境の充実、子

育てを社会が担っていく環境の更なる充実が必要となります。
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具体的な施策 概 要

多様な保育サービスの提供 公私立保育所、認定こども園において、低年齢児保育、延長

保育、一時保育をはじめ、多様な保育サービスを提供すると

ともに、職員の資質の向上や保育施設の整備等により、保育

内容の向上を図るほか、幼保の連携を推進します

ファミリー・サポート・セン

ターの充実

乳幼児や小学生等の子どもを持つ方を会員として、子どもの

預かり等の援助を受けたい人と行いたい人との相互援助活

動に関する連絡・調整を行うファミリー・サポート・センタ

ーにおいて、子育てと仕事の両立支援の一層の充実を図りま

す

放課後児童対策の充実 放課後児童クラブの整備を図るとともに、保護者ニーズに対

応したサービスを提供します

子育てしやすい就労環境の整

備

子育てと仕事が両立できるよう、育児休業制度の普及・定着

を促進するとともに、労働時間の短縮、フレックスタイム制

度の導入など労働条件の改善について事業主への啓発を推

進します

出産や育児などにより退職した女性の再就職の支援を推進

します

具体的な施策 概 要

多様な保育サービスの提供 保育所、認定こども園において、低年齢児保育、延長保育、

病後児保育などの一時保育をはじめ、多様な保育サービスを

提供するとともに、職員の資質の向上や保育施設の整備等に

より、保育内容の向上を図るほか、幼保の連携を推進します

ファミリー・サポート・セン

ターの充実

乳幼児や小学生等の子どもを持つ方を会員として、子どもの

預かり等の援助を受けたい人と行いたい人との相互援助活

動に関する連絡・調整を行うファミリー・サポート・センタ

ーにおいて、子育てと仕事の両立支援の一層の充実を図りま

す

放課後児童対策の充実 放課後児童クラブの整備を図るとともに、保護者ニーズに対

応したサービスを提供します

子育てしやすい就労環境の整

備

子育てと仕事が両立できるよう、育児休業制度の普及・定着

を促進するとともに、労働時間の短縮、フレックスタイム制

度の導入など労働条件の改善について事業主への啓発を推

進します

出産や育児などにより退職した女性の再就職の支援を推進

します

② 子育て家庭への支援の推進

現

状

本市は転勤者が多い都市であり、核家族化が進み、子育てが孤立化する傾向が強く、

社会とのつながりが重要な子育て家庭への支援要素の一つでもあります。引き続き、国

が推進する「地域子ども・子育て支援事業」の充実を図り、子育てに悩んでいる方等を

多方面から支援していく必要があり、相談・支援体制や情報提供の充実が求められます。

また、子どもの貧困対策の推進も、全ての子どもが健全に成長するための支援として

重要なもののひとつです。

② 子育て家庭への支援の推進

現

状

本市は転勤者が多い都市であり、核家族化が進み、子育てが孤立化する傾向が強く、

社会とのつながりが重要な子育て家庭への支援要素の一つでもあります。引き続き、国

が推進する「地域子ども・子育て支援事業」の充実を図り、子育てに悩んでいる方等を

多方面から支援していく必要があります。

また、子どもの貧困対策の推進も、全ての子どもが健全に成長するための支援として

重要なもののひとつです。
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[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] [重要業績評価指標（ＫＰＩ）]

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

乳児家庭訪問戸数
全戸(2015) 全戸(2017) 全戸(2020.3) 全戸(2023.3)

説明：全戸訪問を継続

多世代交流人口
934人(2014) 961人(2017)

1,000人

(2020.3)

1,000人

(2023.3)

説明：親子おでかけバスツアー等の参加者数

子育て支援センターの

利用

―
1,324人

(2016)
－

1,450人

(2023.3)

説明：年度ごとの利用登録者数

こども発達支援事業の

利用

― 54人(2016) － 60人(2023.3)

説明：年度ごとの通所児数

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

乳児家庭訪問戸数
全戸(2015) 全戸(2017) 全戸(2020.3) 全戸(2023.3)

説明：全戸訪問を継続

多世代交流人口
934人(2014) 961人(2017)

1,000人

(2020.3)

1,000人

(2023.3)

説明：親子おでかけバスツアー等の参加者数

子育て支援センターの

利用

―
1,324人

(2016)
－

1,450人

(2023.3)

説明：年度ごとの利用登録者数

こども発達支援事業の

利用

― 54人(2016) － 60人(2023.3)

説明：年度ごとの通所児数

○ 個々の家庭状況や子どもの発達段階に応じた適切な情報提供・相談体制づくり

に努めるとともに、保護者同士の交流や相互の助け合いを促進し、悩みや負担の

軽減を図るほか、妊娠・出産期からの切れ目ない支援体制の充実と周産期医療・

救急医療等の体制強化を図り、子どもと親の健康を支えます。

○ 国の施策とも協調した保育・教育に係る負担軽減の実施や、各種経済的支援制

度の周知に努めるとともに、小児科専門医による 24時間 365日体制の小児医療
の提供を継続します。

さらに、小児の医療費助成による経済的負担の軽減を継続します。

基本

的方

向

○ 個々の家庭状況や子どもの発達段階に応じた適切な情報提供・相談体制づくり

に努めるとともに、保護者同士の交流や相互の助け合いを促進し、悩みや負担の

軽減を図るほか、妊娠・出産期からの切れ目ない支援体制の充実と周産期医療・

救急医療等の体制強化を図り、子どもと親の健康を支えます。

特に、子育て支援センター「ひまわりらんど」を中心に子育て支援事業の取組

を推進します。

○ 国の施策とも協調した保育・教育に係る負担軽減の実施や、各種経済的支援制

度の周知に努めるとともに、小児科専門医による 24時間 365日体制の小児医療
の提供を継続します。

さらに、小児の医療費助成による経済的負担の軽減を継続します。

基本

的方

向
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具体的な施策 概 要

情報提供・相談の充実 多様な媒体を活用し、子どもや子育てに関する支援情報を妊

娠時や乳幼児等の時期に応じて適切に提供するとともに、子

育てサークルやボランティア等住民による自発的な情報発

信を支援します

子育てサービスや子育てに対する不安・悩みに適切に対応す

るため、家庭児童相談、ひとり親相談など担当分野の専門性

を強化するとともに、関係機関との連携を強化するほか、子

ども・子育てに関わる情報を一元化し、ワン・ストップによ

る相談窓口を実施します

子育て交流の促進 子どもや子育てについて様々な悩みや不安を抱え、身近に協

力者や相談者のいない親が、家庭や地域の中で孤立すること

がないよう、親同士や多世代との交流を促進し、情報交換し

合える機会の充実を図るとともに、子どもも参加できる講

座・イベント等の開催や託児サービスの実施など、小さな子

ども連れでも社会参加がしやすい環境整備を推進します

子育て支援センターの充実 子育て支援センターの利用者拡大や気軽に親子の交流や子

育て相談ができる環境を充実させるとともに、子育てだけに

限らず、子どもが関係する行政サービス全般などの相談にも

対応できる「子育てコンシェルジュ」の配置によって取組を

一層推進します

子どもと親の健康を支える保

健サービスの充実

子どもと親が心身ともに健やかに暮らせるよう、各種健診や

保健講座、健康相談の充実に努め、妊娠・出産期からの切れ

目ない支援体制の構築を図ります

小児救急医療の実施など医療

サービスの充実

市立総合病院小児科において、24時間体制で小児医療を提
供しており、休日・夜間でも小児科専門医による迅速・適切

な医療を受けることができる、小児救急医療体制を継続しま

す

市民が安心して出産できるよう、医師・看護師・助産師等の

知識・技術等の向上や施設・設備の充実など周産期医療の充

実を促進するほか、不妊に関する相談・情報提供を実施しま

す

子育て家庭の経済的負担の軽

減

子育て家庭を経済的に支援するため、小児の医療費助成や乳

児期のおむつ処理に要する有料ごみ袋の支給等を引き続き

実施します

具体的な施策 概 要

情報提供・相談の充実 多様な媒体を活用し、子どもや子育てに関する支援情報を妊

娠時や乳幼児等の時期に応じて適切に提供するとともに、子

育てサークルやボランティア等住民による自発的な情報発

信を支援します

子育てサービスや子育てに対する多様化する不安・悩みに適

切に対応するため、保健センター内において子育て世代包括

支援センター事業を開始し、こども未来課において実施して

いる子ども家庭総合支援拠点事業と一体的に支援すること

で担当分野の専門性を強化するとともに、関係機関との連携

を強化するほか、子ども・子育てに関わる情報を一元化し、

ワン・ストップによる相談窓口を実施します

子育て交流の促進 子どもや子育てについて様々な悩みや不安を抱え、身近に協

力者や相談者のいない親が、家庭や地域の中で孤立すること

がないよう、親同士や多世代との交流を促進し、情報交換し

合える機会の充実を図るとともに、子どもも参加できる講

座・イベント等の開催や託児サービスの実施など、小さな子

ども連れでも社会参加がしやすい環境整備を推進します

子育て支援センターの充実 子育て支援センターの利用者拡大や気軽に親子の交流や子

育て相談ができる環境を充実させるとともに、子育てだけに

限らず、子どもが関係する行政サービス全般などの相談にも

対応できる「子育てコンシェルジュ」の配置によって取組を

一層推進します

子どもと親の健康を支える保

健サービスの充実

子どもと親が心身ともに健やかに暮らせるよう、妊産婦健康

診査や産後ケアなど妊娠・出産の初期段階における支援を強

化し、各種健診や保健講座、健康相談などきめ細やかな母子

保健事業を基盤に、妊娠・出産期からの切れ目ない支援体制

の充実を図ります

小児救急医療の実施など医療

サービスの充実

市立総合病院小児科において、24時間体制で小児医療を提
供しており、休日・夜間でも小児科専門医による迅速・適切

な医療を受けることができる、小児救急医療体制を継続しま

す

市民が安心して出産できるよう、医師・看護師・助産師等の

知識・技術等の向上や施設・設備の充実など周産期医療の充

実を促進するほか、不妊に関する相談・情報提供を実施しま

す

子育て家庭の経済的負担の軽

減

子育て家庭を経済的に支援するため、小児の医療費助成や乳

児期のおむつ処理に要する有料ごみ袋の支給等を引き続き

実施します
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○ 教育改善プロジェクト委員会のこれまでの取組を踏まえ、今後の課題を明確化

し、研究体制、研究計画等の改善を図りながら、市内の全小中学校が一体となっ

て児童生徒に「生きる力」を育む効果的な取組の充実を目指します。

○ 幼稚園・保育所・認定こども園・小中学校・高等学校・市立大学・関係機関等

との連携を強化し、地域全体で児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた支援体

制の整備に努めるなど、名寄市の特別支援教育の充実を目指します。

○ 地域社会と連携した信頼される学校づくりを推進するため、学校と家庭・地域

が目標を共有し協働して課題に対応する地域とともにある学校づくりを目指しま

す。

③ 家庭や地域社会から信頼される学校教育の推進

今日、変化の激しい時代を向かえ、児童生徒に確かな学力、豊かな心、健やかな体の

調和のとれた「生きる力」を確実に育むには、これまで以上に、学校力、教師力の向上

に努めなければなりません。現在、本市では、小中学校の教育活動等の改善充実を図る

体制を整備し、子どもたちの学力・体力の向上等に成果を上げています。

今後は、家庭や地域社会からより一層信頼される学校教育を目指し、市内の全小中学

校が一体となって児童生徒の「生きる力」を育む効果的な取組の推進が求められていま

す。

③ 家庭や地域社会から信頼される学校教育の推進

○ 教育改善プロジェクト委員会のこれまでの取組を踏まえ、今後の課題を明確化

し、研究体制、研究計画等の改善を図りながら、市内の全小中学校が一体となっ

て児童生徒に「生きる力」を育む効果的な取組の充実を目指します。

○ 幼稚園・保育所・認定こども園・小中学校・高等学校・市立大学・関係機関等

との連携を強化し、地域全体で児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた支援体

制の整備に努めるなど、名寄市の特別支援教育の充実を目指します。

○ 地域社会と連携した信頼される学校づくりを推進するため、学校と家庭・地域

が目標を共有し協働して課題に対応する地域とともにある学校づくりを目指しま

す。

今日、変化の激しい時代を向かえ、児童生徒に確かな学力、豊かな心、健やかな体の

調和のとれた「生きる力」を確実に育むには、これまで以上に、学校力、教師力の向上

に努めなければなりません。現在、本市では、小中学校の教育活動等の改善充実を図る

体制を整備し、子どもたちの学力・体力の向上等に成果を上げています。

今後は、家庭や地域社会からより一層信頼される学校教育を目指し、市内の全小中学

校が一体となって児童生徒の「生きる力」を育む効果的な取組の推進が求められていま

す。
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[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] [重要業績評価指標（ＫＰＩ）]

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

「家で学校の授業の復

習をしている」と回答す

る者の割合

21.5％(2014)
48.3％

(2017)

40.0％

（2020.3)
50.0％（2023.3)

説明：小学校・中学校全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙の回

答状況から

「将来の夢や目標を持

っている」と回答する者

の割合

46.8％(2014)
51.8％

(2017)

55.0％

（2020.3)
57.0％（2023.3)

説明：中学校全国学力・学習状況調査生徒質問紙の回答状況から

「いじめはどんな理由

があっても許されない」

と回答する者の割合

小中全体で

92.91％

(2014)

小中全体で

86.40％

(2017)

小中全体で

100.0％

（2020.3)

小中全体で

100.0％（2023.3)

説明：いじめの把握のためのアンケート調査から

「学校を卒業後も、自主

的に運動をしたい」と回

答する者の割合

小中平均で

74.15％

(2014)

小中平均で

64.70％

(2014)

小中平均で

90.00％

（2020.3)

小中平均で

90.00％（2023.3)

説明：小学校・中学校全国体力・運動能力、運動習慣等調査児童生

徒質問紙の回答状況から

特別支援学級担任にお

ける特別支援学校教諭

免許状保有率

42％(2014) 59％(2014) 50％(2020.3)
50％

(2023.3)

説明：

名寄版個別の支援計画

「すくらむ」の活用人数

284名(2014) 280名(2017)
350名

(2020.3)
350名(2023.3)

説明：

学校運営協議会の設置

状況

－
小学 3 中学 1

校(2017)
－

全小・中学校に配

置(2023.3)

説明：

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

「家で学校の授業の復

習をしている」と回答す

る者の割合

21.5％(2014)
48.3％

(2017)

40.0％

（2020.3)
50.0％（2023.3)

説明：小学校・中学校全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙の回

答状況から

「将来の夢や目標を持

っている」と回答する者

の割合

46.8％(2014)
51.8％

(2017)

55.0％

（2020.3)
57.0％（2023.3)

説明：中学校全国学力・学習状況調査生徒質問紙の回答状況から

「いじめはどんな理由

があっても許されない」

と回答する者の割合

小中全体で

92.91％

(2014)

小中全体で

86.40％

(2017)

小中全体で

100.0％

（2020.3)

小中全体で

100.0％（2023.3)

説明：いじめの把握のためのアンケート調査から

「学校を卒業後も、自主

的に運動をしたい」と回

答する者の割合

小中平均で

74.15％

(2014)

小中平均で

64.70％

(2014)

小中平均で

90.00％

（2020.3)

小中平均で

90.00％（2023.3)

説明：小学校・中学校全国体力・運動能力、運動習慣等調査児童生

徒質問紙の回答状況から

特別支援学級担任にお

ける特別支援学校教諭

免許状保有率

42％(2014) 59％(2014) 50％(2020.3)
50％

(2023.3)

説明：特別支援学級担任における特別支援学校教諭免許状保有率

名寄版個別の支援計画

「すくらむ」の活用人数

284名(2014) 280名(2017)
350名

(2020.3)
350名(2023.3)

説明：名寄版個別の支援計画「すくらむ」の活用人数

学校運営協議会の設置

状況

－
小学 3 中学 1

校(2017)
－

全小・中学校に配

置(2023.3)

説明：学校運営協議会の設置状況

基本

的方

向

基本

的方

向
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具体的な施策 概 要

名寄市教育改善プロジェクト

委員会の推進

※「教育改善プロジェクト委員

会」とは、各学校の特色を生かし

つつ、効果的な取組を共有し、総

合的に学校教育を見直し、効率良

く諸課題の解決を図ることをね

らいに設置された組織。委員は市

内の全小・中学校の校長と教頭及

び各学校から選出された 30数名

の教諭により構成。

教育改善プロジェクト委員会における取組を通して、名寄市

の全小中学校が一体となって、児童生徒の知・徳・体の調和

のとれた「生きる力」を育む教育活動の充実・改善を継続的

に進めます

・管理職のリーダーシップの下で全校が一つのチームとなっ

た包括的な学校改善を図る学校力向上の取組の充実

・教職員の資質向上や中堅教職員のマネジメント力を高める

研修会や視察研修の実施

・全国学力・学習状況調査や全国体力・運動能力、運動習慣

等調査結果分析に基づく改善を図る取組の充実

・「名寄市いじめ防止基本方針」に基づく、学校と家庭・地

域が一体となったいじめの未然防止、早期発見・早期解消

を図る取組の充実

・豊かな情操を育む市民文化センター大ホール「EN-RAY」
の活用の充実等

名寄市立大学との連携に基づ

く特別支援教育の充実

名寄市特別支援連携協議会における取組内容の一層の啓発

に努め、同協議会に参加する小中学校、幼稚園、保育所、認

定こども園、高等学校、就労機関等の拡充に努め、地域全体

で児童生徒一人一人のニーズに応じた特別支援教育の充実

を図ります

・名寄市立大学との連携を強化し、専門的知識を有する教員

で構成される名寄市特別支援教育専門家チームによる巡

回教育相談の充実

・名寄版個別の支援計画「すくらむ」の利用拡大による乳幼

児期から就労まで一貫した支援体制の整備

・本市における特別支援学校教諭免許状保有率を拡大し、特

別支援教育に係る教職員の専門性の向上等

具体的な施策 概 要

名寄市教育改善プロジェクト

委員会の推進

※「教育改善プロジェクト委員

会」とは、各学校の特色を活かし

つつ、効果的な取組を共有し、総

合的に学校教育を見直し、効率良

く諸課題の解決を図ることをね

らいに設置された組織。委員は市

内の全小・中学校の校長と教頭及

び各学校から選出された 30数名

の教諭により構成。

教育改善プロジェクト委員会における取組を通して、名寄市

の全小中学校が一体となって、児童生徒の知・徳・体の調和

のとれた「生きる力」を育む教育活動の充実・改善を継続的

に進めます

・管理職のリーダーシップの下で全校が一つのチームとなっ

た包括的な学校改善を図る学校力向上の取組の充実

・教職員の資質向上や中堅教職員のマネジメント力を高める

研修会や視察研修の実施

・全国学力・学習状況調査や全国体力・運動能力、運動習慣

等調査結果分析に基づく改善を図る取組の充実

・「名寄市いじめ防止基本方針」に基づく、学校と家庭・地

域が一体となったいじめの未然防止、早期発見・早期解消

を図る取組の充実

・豊かな情操を育む市民文化センター大ホール「EN-RAY」
の活用の充実等

名寄市立大学との連携に基づ

く特別支援教育の充実

名寄市特別支援連携協議会における取組内容の一層の啓発

に努め、同協議会に参加する小中学校、幼稚園、保育所、認

定こども園、高等学校、就労機関等の拡充に努め、地域全体

で児童生徒一人一人のニーズに応じた特別支援教育の充実

を図ります

・名寄市立大学との連携を強化し、専門的知識を有する教員

で構成される名寄市特別支援教育専門家チームによる巡

回教育相談の充実

・名寄版個別の支援計画「すくらむ」の利用拡大による乳幼

児期から就労まで一貫した支援体制の整備

・本市における特別支援学校教諭免許状保有率を拡大し、特

別支援教育に係る教職員の専門性の向上等
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○ 今後、生産年齢人口が減少することが見込まれる本市においては、老年人口の

流出を抑制するとともに、これまで就労していない専業主婦や高齢者、障がい者

などが状況に応じて働き、地域社会に積極的に参加することで、まちづくりの担

い手を増やしていくことが重要です。将来にわたって本市の活性化を維持・継続

していくため、意欲的に地域づくりに参加するアクティブシニアが増え、外国人

材が活躍できるなど誰もが居場所と役割を持ち住み続けられ活躍できる環境づ

くりを推進します。

○ 市立大学において、復職支援やリカレント教育など公開講座の充実を図りま

す。

○ 高齢者、障がい者、外国人など誰もが安心して暮らし続けるために、今後見込

まれる自動運転技術を活用した買い物・通院時の交通の研究や、「除雪」の負担

軽減、切れ目ない医療や介護の充実を図るとともに、ＩＣＴやＡＩ、ロボットな

どを活用したヘルスケアの検討や地域包括ケアシステムの深化を図る取組を推

進します。

○ 若い頃から健診の受診習慣を持ち、地域全体で健康意識を高めることにより、

誰もが活躍できる環境づくりが実現されることからも、健康維持についての

普及啓発を進めます。

○ ＩＣＴ等の活用にによる公共交通サービスの拡充と情報の高度化を目指し、シ

ームレス交通の実現を図ります。

④ 誰もが活躍できる環境づくりの推進

本市では、生産年齢人口の減少により少子・高齢化が進み、全国・全道平均に比べ高

齢化率が高い状況となっていることから、高齢者が生きがいをもって、健康で暮らし、

高齢者自身が地域社会の中で自らの経験と知識を活かし自主的・積極的に社会参加する

ことが重要となってきます。また、労働力人口の確保や誰もが活躍できる環境づくりが

求められます。さらに、安心して暮らし続けるため、切れ目ない医療・介護をはじめ、

シームレス交通の確保や除雪の負担軽減などが求めらます。

平成 29年度（2017）の特定健診の結果をみると、何らかの所見がある方が９割以上
となっており、その中でも血糖値・血圧が高い方が多くを占めています。そのため、若

いうちに健診の受診習慣をもってもらうなど地域全体で健康意識が向上できるような

取組が必要です。

本市では、生産年齢人口の減少により少子・高齢化が進み、全国・全道平均に比べ高

齢化率が高い状況となっています。

そのため、高齢者が生きがいをもって、健康で暮らし、高齢者自身が地域社会の中で

自らの経験と知識を活かし自主的・積極的に社会参加することが重要となってきます。

高齢者が社会参加し、社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながります。

また、平成 29年度（2017）の特定健診の結果をみると、何らかの所見がある方が９
割以上となっており、その中でも血糖値・血圧が高い方が多くを占めています。そのた

め、若いうちに健診の受診習慣をもってもらうなど地域全体で健康意識が向上できるよ

うな取組が必要です。

④ 高齢者が活躍できる環境づくりの推進

○ 今後、生産年齢人口が減少することが見込まれる本市においては、老年人口の

流出を抑制するとともに、高齢者が地域社会に積極的に参加することで、まちづ

くりの担い手を増やしていくことが重要です。将来にわたって本市の活性化を維

持・継続していくため、意欲的に地域づくりに参加するアクティブシニアが増え

るよう、高齢者が住み続けられ活躍できる環境づくりを推進します。

○ 市立大学において、地方版ＣＣＲＣ構想の導入に関する調査・研究を推進する

とともに、公開講座の充実を図ります。
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[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] [重要業績評価指標（ＫＰＩ）]

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

30～60歳代男性の肥満

者の割合

36.8％(2014)
40.1％(2017) 減少傾向

(2018.3)

減少傾向

(2023.3)

説明：名寄市健康増進計画「健康なよろ 21（第 2次）」より

40～60歳代女性の肥満

者の割合

19.4％(2014)
21.7％(2017) 減少傾向

(2018.3)

減少傾向

(2023.3)

説明：名寄市健康増進計画「健康なよろ 21（第 2次）」より

65歳以上の運動習慣者

の割合

男性 57.8％

(2014)

女性 43.3％

(2014)

男性 46.6％

(2017)

女性 43.8％

(2017)

増加傾向

(2018.3)

増加傾向

(2023.3)

説明：名寄市健康増進計画「健康なよろ 21（第 2次）」より

公開講座の開催回数
3回(2014) 4回(2017) 5回(2020.3) 5回(2023.3)

説明：年間

健康づくり体操教室
2,022人(2014)

1,947人

(2016)
－

3,000人

(2023.3)

説明：年間延べ人数

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

30～60歳代男性の肥満

者の割合

36.8％(2014)
40.1％(2017) 減少傾向

(2018.3)

減少傾向

(2023.3)

説明：名寄市健康増進計画「健康なよろ 21（第 2次）」より

40～60歳代女性の肥満

者の割合

19.4％(2014)
21.7％(2017) 減少傾向

(2018.3)

減少傾向

(2023.3)

説明：名寄市健康増進計画「健康なよろ 21（第 2次）」より

65歳以上の運動習慣者

の割合

男性 57.8％

(2014)

女性 43.3％

(2014)

男性 46.6％

(2017)

女性 43.8％

(2017)

増加傾向

(2018..3)

増加傾向

(2023.3)

説明：名寄市健康増進計画「健康なよろ 21（第 2次）」より

公開講座の開催回数
3回(2014) 4回(2017) 5回(2020.3) 5回(2023.3)

説明：市立大学での公開講座の年間開催回数

健康づくり体操教室
2,022人(2014)

1,947人

(2016)
－

3,000人

(2023.3)

説明：年間延べ人数

医療介護連携情報共有

ＩＣＴシステム登録者

数

－ 0人(2019) －
380人

(2023.3)

説明：システム登録者数

基

本

的

方

向

基

本

的

方

向
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具体的な施策 概 要

高齢者への生涯学習機会の確

保

高齢者が様々な学習活動を通して楽しみながら知識や教養

を身に付け、喜びと生きがいのある充実した人生を過ごせる

よう、一般教養や本市のまちづくりなどについて学ぶ高齢者

学級を運営し、学習機会の充実を図ります

高齢者の地域活動参加の場の

確保

高齢者が知識と経験を生かし、就労を通じて地域活動に積極

的に参加できるよう、高齢者事業センターや高齢者事業団へ

の支援を実施し就労の機会を確保することにより、高齢者の

生きがいと健康の維持を増進するとともに、地域の活性化を

図ります

高齢期に健やかに生活するた

めの健康づくりの推進

高齢になっても、いきいきと健康に、自立した生活が送れる

ようにするため、すべての年代において、それぞれのステー

ジに応じた食生活の改善や運動習慣の定着が図られるよう、

健康づくりの取組を推進します

生涯学習・地方版ＣＣＲＣ構

想導入に関する調査・研究の

推進【再掲】

地方への移住を希望する都市部の高齢者を受け入れるため、

市立大学において居住環境、地域活動への参加、就労機会の

提供、生涯学習の機会提供、継続的なケアの提供など、環境

整備に関する調査・研究を推進します

併せて、高齢者の学習意欲を高めるため、生涯学習プログラ

ム等についての調査・研究を進めます

公開講座等の充実【再掲】 市立大学において、知の分野で地域に貢献することを目的

に、健康や医療・福祉、子育てなどに関することをテーマに

実施している地域住民向け公開講座の充実を図ります

具体的な施策 概 要

生涯学習機会の確保 誰もが様々な学習活動を通して楽しみながら知識や教養を

身に付け、喜びと生きがいのある充実した人生を過ごせるよ

う、学習機会の充実を図ります

高齢者の地域活動参加の場の

確保

高齢者が知識と経験を活かし、就労を通じて地域活動に積極

的に参加できるよう、高齢者事業センターや高齢者事業団へ

の支援を実施し就労の機会を確保することにより、高齢者の

生きがいと健康の維持を増進するとともに、地域の活性化を

図ります

健やかに生活するための健康

づくりの推進

いきいきと健康に、自立した生活が送れるようにするため、

すべての年代において、それぞれのステージに応じた食生活

の改善や運動習慣の定着が図られるよう、健康づくりの取組

を推進します

公開講座等の充実【再掲】 市立大学において、知の分野で地域に貢献することを目的

に、健康や医療・福祉、子育てなどに関することをテーマに

実施している地域住民向け公開講座や労働力人口の確保に

向けた復職支援やリカレント教育の充実を図ります

除雪サービス事業 高齢者の転出理由に「除雪」があげられていることから、除

雪困難な高齢者世帯等に対し除雪費用及び屋根雪降し費用

の一部を助成します

医療介護連携情報共有ＩＣＴ

構築事業

医療データと介護事業所データを相互利用し、医療・介護・

福祉などの支援関係者が随時連携できる情報共有システム、

住民参加型ポータル画面の２事業を組み合わせたＩＣＴネ

ットワークを構築します

新技術の導入検討 ＩＣＴやＡＩ、ロボットなど新技術の導入に向けた情報収集

を図るとともに、国、道と連携した取組を模索します

ＩＣＴ等の活用による公共交

通サービスの拡充と情報の高

度化

バスロケーションシステムの導入検討や決済方法の高度化

の取組等を模索します

外国人材受入のための調査・

検討【再掲】

外国人材の受入に関して、国や北海道の施策等を情報提供す

るほか、関係機関・団体等と連携して調査・検討を行います
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※ 累計は基準値から積み上げられた値 ※ 累計は基準値から積み上げられた値

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

定住自立圏共生ビジョ

ンへの事業追加・変更件

数（累計）

－

0件(2017) 2件
(2020.3)

4件
(2023.3)

交流自治体との新規連

携事業件数（累計）
－

0件(2017) 2件
(2020.3)

2件
(2023.3)

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

定住自立圏共生ビジョ

ンへの事業追加・変更件

数（累計）

－

0件(2017) 2件
(2020.3)

4件
(2023.3)

交流自治体との新規連

携事業件数（累計）
－

0件(2017) 2件
(2020.3)

2件
(2023.3)

地方においては、生活の利便性の低下や地域経済の縮小等が問題となっており、活力

ある経済・生活圏の形成のための地域連携が求められていることから、「北・北海道中央

圏域定住自立圏」における取組を推進し、地域資源を活かした魅力ある地域づくりと安

心して暮らせる地域社会の形成を目指します。

また、都市部と地方においては、それぞれが異なる特有の課題を抱えていることから、

都市部と地方における自治体連携を進め、それぞれが課題の解決を図ることにより、両

者のWIN－WINの関係による共存共栄を目指します。
さらに、民間主導のもと、官民が連携した新たな取組に向けた研究を広域で進め、新

たな広域連携の取組を推進します。

４ 他のまちと連携し、ともに安心して暮らせるまち

① 定住自立圏共生ビジョン連携事業の推進

現

状

急速に進展する人口減少や少子高齢化など、本圏域を取り巻く環境が大きく変化する

中、各市町村それぞれがフルセットの都市機能を確保することが困難となることが想定

されることから、本市においては、「北・北海道中央圏域定住自立圏」の複眼型中心市

として、市立総合病院を核とした第２次救急医療事業や医師等派遣事業などの医療分野

での連携のほか、圏域における知の拠点である市立大学からの講師派遣や研修機会の提

供による人材の育成、地域公共交通の確保や、廃棄物の安定的、効率的な処理を図る施

設の広域利用を促進するなど連携事業の推進を図っています。

４ 他のまちと連携し、ともに安心して暮らせるまち

地方においては、生活の利便性の低下や地域経済の縮小等が問題となっており、活力

ある経済・生活圏の形成のための地域連携が求められていることから、「北・北海道中央

圏域定住自立圏」における取組を推進し、地域資源を活かした魅力ある地域づくりと安

心して暮らせる地域社会の形成を目指します。

また、都市部と地方においては、それぞれが異なる特有の課題を抱えていることから、

都市部と地方における自治体連携を進め、それぞれが課題の解決を図ることにより、両

者のWIN－WINの関係による共存共栄を目指します。
さらに、民間主導のもと、官民が連携した新たな取組に向けた研究を広域で進め、新

たな広域連携の取組を推進します。

① 定住自立圏共生ビジョン連携事業の推進

現

状

急速に進展する人口減少や少子高齢化など、本圏域を取り巻く環境が大きく変化する

中、各市町村それぞれがフルセットの都市機能を確保することが困難となることが想定

されることから、本市においては、「北・北海道中央圏域定住自立圏」の複眼型中心市

として、市立総合病院を核とした第２次救急医療事業や医師等派遣事業などの医療分野

での連携のほか、圏域における知の拠点である市立大学からの講師派遣や研修機会の提

供による人材の育成や、廃棄物の安定的、効率的な処理を図る施設の広域利用を促進す

るなど連携事業の推進を図っています。
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[重要業績評価指標（ＫＰＩ）]
[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] ※ 累計は基準値から積み上げられた値指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

市立大学学生定住自立

圏域内就職者数

22名(2015) 9名(2017) 30名(2020.3) 30名(2023.3)

説明：

救急専任医師数
2人(2015) 2人(2017) 3人(2020.3) 3人(2023.3)

説明：

ポラリスネットの基幹

型・参照型施設数

基幹型 4

参照型 8

(2015)

基幹型 5

参照型 11

(2017)

基幹型 5

参照型 20

(2020.3)

基幹型 8

参照型 20

(2023.3)

説明：名寄地区・稚内地区を中心に参照型施設増加を想定

医師等派遣日数
557日(2014) 626日(2017) 620日(2020.3) 650日(2023.3)

説明：

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

市立大学学生定住自立

圏域内就職者数

22名(2015) 9名(2017) 30名(2020.3) 30名(2023.3)

説明：市立大学学生の定住自立圏域内で就職した人数

救急専任医師数
2人(2015) 2人(2017) 3人(2020.3) 3人(2023.3)

説明：救急科専任の医師数

ポラリスネットの基幹

型・参照型施設数

基幹型 4

参照型 8

(2015)

基幹型 5

参照型 11

(2017)

基幹型 5

参照型 20

(2020.3)

基幹型 8

参照型 20

(2023.3)

説明：名寄地区・稚内地区を中心に参照型施設増加を想定

医師等派遣日数
557日(2014) 626日(2017) 620日(2020.3) 650日(2023.3)

説明：市立総合病院から他の医療機関に医師を派遣した日数

定住自立圏共生ビジョ

ンへの事業追加・更新件

数（累計）

－ 0件(2017)
2件

(2020.3)

4件

(2023.3)

説明：定住自立圏共生ビジョンへの新たな取組の追加、または取

組内容を変更した件数

○ 定住自立圏の中心市として、圏域全体で必要な生活機能等を確保し、地域住民

が安心して心豊かに過ごすことができるよう、新技術の導入や広域での物流や防

災、地域公共交通の確保に向けた研究・検討を進め、さらなる広域連携の強化を

目指します。

○ 圏域の保健医療福祉などの分野における人材を安定的に確保するため、市立大

学学生が圏域に定着するための方策について検討を進めます。

基
本
的
方
向

○ 定住自立圏の中心市として、圏域全体で必要な生活機能等を確保し、地域住民

が安心して心豊かに過ごすことができるよう、さらなる広域連携の強化を目指し

ます。

○ 圏域の保健医療福祉などの分野における人材を安定的に確保するため、市立大

学学生が圏域に定着するための方策について検討を進めます。

基
本
的
方
向
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具体的な施策 概 要

第２次救急医療体制の整備 圏域の夜間及び休日等における入院医療を必要とする救急

患者に対応するため、救急医療体制の維持・確保に努め、圏

域住民の生命に対する安全性と安心感の向上を図ります

地域救命救急センターの施設

整備

圏域の重篤な救急患者に救急専門医が２４時間体制で初期

対応を行うとともに、消防機関との連携のもと、ドクターヘ

リやドクターカーの運用により迅速かつ高度な救急医療体

制を構築します

ＩＣＴを活用した地域連携シ

ステムの推進

（道北北部医療連携ネットワ

ーク）

ＩＣＴを活用し、遠隔医療機関とリアルタイムで診療情報を

共有するとともに、遠隔サポートを行うことができる「ポラ

リスネット」による地域連携システムを推進するため、ネッ

トワーク参加医療機関の拡大を図ります

圏域の医療機関への医師等派

遣の推進

地域の医療機関へ医師等を派遣することにより、プライマ

リ・ケアを担う医療機関の医療機能を確保するとともに、医

師がへき地に勤務しやすい環境を整備し、地域医療の向上を

図ります

人材確保・人材育成等の推進 市立大学卒業生の定住自立圏域での定着化を図るための方

策を検討・実施し、圏域における保健医療福祉分野等の人材

の安定的な確保を図ります

市立大学から圏域市町村に講師を派遣するとともに公開講

座等を開催することにより、圏域住民に対する学習機会や学

習情報を提供し、圏域に必要な保健・医療・福祉などに関す

る人材の育成を図ります

廃棄物広域処理施設の運営 廃棄物処理施設の広域利用の促進によって、廃棄物の安定的

かつ効率的な処理を維持・確保します

新たな連携事業の推進 中心市と構成町村が連携し、新たな広域連携の取組を推進し

ます

物流網効率化の推進 圏域の物流サービスの維持及び物流網の効率化を図るため、

官民が連携し、目指していく姿や方向性について研究を行う

とともに、情報の共有を図ります。

具体的な施策 概 要

第２次救急医療体制の整備 圏域の夜間及び休日等における入院医療を必要とする救急

患者に対応するため、救急医療体制の維持・確保に努め、圏

域住民の生命に対する安全性と安心感の向上を図ります

地域救命救急センターの施設

整備

圏域の重篤な救急患者に救急専門医が２４時間体制で初期

対応を行うとともに、消防機関との連携のもと、ドクターヘ

リやドクターカーの運用により迅速かつ高度な救急医療体

制を構築します

ＩＣＴを活用した地域連携シ

ステムの推進

（道北北部医療連携ネットワ

ーク）

ＩＣＴを活用し、遠隔医療機関とリアルタイムで診療情報を

共有するとともに、遠隔サポートを行うことができる「ポラ

リスネット」による地域連携システムを推進するため、ネッ

トワーク参加医療機関の拡大を図ります

圏域の医療機関への医師等派

遣の推進

地域の医療機関へ医師等を派遣することにより、プライマ

リ・ケアを担う医療機関の医療機能を確保するとともに、医

師がへき地に勤務しやすい環境を整備し、地域医療の向上を

図ります

人材確保・人材育成等の推進 市立大学卒業生の定住自立圏域での定着化を図るための方

策を検討・実施し、圏域における保健医療福祉分野等の人材

の安定的な確保を図ります

市立大学から圏域市町村に講師を派遣するとともに公開講

座等を開催することにより、圏域住民に対する学習機会や学

習情報を提供し、圏域に必要な保健・医療・福祉などに関す

る人材の育成を図ります

廃棄物広域処理施設の運営 廃棄物処理施設の広域利用の促進によって、廃棄物の安定的

かつ効率的な処理を維持・確保します

新たな連携事業の推進 中心市と構成町村が連携し、新たな広域連携の取組を推進し

ます

物流網効率化の推進 圏域の物流サービスの維持及び物流網の効率化を図るため、

官民が連携し、目指していく姿や方向性について研究を行う

とともに、情報の共有を図ります

効率的な公共交通の調査・研

究の推進

ＪＲ宗谷本線の維持・存続と併せて、バス路線の維持に向け、

重複路線やダイヤの見直しなど、効率的な地域公共交通を確

保するため、課題の把握・共有を図り、持続可能な地域公共

交通網の形成を目指します
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[重要業績評価指標（ＫＰＩ）]
[重要業績評価指標（ＫＰＩ）]指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

参加交流者数
151人（2014) 159人（2017)

160人
（2020.3)

185人
（2023.3)

説明：毎年度継続実施

共同観望会開催
0回(2014) 2回(2017) 1回(2020.3) 2回(2023.3)

説明：毎年度実施

畑自慢クラブ利用者数
172人（2014） 340人(2017)

215人
(2020.3)

425人
(2023.3)

説明：現状の 1.25倍の利用を見込む
官民連携した取組に向

けた広域での研究会の

開催回数

－ － － 2回(2023.3)

説明：

具体的な施策 概 要

子どもたちの体験交流の推進 杉並区と本市の子どもたちが体験交流や異文化交流等の相互

交流を体験することにより、都市と農村の生活様式や環境の違

いを実感し、様々な共同生活体験を通して新たな友達づくりと

地域交流を深めることを促進します

なよろ市立天文台の移動天文

台車の派遣

杉並区科学館の天体観測室が平成 26年度（2014）をもって休
止となったことから、科学・天文に関係する学習機会の充実を

図るため、移動天文台車を杉並区へ派遣し、杉並区民を対象と

した観望会を実施することにより、文化交流を促進します

Web サイトを活用した都内
での名寄産農産物等の販売促

進

市内の民間団体が運営する、名寄特産品の販売専用Webサイ
ト「畑自慢クラブ」を、杉並区の協力により、杉並区民に広く

周知することにより、都内での名寄産農産物の消費拡大と名寄

市の知名度向上と関係人口の拡大を推進します

新たな連携事業の推進 杉並区等と連携し、新たな交流自治体連携の取組を推進すると

ともに、官民が連携した新たな取組に向けた研究を広域で進め

ていきます

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

参加交流者数

（杉並区連携事業）

151人（2014) 159人（2017)
160人

（2020.3)
185人

（2023.3)
説明：毎年度継続実施

共同観望会開催
0回(2014) 2回(2017) 1回(2020.3) 2回(2023.3)

説明：毎年度実施

畑自慢クラブ利用者数
172人（2014） 340人(2017)

215人
(2020.3)

425人
(2023.3)

説明：現状の 1.25倍の利用を見込む
官民連携した取組に向

けた広域での研究会の

開催回数

－ － － 2回(2023.3)

説明：官民連携かつ地域間連携した研究会の延べ開催回数

具体的な施策 概 要

子どもたちの体験交流の推進 杉並区と本市の子どもたちが体験交流や異文化交流等の相互

交流を体験することにより、都市と農村の生活様式や環境の違

いを実感し、様々な共同生活体験を通して新たな友達づくりと

地域交流を深めることを促進します

なよろ市立天文台の移動天文

台車の派遣

杉並区科学館の天体観測室が平成 26年度（2014）をもって休
止となったことから、科学・天文に関係する学習機会の充実を

図るため、移動天文台車を杉並区へ派遣し、杉並区民を対象と

した観望会を実施することにより、文化交流を促進します

Web サイトを活用した都内
での名寄産農畜産物等の販売

促進

市内の民間団体が運営する、名寄特産品の販売専用Webサイ
ト「畑自慢クラブ」を、杉並区の協力により、杉並区民に広く

周知することにより、都内での名寄産農畜産物の消費拡大と名

寄市の知名度向上と関係人口の拡大を推進します

新たな連携事業の推進 杉並区等と連携し、新たな交流自治体連携の取組を推進すると

ともに、官民が連携した新たな取組に向けた研究を広域で進め

ていきます

○ 杉並区と本市は、都市と地方それぞれが持つ特色を活かしながら、友好交流の推

進に向けた新たな取組や双方の課題解決を図るための事業について共同で検討を進

め、双方にとって有益な連携事業のさらなる拡充を目指します。また、民間主導の

もと、官民が連携した新たな取組に向けた研究を広域で進めていきます。

② 交流自治体等との連携事業の推進

現

状

基本

的方

向

本市は、交流自治体である東京都杉並区との間で、天体観測や高円寺阿波踊り等の文

化交流事業や自然体験・生活体験による子どもの交流事業、物産販売等の経済交流事業

など、様々な交流連携事業の推進を図ることにより、友好を深めています。また、地方

創生包括連携協定を締結し、民間企業と連携した新たな取組を進めています。

② 交流自治体等との連携事業の推進

現

状

本市は、交流自治体である東京都杉並区との間で、天体観測や高円寺阿波踊り等の文

化交流事業や自然体験・生活体験による子どもの交流事業、物産販売等の経済交流事業

など、様々な交流連携事業の推進を図ることにより、友好を深めています。また、地方

創生包括連携協定を締結し、民間企業と連携した新たな取組を進めています。

基本

的方

向

○ 杉並区と本市は、それぞれが持つ特色を活かしながら、友好交流の推進に向け

た新たな取組や双方の課題解決を図るための事業について共同で検討を進め、双

方にとって有益な連携事業のさらなる拡充を目指します。また、民間主導のもと、

官民が連携した新たな取組に向けた研究を広域で進めていきます。
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指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

学生数 695名(2015) 693名(2017) 796名
(2020.3)

760名
(2023.3)

市立大学学生市内就業

者数

11名(2014) 7名(2017) 20名(2020.3) 20名(2023.3)

市立大学の教員数 78名(2015) 88名(2017) 84名(2020.3) 92名(2023.3)

食を通じた自治体プロモーシ

ョンの推進

杉並区飲食店等と連携して実施する「食」を通じたプロモーシ

ョン、交流自治体のＰＲ促進と併せて生産者の販路拡大につな

げます

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

市立大学学生数 695名(2015) 693名(2017) 796名
(2020.3)

760名
(2023.3)

市立大学学生市内就業

者数

11名(2014) 7名(2017) 20名(2020.3) 20名(2023.3)

地方においては、若い世代が大学等の入学時や卒業時に都市部へ流出していますが、

本市は北海道有数の歴史を持つ公立大学である名寄市立大学を有し、若年層の安定した

定住人口を一定程度維持するとともに、地域において必要とされる保健・医療・福祉・

保育などの分野の専門職を供給してきました。市立大学は「コミュニティケア教育研究

センター」を設置し、地域と連携した教育・研究機能の強化を図ることにより、地域課

題の解決に貢献する取組を進め、保健・医療・福祉・保育・食育を担う人材の養成・輩

出に加え知の拠点化を図るとともに、市立大学を核とした地域力の強化を推進します。

また、専門職の復職支援など、リカレント教育の継続的な実施や模擬保育室を活用し

た子育て支援体制を構築し地域のケア力向上に努めるとともに、市立大学学生の市内定

着に向けた取組を推進し、地域が求める専門職の定着に取り組み、より一層の地域の活

性化を図ります。

５ 小さくてもきらりと光る、ケアの未来をひらく大学があるまち

① 市立大学学生数の確保

現

状

市立大学は、旧市立名寄短期大学を母体に、平成 18年（2006）4月に保健福祉学部
（栄養学科、看護学科、社会福祉学科）と短期大学部（児童学科）で開学し、平成 28
年（2016）4月に短期大学部児童学科を改組・発展し、市立大学保健福祉学部に子ども
を対象とする領域に特化した社会保育学科を設置し、令和元年度に完成年次を迎えまし

たが、老朽化した既存施設の改修や維持管理が大きな課題となっています。

開学以来、保健・医療・福祉を担う専門職の養成を地域社会と協働で実践し、卒業生

は、道内はもとより、全国で活躍しています。

令和元年（2019）の学生数は 779名で、人口 3万人弱の本市にとって、経済的な側
面はもちろん、アルバイトやボランティア活動、若年人口の定住による地域活性化など、

様々な効果があり、まちづくりに大きな影響を与えています。

５ 小さくてもきらりと光る、ケアの未来をひらく大学があるまち

地方においては、若い世代が大学等の入学時や卒業時に都市部へ流出していることか

ら、市立大学に「コミュニティケア教育研究センター」を設置し教育・研究機能の強化

を図ることにより、地域課題の解決に貢献する取組を進め、地域の保健・医療・福祉・

保育・食育を担う人材の養成・輩出や知の拠点化を図るとともに、市立大学を核とした

地域力の強化を推進します。

また、専門職の復職支援など、リカレント教育の継続的な実施や模擬保育室を活用し

た子育て支援体制を構築し地域のケア力向上に努めるとともに、市立大学学生の市内定

着に向けた取組を推進し、より一層の地域の活性化を図ります。

① 保健福祉学部の再編強化

現

状

市立大学は、旧市立名寄短期大学を母体に、平成 18年（2006）4月に保健福祉学部
（栄養学科、看護学科、社会福祉学科）と短期大学部（児童学科）で開学し、平成 28
年（2016）4月に短期大学部児童学科を改組・発展し、市立大学保健福祉学部に子ども
を対象とする領域に特化した社会保育学科を設置しました。

開学以来、保健・医療・福祉を担う専門職の養成を地域社会と協働で実践し、卒業生

は、道内はもとより、全国で活躍しています。

平成 29年（2017）の学生数は 693名で、人口 3万人弱の本市にとって、経済的な側
面はもちろん、アルバイトやボランティア活動、若年人口の定住による地域活性化など、

様々な効果があり、まちづくりに大きな影響を与えています。
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[重要業績評価指標（ＫＰＩ）] [重要業績評価指標（ＫＰＩ）]

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

社会保育学科卒業生の

定住自立圏域内就職者

数

0人(2014) 0人(2017) 7人 (2020.3) 7人 (2023.3)

説明：社会保育学科卒業生の約 15％

具体的な施策 概 要

市立大学社会保育学科卒業生

の定住自立圏域内就職に向け

た取組

圏域内での求人動向調査や学生の圏域への求職動向を探り、

企業（事業所）と学生に対する情報提供機会を創出します

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

市立大学学生数【再掲】
695名(2015) 693名(2017)

796名
(2020.3) 760名(2023.3)

説明：市立大学の学生数

社会保育学科卒業生の

定住自立圏域内就職者

数

0人(2014) 0人(2017) 7人 (2020.3) 7人 (2023.3)

説明：社会保育学科卒業生の約 15％

具体的な施策 概 要

市立大学学生確保に向けた取

組

オープンキャンパスの開催や道内外の高等学校に出向いて

の進学説明会の実施、受験会場を増設するほか、就職進路サ

ポートや海外短期留学等支援など、大学の魅力向上を図り、

学生確保を目指します

市立大学卒業生の定住自立圏

域内就職に向けた取組

圏域内での求人動向調査や学生の圏域への求職動向を探り、

企業（事業所）と学生に対する情報提供機会を創出します

○ 急速な少子化の進行に伴い今後、学生の確保にあたっての競争が激化すること

が想定されることから、引き続きオープンキャンパスや進学説明会の開催、受験

会場の増設とあわせて、卒業後の進路の選択肢の強化など、学生募集にあたって

魅力ある大学づくりを推進します。

○ 少人数教育によるきめ細かなフォローやキャリア支援センターでの就職進路

サポートによる高い国家試験合格率や就職内定率の維持・向上を目指すととも

に、海外短期留学等支援などにより大学の魅力向上を図ることで入試倍率維持・

定員確保を目指し、若年層人口の確保に努めます。

○ これまで新図書館、学生食堂や売店を備えた５号館を整備してきていますが、

引き続き平成 28年度（2016）に策定した「名寄市立大学将来構想（ビジョン
2026）」に基づき、教育、学修環境の充実に向けて施設及び設備の整備を推進し
ます。

基
本
的
方
向

基
本
的
方
向

○ 急速な少子化の進行や家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い、小学校就学

前の子どもの教育や保育に対するニーズが多様化してきていることから、短期大

学部児童学科を改組・発展し、市立大学保健福祉学部に子どもを対象とする領域

に特化した社会保育学科を設置し、保育・幼児教育のリーダ―となり得る人材の

養成を目指すとともに、若年層人口の確保に努めます。

○ 保健福祉学部の既存３学科（栄養学科・看護学科・社会福祉学科）と社会保育

学科との連携により、食育、病児保育、発達障害など現代的な諸課題に対応する

質の高い教育・研究を行うことを可能とし、保健福祉学部のさらなる総合的な発

展を目指します。

○ 地域における高齢者のケアに、子どものケアの視点を加えることにより、子ど

もからお年寄りまで、ケアのあり方に対する幅広い研究を可能とし、これらの研

究を通して、地域の持続的な発展につなげるとともに、地域公立大学に強く求め

られている地域力向上機能の強化を図ります。
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[重要業績評価指標（ＫＰＩ） [重要業績評価指標（ＫＰＩ）

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

公開講座の開催回

数【再掲】

3回(2014) 4回(2017) 5回(2020.3) 5回(2023.3)

説明：年間開催回数

リカレント講座の

開催回数【再掲】

0回(2014) 6回(2017) 4回(2020.3) 7回(2023.3)

説明：年間開催回数

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

公開講座の開催回

数【再掲】

3回(2014) 4回(2017) 5回(2020.3) 5回(2023.3)

説明：市立大学での公開講座の年間開催回数

リカレント講座の

開催回数【再掲】

0回(2014) 6回(2017) 4回(2020.3) 7回(2023.3)

説明：市立大学でのリカレント講座の年間開催回数

○ 「市立大学コミュニティケア教育研究センター」を中心とし、道北地域におけ

る政策課題の解決に向け、ケア開発や地域振興、実践教育に関する調査・研究を

推進します。

○ 専門職を対象としたリカレント教育や公開講座の実施、模擬保育室を活用した

子育て支援体制の構築などにより、子ども・障がい者・高齢者をはじめとした市

民すべてが地域で安心して暮らせる環境づくりを推進します。

○ 国内外の先進的なケアの人材育成・確保プログラムやケアシステムに関する調

査・研究を進めるとともに、福祉サービスの担い手となる多様な専門職が幅広い

技能を習得できる学習カリキュラムについても検討を進めます。

②大学研究所機能の強化

現

状

基

本

的

方

向

旧名寄女子短期大学時代の昭和 57年（1982）4月、道北地域における保健・医療・
福祉・教育・文化の充実・発展及び産業経済の振興に寄与する研究を行うことを目的に

「道北地域研究所」を設置し、様々な研究活動などを実践してきました。

平成 18年（2006）の 4大開学時には「地域交流センター」を設置し、大学と地域を
結ぶ相談、企画、支援等を行ってきました。平成 28年（2016）4月には、この２つの
組織を発展的に統合した「コミュニティケア教育研究センター」を設置し、教職員と学

生、地域とをつないでいます。

また、地域で働くケア専門職の継続的な学びや様々な活動を、大学の人的・知的財産

を活用して支援しています。

②大学研究所機能の強化

現

状

旧名寄女子短期大学時代の昭和 57年（1982）4月、道北地域住民の地域振興、教職
員の研究推進、関係機関との共同開発などを目的に「道北地域研究所」を設置し、現在

まで、様々な研究活動などを実践しています。

大学と地域を結ぶ相談、企画、支援等の懸け橋として、平成 18年（2006）の 4大開
学時、「地域交流センター」を設置、平成 28年（2016）4月には「コミュニティケア教
育研究センター」を設置し、教職員と学生、地域とをつないでいます。

基

本

的

方

向

○ 「市立大学コミュニティケア教育研究センター」を設置し、道北地域における

政策課題の解決に向け、ケア開発や地域振興、実践教育に関する調査・研究を推

進します。

○ 専門職を対象としたリカレント教育や公開講座の実施、模擬保育室を活用した

子育て支援体制の構築などにより、子ども・障がい者・高齢者をはじめとした市

民すべてが地域で安心して暮らせる環境づくりを推進します。

○ 国内外の先進的なケアの人材育成・確保プログラムやケアシステムに関する調

査・研究を進めるとともに、福祉サービスの担い手となる多様な専門職が幅広い

技能を習得できる学習カリキュラムについても検討を進めます。

○ 地域課題に関する研究として、地方版ＣＣＲＣ構想の導入に関する環境整備に

ついて、生涯学習プログラムなどと併せて、調査・研究を進めます。
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具体的な施策 概 要

「市立大学コミュニティケア

教育研究センター」の運用

道北地域における保健・医療・福祉・教育・文化の充実・発

展及び産業経済の振興に寄与する研究を行う「道北地域研究

所」と、大学・学生と市民の実践的な地域活動や市民活動・

ボランティア活動の連絡、調整、支援、推進を行う「地域交

流センター」を組織統合し、設置した「市立大学コミュニテ

ィケア教育研究センター」において、「ケア開発」、「地域振

興」、「地域交流」に関わる分野の研究を進め、地域の政策課

題解決にむけた助言を行います

保健医療福祉の充実に関する

先進的な調査・研究の推進

障がい者の雇用や障がい児保育の実践、高齢者の施設・在宅

サービス等についてのニーズ調査・分析など、地域の保健医

療福祉の充実に関する調査・研究を推進します

国内外の先進的なケアの人材育成・確保プログラムやケアシ

ステムに関する調査・研究を進め、併せて福祉サービスの担

い手となる多様な専門職が幅広い技能を習得できる学習カ

リキュラムについても検討を進めます

生涯学習・地方版ＣＣＲＣ構

想導入に関する調査・研究の

推進【再掲】

地方への移住を希望する都市部の高齢者を受け入れるため、

市立大学において居住環境、地域活動への参加、就労機会の

提供、生涯学習の機会提供、継続的なケアの提供など、環境

整備に関する調査・研究を推進します

併せて、高齢者の学習意欲を高めるため、生涯学習プログラ

ム等についての調査・研究を進めます

保健医療福祉に携わる専門職

に対するリカレント教育の実

施

市立総合病院と連携しての看護人材復職支援講座（潜在看護

師現場復帰プログラムの構築）や、アンケート調査でニーズ

が高かった幼稚園教員免許状更新講習、社会福祉士実習指導

者講習会など、保健医療福祉に携わる専門職に対するリカレ

ント教育を実施することにより、地域専門職の能力の強化と

専門職の地域定住意欲の向上を図ります

公開講座等の充実 知の分野で地域に貢献することを目的に、健康や医療・福祉、

子育てなどに関することをテーマに実施している地域住民

向け公開講座の充実を図ります

模擬保育室を活用した子育て

支援体制の構築

模擬保育室を学生の講義や実習支援の場として活用すると

ともに「大学の中の子育て支援空間」と位置づけ、学生、教

員、保育士、幼稚園教員、保護者などの交流拠点として、一

体的・効率的な子育て支援空間の構築を図ります

具体的な施策 概 要

「市立大学コミュニティケア

教育研究センター」の運用

道北地域における保健・医療・福祉・教育・文化の充実・発

展及び産業経済の振興に寄与する研究を行う「道北地域研究

所」と、大学・学生と市民の実践的な地域活動や市民活動・

ボランティア活動の連絡、調整、支援、推進を行う「地域交

流センター」を組織統合し、設置した「市立大学コミュニテ

ィケア教育研究センター」において、「ケア開発」、「地域振

興」、「地域交流」に関わる分野の研究を進め、地域の政策課

題解決にむけた助言を行います

保健医療福祉の充実に関する

先進的な調査・研究の推進

障がい者の雇用や障がい児保育の実践、高齢者の施設・在宅

サービス等についてのニーズ調査・分析など、地域の保健医

療福祉の充実に関する調査・研究を推進します

国内外の先進的なケアの人材育成・確保プログラムやケアシ

ステムに関する調査・研究を進め、併せて福祉サービスの担

い手となる多様な専門職が幅広い技能を習得できる学習カ

リキュラムについても検討を進めます

保健医療福祉に携わる専門職

に対するリカレント教育の実

施

市立総合病院と連携しての看護人材復職支援講座（潜在看護

師現場復帰プログラムの構築）や、アンケート調査でニーズ

が高かった幼稚園教員免許状更新講習、社会福祉士実習指導

者講習会など、保健医療福祉に携わる専門職に対するリカレ

ント教育を実施することにより、地域専門職の能力の強化と

専門職の地域定住意欲の向上を図ります

公開講座等の充実 知の分野で地域に貢献することを目的に、健康や医療・福祉、

子育てなどに関することをテーマに実施している地域住民

向け公開講座や労働力人口の確保に向けた復職支援やリカ

レント教育の充実を図ります

模擬保育室を活用した子育て

支援体制の構築

模擬保育室を学生の講義や実習支援の場として活用すると

ともに「大学の中の子育て支援空間」と位置づけ、学生、教

員、保育士、幼稚園教員、保護者などの交流拠点として、一

体的・効率的な子育て支援空間の構築を図ります
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[重要業績評価指標（ＫＰＩ）]
[重要業績評価指標（ＫＰＩ）]

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

企業情報提供機会
0回(2014) 1回(2017) 2回(2020.3) 2回(2023.3)

説明：地元企業と学生の懇談会（職種混合ミーティング年 2回）

市立大学学生就業支度

金支援

－ 7人(2017) － 20人(2023.3)

説明：市内で就職する学生に対する支援

具体的な施策 概 要

市立大学学生の市内定着化の

促進【再掲】

市立大学学生の名寄市内定着化促進を目的に、労働関係行政部

署・機関と市立大学キャリア支援センターが連携するとともに、

就職支援室に専門スタッフを常駐させ就職支援を行います

求人・求職情報の相互提供の

推進【再掲】

労働関係行政部署・機関による市内での求人動向調査や、市立

大学による学生の市内への求職動態調査を踏まえて、企業(事業
所)と学生に対する情報提供機会を創出します

市内就業支度金助成制度の運

用【再掲】

市立大学学生の名寄市内定着を促進し、人口の維持及びまちの

活性化に寄与するため、市内事業所に就業する市立大学学生に

市内就業支度金を助成します

指標項目 基準値 現状値 当初目標値 目標値

企業情報提供機会

【再掲】

0回(2014) 1回(2017) 2回(2020.3) 2回(2023.3)

説明：地元企業と学生の懇談会（職種混合ミーティング年 2回）

市立大学学生就業支度

金支援【再掲】

－ 7人(2017) － 20人(2023.3)

説明：市内で就職する学生に対する支援

具体的な施策 概 要

市立大学学生の市内定着化の

促進【再掲】

市立大学学生の名寄市内定着化促進を目的に、労働関係行政部

署・機関と市立大学キャリア支援センターが連携するとともに、

就職支援室に専門スタッフを常駐させ就職支援を行います

求人・求職情報の相互提供の

推進【再掲】

労働関係行政部署・機関による市内での求人動向調査や、市立

大学による学生の市内への求職動態調査を踏まえて、企業(事業
所)と学生に対する情報提供機会を創出します

市内就業支度金助成制度の運

用【再掲】

市立大学学生の名寄市内定着を促進し、人口の維持及びまちの

活性化に寄与するため、市内事業所に就業する市立大学学生に

市内就業支度金を助成します

奨学金返還支援制度の運用 市立大学在学中に日本学生支援機構の奨学金の貸与を受け、卒

業後名寄市内に住民登録があり居住しているもので６か月以上

市内事業所に就業しているもの（公務員を除く）を対象に大学

在学中に貸与を受けた奨学金の返済金の一部を助成します

○ 市立大学学生の市内企業（事業所）への就業を促進し、市内への定着化を図る

ため、市立大学のキャリア支援センターと労働行政関係部署・機関との連携によ

る新たな組織を設置し、市立大学学生の市内定着化の促進を図るとともに、求

人・求職情報の提供機会の充実を図ります。

○ 卒業生の市内企業（事業所）への就業を促進するため、市内就業支度金助成や

奨学金返還支援を行う取組を推進します。

③ 卒業生の市内定着化の促進

現

状

基本

的方

向

「保健・医療・福祉の分野における幅広い知識を持った専門職の養成」を開学の理念

として学部教育を行っているが、地元に雇用の場が少ないこともあり、平成 27年（2015）
から平成 29年（2017）まで３年間平均の地元定着者は、公務員を含めて 14名となっ
ています。

学生への就職支援を強化するため、大学内にキャリア支援センターを設置し、専門職

員２名を配置しています。

③ 卒業生の市内定着化の促進

現

状

基本

的方

向

○ 市立大学学生の市内企業（事業所）への就業を促進し、市内への定着化を図る

ため、市立大学のキャリア支援センターと労働行政関係部署・機関との連携によ

る新たな組織を設置し、市立大学学生の市内定着化の促進を図るとともに、求

人・求職情報の提供機会の充実を図ります。

○ 卒業生の市内企業（事業所）への就業を促進するため、市内就業支度金助成と

いった支援策を推進します。

「保健・医療・福祉の分野における幅広い知識を持った専門職の養成」を開学の理念

として学部教育を行っているが、地元に雇用の場が少ないこともあり、平成 27年（2015）
から平成 29年（2017）まで３年間平均の地元定着者は、公務員を含めて 14名となっ
ています。

学生への就職支援を強化するため、大学内にキャリア支援センターを設置し、専門職

員２名を配置しています。


